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巻頭言

オンゴーイングの災禍と学術研究

わが国で新型コロナ・ウィルスへの感染が確認されてから，早3年が経過しようとしている。いま

だ感染拡大の波は繰り返されているが，行動制限は無くなり，水際対策も緩和された。経済活動に

対する制約は，コロナ以前の状態に戻りつつある。コロナ禍において実施されて来たさまざまな特

例措置は終了や縮小の方向にあり，そのことで困窮者があらためて顕在化する恐れもある。いずれ

にせよ，コロナ後の体制への移行が，ようやく本格化しようとしていることは間違いない。だが，

コロナ後の制度のあり方を考えるにあたっては，コロナ禍において何が起きていたのか正確に検証

することから始める必要がある。

コロナ禍ほどわが国の社会制度の潜在的な綻びを突いたものは無かったとは，しばしば指摘され

ることだ。たしかに，コロナ禍は，医療供給体制や困窮者支援のあり方に大きな課題を投げかけた。

また，コロナ禍は，人びとや企業の行動にも変化をもたらした。コロナ禍による人びとの行動変容

を把握し，コロナ後の世界がコロナ前の世界とは異なっている可能性を認識しなければ，今後の制

度のあり方も考えられないだろう。

それと同時に，コロナ禍は，研究と政策との関係のあり方に対しても問題を提起したのではない

だろうか。本誌が主に対象とするような学問分野が想定するタイムフレームは，社会保障政策が決

定されるプロセスのタイムフレームに比べて長く，学術研究の知見が実際の政策に反映されにくい

と言われて来た。だが，コロナ禍におけるアカデミズムの反応は，異例とも思えるほど早かったと

感じる。

一例に過ぎないが，経済学の分野で言えば，2020年の前半中にはコロナの感染拡大の影響に関す

る分析が現れ始め，それらが学術ジャーナルにも掲載された。日本経済学会を始めとする各種の組

織や機関でも，コロナに関する研究を集約するサイトが早い時期に設けられる等した。もちろん，

その背景には，コロナの社会への影響に関する各種の調査が迅速に行われたことに加え，スマホに

よる位置情報等の非伝統的データも利用されることで，短いタイムラグで研究を行える環境が整え

られていたこともある。こうして，コロナの感染拡大やそれらに対する各種の施策が社会経済に及
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ぼす影響に関するエビデンスは，コロナ禍と同時進行で急速に蓄積されて行ったのである。

それでは，それらのエビデンスが十分に政策決定に活かされたかと言えば，そこには議論の余地

があるだろう。エビデンスが政策決定に結びついていないことの弊害は，コロナ禍における各種施

策の「出口戦略」がなかなか示されなかったことに顕著に表れているように思える。だが，このこ

とは，「エビデンスが示されているにもかかわらず，政治や行政がそれを活かす力
・

が
・

無
・

か
・

っ
・

た
・

」とい

う話に単純化させてはならない問題だ。

政策決定は，常に国民に対する説明責任のプレッシャーに晒されている。そのために保守的に

（あるいは逆に人目を引くように）振れがちな政策決定を，エビデンスによって適切な方向にどう導

くかということは今後の一つの課題だろう。政治や行政が説明責任を果たせるような地均
じ な ら

しをする

のも，アカデミズムの一つの役割かもしれない。結局，コロナ禍によって，アカデミズムの側も多

大な気付きを得たと言えるのではないだろうか。

経験したことのないショックが進行する中でエビデンス自体が刻一刻と更新される状況では，研

究者にも「走りながら考える」姿勢が求められる。一方で，本特集に掲載された分析のように，少

し時間を置いたタイミングで掘り下げたエビデンスを提示することも，学術研究として不可欠と思

われる。医療供給体制を論じた本特集の増原・細谷論文が示唆するように，非日常において必要と

なる政策は，平時にこそ十分に練っておかなければならない。同じように，学術研究にとっては，

平時におけるエビデンスの再整理こそが重要なのかもしれない。

本特集では，医療提供体制・介護サービスから，非正規雇用の女性，メンタルヘルス，子ども達

の学校生活や住宅確保給付金・緊急小口資金の特例貸付と幅広いトピックについて，第一人者によ

る論考が寄せられており，コロナの影響に関して深い知見が得られている。これほどまでに国民全

体が巻き込まれ，専門家の意見もクローズアップされていたにもかかわらず，政策決定における肝

心な「当事者」の不在を指摘するものもあり（高久・王論文），筆者が専門とする労働分野にも通じ

るものを感じた。これらの分析が，今後の議論の土台となる必要がある。

尚，本特集の刊行と機を同じくして，『人口問題研究』でもコロナの特集が組まれるということな

ので，マクロの観点からのコロナの人口への影響はそちらをご覧頂きたい。

酒 井 正
（さかい・ただし 法政大学経済学部教授）
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

COVID-19パンデミックに日本はどう対応してきたか？
――医療提供体制と人々の行動――

増原 宏明＊1，細谷 圭＊2

抄 録

本研究は，わが国がCOVID-19パンデミックに直面してどのように対応してきたかを，実証研究と制
度的側面からまとめたものである。主要な結論は以下の通りである。第一に，マクロ的な指標における
日本の特殊性が明らかになったことである。PCR検査陽性者数とGoogleの活動指数が他国と比較する
と変動が小さかった。感染抑止にかかわる厳格度指標も，都市のロックダウンなど非常に厳しい措置が
行われた国と比較すると，相対的に低水準であった。第二に，わが国のCOVID-19への政策的な対応が
対症療法とならざるをえず，混乱をきたしたことである。とりわけ，事前の法律的枠組みが存在しな
かった2020年度はその傾向が顕著であり，頻繁な事務連絡が出ることで混乱に陥った。第三に，人々の
行動が感染に影響を与えうることである。ワクチン接種が人々の行動や陽性者数に及ぼした影響に関
する実証的知見をまとめ，政策的なインプリケーションを導く。本研究では，地域の特性に応じた裁量
的な政策が困難な場合に，ルールに基づいた対応の重要性を指摘している。

キーワード：COVID-19，医療提供体制，病床確保料，ワクチン接種，モビリティ

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 184-198.

Ⅰ はじめに

ハイスピードな少子高齢化が引き起こす諸問
題，そして厳しい財政制約から，国・厚生労働省
をはじめ，日本の医療の行く末に関心を寄せる多
くの人々は，医療改革の基本的な方向性として効
率化の必要性を訴え，事実，ある部分の施策はそ
れに沿って展開されてきた。人口動態をはじめ，
社会の趨勢が急変したわけではないので，この方
向性自体は間違っていない。しかしながら，今般

の新型コロナ・パンデミックに直面し，一度立ち
止まって従前の効率化の「中身」を精査し，将来
の同様の事態には万全の備えで臨める体制を新た
に構築することは，多くの国民が真に望むところ
であろう。
本論文は，2019年末を起点として世界に拡散し
ている，新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）を病
原体とする急性疾患COVID-19のパンデミック
（世界的流行）について，主に日本を対象として回
顧と展望を試みる1)。本論文が特に注目するのは
医療の供給サイド・医療提供体制と需要サイド・

＊1信州大学経法学部 教授
＊2國學院大學経済学部 教授
1) パンデミックそのものに加え，それを受けて行われてきた医療経済学的な研究の回顧と展望の意味も併せもつ。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3184
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患者（消費者）行動である。感染症の流行に際し
ては供給サイドの「構え」が第一義的に重要だが，
今回は周知のように行動変容やワクチン接種と
いった需要サイドに関係するものも重要なポイン
トであり，人々の行動を観察・分析しておくこと
も忘れてはならない。また，次節で示すように，
日本のパンデミックの状況はG7等のほかの先進
国と比較しても，特異な経過をḷっている。この
点もよく確認しておくべきである。
紙幅の都合もあり，日本を対象として含むこれ
までに行われてきた特徴的な研究を本論文は検討
の対象とするが，われわれが行った研究の一部に
ついてはデータをアップデートし，新たに追加的
な分析も実施している。本論文の残りの構成は次
の通りである。第Ⅱ節では，日本のCOVID-19パ
ンデミックの状況について，関連する複数のデー

タをまとめて概観し，全体像を確認する。第Ⅲ節
では，医療提供体制の機能不全がどのような原因
で生じたのかを明らかにし，次なる危機への備え
を探る。第IV節では，人々の行動と感染動態との
関係性について，多角的な視点から考察する。第
V節は本論文のまとめとする。

Ⅱ 日本におけるパンデミックの概況

本節では，COVID-19に関連するいくつかの重
要なデータに基づいて，日本の状況を図1により
概観する2)。期間は2020年2月1日から2022年7月1
日（実質6月まで）である。図1をみる際，特に他
国と比較する場合には，2021年11月末頃の前と後
で区分けしてみるべきだと考える。なぜなら，
2021年12月頃から世界的にオミクロン変異株が流

2) 本節の分析はHosoya and Masuhara（2022，forthcoming）に基づく。データの詳細，2021年11月末までのG7の他
国の状況についての詳細は，上記論文を参照されたい。また，図1と同じ期間について，割愛したほかのG7参加
国，シンガポール，韓国，そして台湾の状況については別稿の増原・細谷（2022）を参照されたい。なお，本論文
の以下の分析についても，紙幅の都合で割愛せざるを得なかった内容は基本的にすべて増原・細谷（2022）で論じ
ている。

COVID-19パンデミックに日本はどう対応してきたか？――医療提供体制と人々の行動―― 185
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図1 日本のパンデミックの概況（2020年2月～2022年6月）
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行し，他方でワクチンのブースター接種も早い国
では開始され，状況がより一層複雑化するからで
ある（国ごとの対応強度もこの頃からばらつきが
大きくなる）。政府の感染症対策，人々の行動，そ
してワクチン接種状況などから，意味のあるかた
ちで感染状況を描写し比較できる時期としては，
2021年11月あたりまでが適当である。
感染者数（PCR検査陽性者数）の動向に関して
はよく知られているが，特徴的なのは，Googleの
活動指数（Google’s COVID-19 Community Mobility
Reports）のうごきである3)。他国と比較すると変
動が小さいが，2021年の春頃までは感染状況との
対応関係がはっきりとみてとれる（感染まん延時
期に在宅が増え，日常的な買い物は控え目であ
る）。しかしいわゆる第5波では，活動指数との相
関はあまりみられなくなる。背景には，ワクチン
接種が同時期にかなり進展し，ある程度の安心感
が生まれたこと，経済合理性の観点から外に出る
ことを多くの人が選択したことなどが考えられ
る。感染抑止にかかわる厳格度指標（Oxford
stringency index）は，緊急事態宣言の発出時期な
どは高水準となるが，都市のロックダウンなど非
常に厳しい措置が行われた国と比較すると，相対
的に低水準である。2022年に入りオミクロン変異
株が急速に拡散したようすが示されているが，ワ
クチン接種も相当程度進み，厳格度も維持された
なかでそうした拡散が起こっている（活動指教に
も大きな変化はない）。しばしば日本は他国と比
べて特異的な状況にあると指摘されるが，詳細は
増原・細谷（2022）を参照されたい。
医療資源が決定的に不足しているわけではな
く，アウトブレイクの程度も他国と比べてそれほ
ど厳しくはなかった日本において，医療崩壊や命
の選別といった事態に直面し，医療が機能不全に
陥ったことは事実である。このおもな原因を洗い
出し，今後の危機への備えを再構築することは急
務である。本論文の第Ⅲ節ではこうした事柄を取

り扱う。一方で，感染症の問題を考える場合に必
ず考えなければならない要素として人々の行動が
ある。人々の行動があってこそのウイルス伝播だ
からである。他方，自由で民主的な国家におい
て，行動の自由を最大限保障することは最も基本
的な国家の存立要件でもある。強力な介入を長期
にわたって行うことが困難な民主国家では，感染
症から人々を守り，感染症患者を適切に保護する
ことが不可欠であり，感染制御に失敗した国は多
方面で多大な犠牲を強いられることをここ2年半
でわれわれは数多く学んできた。したがって，パ
ンデミックに際しての人々の行動特性を理解して
おくことも重要である。それに影響する要因とし
て，行動抑制を促す政府の種々の介入政策，数々
の経済支援策（給付金や外出促進キャンペーンな
ど），そしてワクチン接種の進展や治療薬の普及
などが考えられる。第Ⅳ節はこうした問題に言及
する。

Ⅲ コロナショックで顕在化した医療提供体制
の問題点

本節では，COVID-19に対してわが国の医療提
供体制がどのように対応したのか，その特徴をま
とめ，問題点を指摘したい4)。ただし，COVID-19
への対応を検討するにあたっては，a） 2020年以
前の感染症法と新型インフルエンザ等対策特別措
置法（以下，特措法）に代表される法律，b）
COVID-19発生以降の法律の改正，c）法律に基づ
く予算措置，d）法律と予算措置に基づく厚生労働
省の事務連絡を説明しなければならない。とりわ
け予算措置と事務連絡は，都道府県が医療機関へ
要請しながら整備するものと，直接医療機関等に
対するものがあり，二つが密接に関連しながら医
療提供体制を構築する。しかしながら，限られた
紙幅でこれらすべてを検討することは不可能であ
るので，本稿では，医療機関に対する部分に限定

3) モビリティを把握するデータとして世界的によく利用されるのがGoogleの活動指数であり，これを使用した先
駆的な研究としてFernández-Villaverde and Jones（2020）がある。彼らは活動指数を “Google Activity” と呼んで
いる。日本の報道や研究では，NTTドコモの位置情報データが比較的多く利用されている。
4) 鈴木（2021）も同様に，わが国の医療提供体制の問題点を検討している。
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し，わが国が直面した危機とその対応を検討す
る。そして，上記のa）からd）までをCOVID-19パ
ンデミック前から時系列的に増原・細谷（2022）
で分析している。
COVID-19は，2020年2月1日に，感染症法の指定
感染症に2022年1月31日までの時限つきで政令指
定された。都道府県の知事は，対策基本方針の策
定，情報収集・公表，積極的疫学調査が実施でき，
疑いのある者に健康診断を受けさせること，就業
制限，入院措置，消毒，医療関係者に対しての協
力要請を行うことができるようになった。また疑
似症患者や無症状病原体保有者は調査への協力義
務が課され，陽性者に対しては入院勧告がなされ
る（拒否した場合の罰則規定はない）。2020年2月
1日には事務連絡が出され，各都道府県に「帰国
者・接触者相談センター」と「帰国者・接触者外
来」を，2月上旬を目途に設置することが求められ
た。前者は電話での相談を通じ，疑い例を「帰国
者・接触者外来」へ受診させるよう調整を行うこ
とが目的とされた。確実にCOVID-19のみをスク
リーニングし，疑い例にも該当しない発熱患者の
殺到を避けるために，「帰国者・接触者外来」は一
般への公表も原則行われなかった。2020年1月か
ら2月にかけての医療提供体制は，2020年以前よ
りわが国に備えられていた感染症法に基づく「隔
離」を目指しており，そのための医療体制整備が
なされた。
しかしながら，感染症法での対策は，早々に変
更せざるを得ない状況となった。2020年3月1日の
事務連絡で，入院医療提供体制として，「重症者や
重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提
供に支障をきたすと判断される場合」において
は，「感染予防策をしたうえで，一般病床も含めて
必要な病床を確保」するとされ，さらに「症状が
ない，もしくは症状が軽い人（ただし高齢者や基
礎疾患を有する人を除く）は，PCR検査が陽性で
あっても，自宅での安静・療養を原則とする」と
された。2020年2月28日のいわゆる「西浦予測」を
受けて，早々に一般病床，さらには自宅療養を含
めての対応が決定された。
2020年3月13日に特措法を改正し，COVID-19を

新型インフルエンザとみなして特措法を適用し
（ただし2年間），国・都道府県が定めた「新型イン
フルエンザ等対策行動計画」を，COVID-19に適用
させて乗り切りを図った。この改正により，
COVID-19がまん延し，国民生活と国民経済に重
大な影響を及ぼす場合の「緊急事態宣言」，外出自
粛要請，学校・社会福祉施設・遊興施設の利用停
止要請，住民への予防接種，医療や医療品等の確
保，医療施設のための土地等の強制利用，医療の
ための必要物資の輸送や売渡の要請，価格安定措
置，政府金融機関等による緊急融資，財政上の措
置が可能となった。
2020年3月26日の事務連絡では，都道府県向け
に，3月1日時点での方針をさらに具体化した方向
性が示された。その内容は，医療提供体制，調整
本部の設置と広域搬送，シナリオに基づくピーク
時の医療体制整備，医療従事者の確保の四つから
成り立っている。このなかから，医療提供体制に
かかわる部分について補足する。医療提供体制に
関しては，都道府県単位での整備が求められ，
COVID-19患者を病棟単位もしくは医療機関単位
で重点的に受け入れる「重点医療機関」の設置が
要請された。シナリオに基づくピーク時の医療体
制整備に関しては，a）全医療機関の感染症病床，
b）感染症指定医療機関の一般病床およびCOVID-
19患者を受け入れるための病床を確保した医療機
関，c）新型インフルエンザ患者入院医療機関のな
かの協力医療機関・公立・公的医療機関，d）その
他の医療機関という順番を目安にして，重点医療
機関を設置することが要請された。つまり，感染
症病床と感染症指定医療機関という，感染症法で
想定された対策を基本としながら，公立・公的医
療機関に協力を仰ぐかたちで，重点医療機関の整
備が求められた。
2020年4月2日には，3月1日の医療提供体制の方
針でふれられた，宿泊療養・自宅療養に関する具
体的な方針が事務連絡として発せられた。対象者
は，無症状病原体保有者および軽症患者で，医師
が，症状や病床の状況等から必ずしも入院が必要
な状態ではないと判断した者が対象とされた。都
道府県が宿泊での療養場所を用意し，宿泊施設の
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受入可能人数を超えることが想定される場合に
は，高齢者等と同居している軽症者を優先的に受
け入れることとされた。自宅療養に関しては，軽
症者等が適切に健康・感染管理を行うためのフォ
ローアップが可能であれば，実施できるとされ
た。宿泊療養・自宅療養の解除に関しては，退院
基準と同じく二回連続でPCR検査での陰性が確認
された場合とされた。
2020年3月1日の方針と4月2日の宿泊療養・自宅
療養を着実に実行するための予算措置に関して
は，2020年4月30日に，「令和2年度厚生労働省第1
次補正予算」でなされた。医療機関への個別支援
よりも体制整備がメインの補正予算であったが，
医療機関への補助だけは目玉の一つとしてあげら
れた。新型コロナに係る空床確保の補助として，
「空床のみ」にICU9.7万円，重症者病床4.1万円，そ
の他1.6万円の補助金（すべて1日あたり）が打ち
出された。なお，これらは確保病床料に対してな
され，患者を引き受けた場合にはこれとは別に診
療報酬が支払われる。確保料については，表1に
まとめられている。2020年4月以降の確保料の変
遷と整合的に区分するために，4月時点では医療

機関別になっていないが，これ以降の説明のため
に，あらかじめ区分していることに注意された
い。
第1次補正予算で十分とはいいがたかった医療
機関への支援を充実させるために，2020年の6月
12日に「令和2年度厚生労働省第2次補正予算」を
成立させた。この補正予算は大きく四つから成り
立っており，a）感染リスクを抱えながら医療を提
供する医療従事者への支援，b）新型コロナウイル
ス感染症に対応する医療機関への支援，c）地域医
療の確保に必要な診療を継続する医療機関への支
援，d）万全な検査体制，ワクチン・治療薬の開発
支援である。とりわけb）に関して，「重点医療機
関の病床確保や設備整備支援」が謳われ，「新型コ
ロナに係る空床確保の補助」として，補助の充実
が行われた。重点医療機関と協力医療機関の分類
が追加され，前者は都道府県が指定し，「病棟」単
位でCOVID-19患者の病床を確保し，確保病床す
べてで酸素投与および呼吸モニタリングが可能な
医療機関となる。後者は都道府県が指定し，
COVID-19「疑い患者」専用の「個室」を設置し，
その患者用の病床を確保し，確保病床すべてで酸

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3188

表1 病床確保料の変遷
（単位：万円） 2022年1月～ 2020年10月 2020年5月 2020年4月

平均を30％
上回る場合

平均を30％
下回る場合

重点医療機関

特定機能病院

ICU 43.6 30.5 43.6 30.1 9.7

HCU 21.1 14.8 21.1 21.1
4.1

（重症者病床）
その他病床 7.4 5.2 7.4 5.2 1.6

一般の医療機関

ICU 30.1 21.1 30.1 30.1 9.7

HCU 21.1 14.8 21.1 21.1
4.1

（重症者病床）
その他病床 7.1 5 7.1 5.2 1.6

協力医療機関

ICU 30.1 21.1 30.1 30.1 9.7

HCU 21.1 14.8 21.1 21.1
4.1

（重症者病床）
その他病床 5.2 3.6 5.2 5.2 1.6

その他医療機関

ICU 9.7 6.8 9.7 9.7 9.7

重症・中等症病床 4.1 2.9 4.1 4.1
4.1

（重症者病床）
その他病床 1.6 1.1 1.6 1.6 1.6

要件 空床および休止病床
（即応病床1床につき2床まで）

空床および
休止病床

空床および
休止病床 空床

出所：厚生労働省事務連絡より筆者作成。
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素投与および呼吸モニタリングが可能で，トイレ
やシャワーなどほかの患者と独立した「動線」が
確保され，必要な検体採取が可能な医療機関とな
る。
さらに病床確保料は，1次補正では「空床のみ」
であったが，2次補正では「空床および休止病床」
となった。つまり，4人部屋×12室（＝48床）で一
病棟を構成し，この病棟を用いて，疑い患者を受
け入れる協力医療機関となった場合には，12室を
個室化しなければならないので，疑い患者用の病
床は12床（1床×12室）となり，残りの36床（3床
×12室）は休止した病床となる。この休止病床に
も補助が入ることが，2次補正の大きな特徴であ
る。これらの「空床および休止病床」に対して，
2次補正では，重点医療機関・協力医療機関につい
ては，1日あたりICUは30.1万円，HCUは21.1万円，
その他病床では5.2万円の補助がなされた。それ
以外の医療機関では，1日あたりICUは9.7万円，
「重症者・中等症者病床」は4.1万円，その他は1.6
万円の補助となった（表1）。とりわけ，COVID-19
の「疑い患者」を引き受ける協力医療機関への補
助が手厚いものとなった。さらに，重点医療機関
に対しては，「新型コロナウイルス感染症の重点
医療機関等における設備整備の支援」として，CT
などに対しても，リースでの導入あれば補助
（6,600万円上限）がつき（2020年11月には，リー
スよりも安価であれば，購入も可能に変更），PCR
検査が少ないという批判に対して，CTでの診断
を充実させる意図が強くにじんだものとなってい
る5)。
また，診療報酬上の特例的な対応も行われ，重
症の新型コロナウイルス感染症患者を治療する
ICUに対して，「特定集中治療室管理料」を2次補
正前の2倍から，3倍に引き上げた（特定集中治療
室管理料3の9,697点が，臨時特例で2倍の19,394点
となり，さらなる見直しが行われ3倍の29,091点
となった）。中等症の新型コロナウイルス感染症
患者に対しては，救急医療管理加算の3倍相当
（2,850点）の加算が算定できることとなった。そ

のほかに，救急・周産期・小児医療機関へ院内感
染防止のための設備に補助をつけたり，福祉医療
機構を通じた優遇融資を拡充させたり，1次補正
では間に合わなかった，個別医療機関への対策を
充実させた。
2020年5月頃の第1波が落ち着いたことで，頻繁
に出されてきた事務連絡も少なくなった。次に大
きなうごきをみせたのは，2020年6月19日の事務
連絡の「今後を見据えた新型コロナウイルス感染
症の医療提供体制整備について」である。これ
は，後述の第2次補正と連動して，予算措置を伴っ
ての医療提供体制構築のための指針である。医療
提供体制は，都道府県が主体となって整備し，保
健所・保健所設置市との連携を平時から構築する
ことが求められ，感染実態を踏まえた都道府県ご
との患者推計と必要な病床数の推計が，一定の仮
定のもとに行われた。とりわけ，ある時点からの
数日の入院患者数の時間軸を考慮した推計が出さ
れたことが特徴である。そして3日目の患者推計
に基づき，社会への協力要請を出すことが推奨さ
れた。これは感染症が指数関数的に増加するとい
う特徴に対して，「感染爆発のアラート」を発する
ものであり，感染爆発の程度に応じて，「フェー
ズ」（多くの都道府県では4段階）を設定して運用
することとなった。各フェーズで必要な病床数を
確保する必要があり，フェーズごとに即時対応と
して確保することを計画する病床を「即応病床
（計画）」と定義し，また即応病床（計画）のなか
で，あるフェーズで予測される患者数に即時対応
できる病床を「即応病床」（空床にしておき，受け
入れ要請があった場合に，即時受け入れ可能な病
床）と定義した。さらに，要請後，1週間程度で患
者の受け入れ可能な病床として，「準備病床」を定
義した。これらの体制整備のために，2019年度の
予備費や，第1次補正予算だけではなく，第2次補
正予算とも連動した計画となった。2020年7月上
旬には患者推計と病床確保計画の策定を行い，7
月下旬には体制整備を完了することが，都道府県
に求められた。

5) そのほかの，設備と上限金額は以下の通り。超音波画像診断装置（1,100万円），血液浄化装置（660万円），気管
支鏡（550万円），生体情報モニタ（110万円），分ṯ監視装置（220万円），新生児モニタ（110万円）。
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2020年10月には，予備費によって，「新型コロナ
ウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる
支援」を実施した。医療機関への支援は大きく四
つあり，第一に「新型コロナ患者の病床・宿泊療
養体制の整備」として，2020年10月以降の病床や
宿泊療養施設の確保に7,394億円を計上した。第
二に，「新型コロナウイルス感染症患者の受入れ
に係る診療報酬の特例的な対応」として，呼吸不
全管理が必要な中等症以上の患者への治療の実態
を反映させ，救急医療管理加算の5倍相当（4,750
点）を算定できるように改められた。第三に，特
定機能病院の病床確保料のさらなる引き上げとし
て，2020年10月には重点医療機関かつ特定機能病
院ではICUは43.6万円，HCUは21.1万円，その他病
床は7.4万円に引き上げられ，重点医療機関であ
る一般病院では，その他病床が7.1万円に引き上
げられた（表1）。第四に，医療資格者の労災給付
の上乗せが定められた。
2020年12月までの厚生労働省の反応は，地域医
療連携・病院間連携を暗黙的に志向していたのか
もしれないが，少なくとも予算措置として明確に
表れているとはいいがたく，どちらかといえば
COVID-19の治療は一つの医療機関での完結型と
勘違いされてもおかしくないような状況であっ
た。連携不足や入院調整・転院調整が困難である
ことが顕在化してきたため，12月25日に，COVID-
19の治療でも地域連携・機能分化を打ち出す事務
連絡を出した。ここには，a）更なる病床確保のた
めの新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急
支援，b）既存施設等の最大限の活用等による病床
確保，c）院内感染の早期収束支援，d）看護師等の
医療従事者派遣の支援等による人材確保，e）高齢
者施設等での感染予防および感染発生時の早期収
束のために，予備費2,693億円を使っての対策が
実施された。a）は，COVID-19の患者を受け入れ
る病床のひっ迫を解消し，受入病床と人員を確保
するために，2020年度中の緊急的な措置として，
受入体制を強化するための支援を行うものである
（内容は後述の第3次補正での，重症者病床への1
床1,500万円）。
地域医療連携，機能分化についてはb）の確保病

床の最大限の活用に記載されており，具体的に
は，第一に，感染が拡大し医療への負荷が高まっ
ているときの入院の考えとして，「地域で協議し
て活用している地域の取組事例を紹介」と「患者
の入院調整や各医療機関の患者受入状況につい
て，地域の医療機関間での情報共有（見える化）
を促進」と明記した。第二に，治療後に回復した
患者を受け入れる後方医療機関の支援として，回
復後の入院管理が必要な患者を受け入れた保険医
療機関に対して，二類感染症患者入院診療加算の
3倍（750点）が算定され，介護施設に対しても退
院患者を受け入れる場合には，定員超過減算を適
用しないなどとし，重点医療機関からの転院が促
進される道筋をつくった。これら二つの方針は，
地域医療連携，機能分化をCOVID-19でも推し進
めるものであり，そのための予備費を使って対策
を行った。
2021年1月28日に成立した「令和2年度厚生労働
省第3次補正予算」では，重症患者の病床確保をす
ることで，地域の医療体制を守るための措置を引
き続き充実させた。2020年12月25日に予備費
2,693億円を活用した緊急支援に引き続き，第3次
補正では1兆1,763億円がつぎ込まれた。これは，
病床がひっ迫した都道府県が国に申し出れば，
COVID-19の患者もしくは疑い患者を引き受けて
いる医療機関に，重症者病床で1床1,500万円，そ
の他病床で1床450万円，協力医療機関の疑い患者
病床には1床450万円の補助を行うものである（た
だし対象経費は，3月31日までの医療従事者の人
件費と感染防止のための消毒費用等）。さらに，
2020年12月25日から2021年2月28日までに新たに
割りあてられた確保病床に対しては，緊急事態宣
言が発令された都道府県では，1床450万円（発令
されていない都道府県は300万円）が加算された。
すなわち，1次補正から予備費まで行っていた，確
保病床・休止病床への1日あたりの定額補助だけ
ではなく，新たに確保した確保病床に対する一時
的な補助を行い，「総力戦」で病床の確保にあたっ
たのである。2021年1月からの陽性者の爆発を背
景として，医療機関へ一時的だが強い経済的イン
センティブを与えることで，COVID-19への治療
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に参入してもらうという国の強い意志がみてとれ
る。
そのほか，第3次補正予算では，重症患者の受入
病床確保として，回復患者の転院支援のために診
療報酬の特例評価を行った。具体的には，療養病
床を一般病床とみなして病床確保料の対象とし，
療養病床にCOVID-19の患者を引き受けた場合に
は，一般病床とみなして，中等症に対する救急医
療特例加算の例外措置（3倍，2,850点）を算定で
きるようにした。また，COVID-19からの回復後
に入院管理が必要な患者の転院を受け入れた医療
機関に対して，二類感染症患者入院診療加算250
点を3倍に引き上げて，750点とした。重点医療機
関へ医師・看護師が派遣された場合の処遇改善を
目的として，派遣元への補助上限額も引き上げ
た。
2021年2月3日に感染症法が改正（施行は2月13
日）された。COVID-19を指定感染症として定め
た政令の期限が，2021年3月27日までとなってい
たので，この改正により新型コロナウイルス感染
症（さらに再興型コロナウイルス感染症も）は，
新型インフルエンザ等感染症の一つとして取り扱
うこととされた。同日に，特措法も改正され（施
行は2月13日），附則かつ時限的（2年）なものとさ
れたCOVID-19を，本文で新型インフルエンザ等
に含まれるものと改めた。主な改正点は，第一
に，緊急事態宣言前の短縮要請ができるまん延防
止等重点措置の公示が可能となったことである。
緊急事態宣言を発令しなければ自粛要請ができな
いという矛盾が，この時点でようやく解消され
た。第二に，緊急事態宣言に基づく協力要請に対
して従わない場合に，その措置に対する指示を命
令することができ，過料30万円以下を課すことが
できるようになった。第三に，国と地方自治体
が，措置により経営が悪化した事業者に対して，
財政上の支援を行うことができるようになった。
2021年2月16日に，後方支援病院を含む地域医
療連携と，機能分化が明確化された方針が出され
た。そこでは，重症用患者への対応として，大学

病院や地域の基幹病院などでの受け入れを整備す
ることが求められた。中等症患者の対応として，
重点医療機関が中心的役割を担うことになること
から，必須となる医療機能をほかと分担して
COVID-19対応ができるように調整し，新たな受
け入れ態勢を充実するように要請された。さら
に，COVID-19を受け入れてこなかった回復期や
療養病床をもつ病院にも，中等症の患者の受け入
れが依頼された。COVID-19から回復した患者へ
の対応として，後方支援医療機関の確保に，医師
会と連携して取り組むことが求められた。これら
の方針をまとめたものが，「新型コロナウイルス
感染症 診療の手引き」にある陽性患者のフロー
となる6)。
2021年初頭のCOVID-19の拡大の際に，都道府
県と医療機関間での認識共有がなされておらず，
確保病床として計上されていても実際に受け入れ
が難しかった事例が頻繁に生じた。また，宿泊療
養に関しても，確保している部屋が人員体制や消
毒の運用面に課題があり，すぐに利用できず稼働
率が低いなど，問題が指摘された。さらに病床や
宿泊療養施設を確保できていても，患者の療養先
調整や搬送の体制が不十分で，転院・退院調整に
時間を要したりして，自宅療養で悪化した際の移
送対応も不十分であった。これらの問題点の解消
を図るべく，2021年3月24日に事務連絡が出され
た。そこでは都道府県に対して，医療提供体制整
備とその運用に関して，関係機関と協議・合意を
することが求められた。具体的には，感染者数が
1日あたりで2021年初頭の第3波の2倍程度になっ
ても，患者対応を行うことのできる体制を整備
し，患者の療養先を確保することであり，予定入
院・手術の延期などでの緊急的な病床確保策を定
め，健康管理を強化した宿泊療養施設の稼働，自
宅療養者への健康観察体制の確保（パルスオキシ
メーターの活用，往診・オンライン診療など）な
どが要請された。運用に関しては，COVID-19と
それ以外の医療双方に関するチェック項目（療養
先調整中人数，後方支援医療機関への待機件数，

6) 2021年2月16日「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の推進について 別紙1」
を参照せよ。
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救急搬送困難事案件数，ICUの使用率など）を国
が示し，これに基づき都道府県が状況を確認し，
改善できる体制を構築することが課された。
ここまで述べた対策は，2022年7月時点でも継
続している方針であり，抜本的な変更は行われて
いない。すなわちアルファ株（第4波，2021年春）
やデルタ株（第5波，2021年夏），そしてオミクロ
ン株への対応に関しても，ほぼ同じ指針に基づい
ている。また予算面の措置として，2021年度も，
2020年度の第3次補正で実施された支援が継続さ
れ，9月30日まで延長された。しかしながら，2021
年夏のデルタ株による陽性者の爆発的増加を受け
て，都市部での「医療難民」と「幽霊病床」の存
在がクローズアップされた。とりわけ後者は，
COVID-19への即応病床として医療機関が申請し
て，補助金を受給したにもかかわらず，実際には
使用実績のない病床が存在していたのではないか
と疑われ，社会的に大きな関心を呼んだ。もちろ
ん，重症者の対応で人手不足が発生し対応できな
かったという供給制約もあるが，結果的には患者
を引き受けられなかった医療機関も存在したこと
は事実である。確保料の設定と患者を引き受けら
れなかった際の返還についての制度設計について
は，厚生労働省の見込み違いがあったかもしれな
いが，大きな社会的課題を残した。
幽霊病床の問題が顕在化したことに対して，

「医療機関等情報支援システム（G-MIS）」を用い
て，2021年12月より確保病床と即応病床を医療機
関ごとに公表するようになった。さらに，厚生労
働省は幽霊病床対策のために，2021年11月24日か
ら確保料を変更した（表1）。主要なものは以下の
通りである。まず「G-MIS等による入院患者受け
入れ状況等の正確・迅速な入力を行う」ことが要
件として課された。とりわけ大きな変更は，即応
病床使用率（3か月間）がその医療機関の立地する
都道府県の平均を30％下回ると，確保料を3割減
額したことである。さらに大きな変更は，
COVID-19患者を受け入れるために休止した病床
の扱いである。2021年12月までは，休止病床数の
上限がなく，これを多くすることで病床確保料が
多く支払われる構造となっていた。2022年1月か

らは，即応病床1床あたり休止病床2床まで（ICU・
HCUは4床まで）と上限を設定した。
この上限設定を，4床部屋で検討してみよう。

2021年12月までは，「即応病床1床と休床3床」とし
て個室化していたのが，2022年1月からは「即応病
床1床と休床2床のみ」に制限された。一病棟を48
床12室とすると，2021年12月までは確保病床12
床，休止病床36床とできたが，2022年1月からは確
保病床12床，休止病床24床，収益なしの休止病床
12床と制限されることになった。すなわち，重点
医療機関の一般の医療機関であれば，その他病床
の場合は1日あたり7.1万円×12＝85.2万円の減
収，協力医療機関であれば，その他病床の場合は
1日あたり5.2万円×12＝62.4万円の減収となる。
さらに，直近3か月の即応病床使用率が平均を
30％下回った場合を，一病棟48床12室でシミュ
レーションする（ただし，即応病床の入院がなく，
すべて確保病床とする）。重点医療機関の一般の
医療機関の場合は，2021年12月までは，1日あたり
7.1万円×48＝340.8万円の収益となるが，2022年1
月以降は30％減額されて，さらに12床が収益なし
の休止病床となるので，1日あたり5万円×36＝
180万円と，半分強に減額された。協力医療機関
のその他病床の場合でも，2021年12月までは，1日
あたり5.2万円×48＝249.6万円の収益となるが，
2022年1月以降は30％減額されて，さらに12床が
収益なしの休止病床となるので，1日あたり3.6万
円×36＝129.6万円と，やはり半分強に減額され
た。
2021年12月31日にはPCR検査の診療報酬点数も
改訂された。2021年12月30日までは外注であると
1,800点であったが，12月31日より1,350点となり，
さらに2022年4月1日以降は700点となった。同時
に，院内でのPCR検査も1,350点から2021年12月31
日以降は700点へと引き下げられた。同じく2021
年12月31日から，抗原定性検査は600点から300
点，抗原定量検査は600点から560点となった。
以上が，COVID-19をめぐる対応を，主に医療提
供体制に焦点をあててまとめたものである。都道
府県での体制づくりと連動しているため，医療機
関に限定して抽出することはできないが，以下の

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3192



0101_社会保障研究_【増原】_PK-1.smd  Page 10 22/12/16 11:46  v4.00

ように要約できる。第一に，2020年2月から5月に
かけての「混乱」である。感染症法，特措法にお
いては，半ば強引に読み替えをしたためか，ス
ムースな対応とはいえなかった。第二に，2020年
後半から2021年前半にかけての，医療機関への手
厚い補助である。補正予算や予備費を使って，確
保料を随時変更することで，病床を確保した。第
三に，2021年からの「地域医療連携」による
COVID-19への対応である。感染症法で規定され
た隔離に基づく病院完結型の治療からの脱却を志
向している。第四に，補助金の実効性の強化であ
る。2021年夏の第5波における医療難民と幽霊病
床の批判を受けて，病床確保料に関して，強引に
情報公開を行った。
未曾有の危機に直面し，多くの国が手さぐりで
あったため，完全な対応など存在しない。わが国
についても，反省すべき部分は当然あるが，一方
で評価できる部分もある。とはいえ，政府の目的
関数が国民と共有されておらず混乱を招いたこ
と，また東日本大震災で指摘された危機対応時の
狼狽ぶりを再び露呈してしまった部分もあり，こ
れらについては謙虚に反省すべきである。

Ⅳ 人々の行動と感染動態との関係

1 SIRモデルを使用した理論的アプローチ
感染症医療の供給側の問題に加えて，感染症自
体の特性から，パンデミック期の人々の行動を多
角的に理解することは重要である7)。国内外です
でに膨大な数の研究が蓄積されてきているが，こ
こでは日本についての基本文献を簡単に紹介す
る8)。感染動態を分析する基本的な疫学モデルと
してSIR（Susceptible‒Infected‒Recovered）モデル
があり，日本でこれを一躍有名にしたのがFujii
and Nakata（2021）である9)。その成果はマスコミ
でも報道され，政府や自治体の感染症対策に一定

の影響を与えたと考えられる。そこでの主要な知
見は，感染症対策として人流抑制を行うと経済が
低迷するというトレードオフの存在がシミュレー
ションによって明らかにされたことである。ま
た，複数回にわたる宣言の発動は感染抑止と経済
の両面で非効率性が大きいという重要な結果も得
ている。Alvarez et al.（2020）と同じく，Fujii and
Nakata（2021）は，経済主体の行動を所与とした
シンプルな非行動SIRモデルに分類されるが，自
粛疲れが感染爆発をもたらす可能性を示した
Fukao and Shioji（2022）もこのタイプに属する。
より洗練された分析枠組みとして，感染リスク
を踏まえたうえで，経済主体が最適化行動をとる
ことを考慮した行動SIRモデルがある。Kubota
（2021）は，このタイプの先駆的な研究として知ら
れるEichenbaum et al.（2021）を基礎とし，医療制
約とワクチン接種も考慮しながら，緊急事態宣言
の影響に関する複数のシナリオを分析している。
その結果，経済活動を維持しながら感染抑制を達
成し得る可能性などが示されている。Kubota
（2021）も複数回の緊急事態宣言の発動は避ける
べきというFujii and Nakata（2021）の主張を裏づ
けている。行動タイプのものとしては，Hosono
（2021）も重要である。日本に関する予備的な実
証分析を実施したうえで，2種類のロックダウン，
すなわち自発的ロックダウンと要請（お願い）
ベースのロックダウンを組み込んだ行動SIRモデ
ルに基づき，数値シミュレーションを行ってい
る。そして，自発的なロックダウンをモデルに実
装する意義が明らかにされている。

2 実証的アプローチ
今回のCOVID-19パンデミックの一つの大きな
特徴は，疫学の研究者だけでなく経済学の研究者
にとっても，専門的研究に資する膨大なデータが
世界的なレベルで利用可能となっている点ではな

7) 最近公刊された基本文献としてFernández-Villaverde and Jones（2022）をあげておきたい。
8) モデルの分類をはじめ，ここでの記述の多くは久保田（2021）に基づく。
9) SIRモデルの性質から自然に得られる結果として，感染者増加率と累積感染者数の間に負の相関が得られ，これ
は経済成長論のβ収束性に類似した特徴といえる。このアイディアは，増原・細谷（2021a，2021b）を通じて提示
され，Masuhara and Hosoya（2022a）における中心的トピックとして論じられている。
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いだろうか。これはこれまでの全球的な災禍では
おそらく初めてのことだろう。こうしたデータ
は，SIRモデルのカリブレーションにも役立って
いるし，パネルデータなどに基づいた標準的な実
証研究にも活用されている。特に感染抑制の切り
札と考えられているワクチン接種に関しては，最
近になって数多くの研究が発表されてきてい
る10)。
ここでは日本で行われた実証研究を簡単に紹
介・検討したい。本論文の執筆段階では，日本独
自の「Go Toキャンペーン事業」に注目した諸研
究についてもある程度詳しく考察していたが，紙
幅の都合から割愛する11)。詳しくは増原・細谷
（2022）を参照されたい。
まず，日本のワクチン接種に注目したInoue and

Okimoto（2022）をとりあげたい12)。ワクチン接種
を進めることは，直接的な感染症対策となるだけ
でなく，経済を回復させるうえでの伴ともなる。
ワクチンに絡む問題については，未だ多くの研究
がアンケート調査やシミュレーションを用いたも
のに止まっているが，この研究では実際に観測さ
れたデータを使って標準的な実証分析が行われて
おり，現段階で非常に貴重な研究となっている。
重要な結果はいくつかあり，まず緊急事態宣言に
よる大幅な感染抑制効果が認められた。関連し
て，人流の増加が新規感染者数の増加率を有意に
高めたことがわかった。ワクチンについては，感
受性（susceptible；未感染）人口自体の低減には有
意な影響をもたらさなかったが，人流と新規感染
者増加率との間の正の関係を有意に大きく低下さ
せることが確認された。ワクチン接種が進んだ場
合に，経済活動を徐々に回復させていく戦略を支

持する結果と考えられる13)。
次に，Inoue and Okimoto（2022）とほぼ同時期
に分析が進められ，日本に加えてほかの先進3か
国（カナダ，ドイツ，イタリア）を含めてワクチ
ンとモビリティの問題を分析した研究が
Masuhara and Hosoya（2022c）である。表2に示さ
れているように，4か国で比較すると，日本を除く
すべての国でワクチン接種が外出を強く促したこ
とがわかる（国ダミーの基準は日本）14)。また，新
規陽性者数の抑制という点では，ワクチンの有効
性が特に高かったのは日本とイタリアである15)。
カナダとドイツに関しては，ワクチン接種の感染
抑制効果は日本などと比べると小さかった。この
結果には，Andersson et al.（2021）が指摘していた
ように，ワクチンを接種したことで安心感がもた
らされ，人々の間に楽観的ムード（緩やかな楽観
主義）が広がった影響があると推察され，モビリ
ティ（在宅）の結果と整合的である。
加えて，ワクチンの感染抑制効果も具体的に推
定されており，経済学の研究としてはいまのとこ
ろ希少である。日本について，仮にワクチン接種
率が100％（2回接種）とした場合，新規陽性者数
を1週間あたりで0.639～2.951％抑制することが
示される。これには季節性が考慮されており，
Haas et al.（2022）や西浦（2021）の疫学的推定値
と若干異なるが，その違いは大きくない。結果の
類似性は，Masuhara and Hosoya（2022c）の分析枠
組みの妥当性の傍証となり得る。
モビリティの活発化による感染促進効果を勘案
すると，ワクチンだけを感染抑制の切り札とする
ことは適切ではなく，自発的なロックダウン行動
の役割が重要となる。また，小康状態下でも，過

10) 例えばKim and Lee（2022）では，先進国を対象に，ワクチンの種類と接種間隔が感染者数と死亡者数に及ぼす
影響について，時系列分析とパネルデータ分析を用いて検討している。
11) より中核的な「Go To Travel（トラベル）」については，中田（2021），Miyawaki et al.（2021），Anzai and Nishiura
（2021），Funashima and Hiraga（2022）を参照せよ。もう一つの柱である「Go To Eat（イート）」については，
Masuhara and Hosoya（2022b）を参照せよ。
12) この論文には日本語版である井上・沖本（2022）が存在する。
13) ほかにも，人流やワクチン要因などでは説明できない時間効果の重要性が指摘されている。
14) 在宅の推定値が負であることは，外出が促されていることを意味する。水曜日のワクチンダミーは負だが有意
ではなく，日本（平日）においてワクチン接種が外出を強く促進していないことを示唆している。
15) 感染抑制へのワクチンの効果は「ワクチンダミー＋（ワクチンダミー×国ダミー）」で評価することができる。
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度な楽観的ムードの広がりを抑えつつ，自発的ス
テイホームのような自粛行動を可能な範囲で持続
させることが肝要である。ただし，経済の回復を
推し進めるうえでは，リスクに備えながら感染状
況に応じた外出行動を促す施策も必要である。責
任ある者，影響力のある者が，率先して確かな
メッセージを発しなければならない。留意すべき
点は，疫学的にある程度明らかになってきてい
る。外出をすること，買い物をすること自体が感
染リスクを顕著に高めるわけではなく，メリハリ
のきいた経済生活を心掛けるべきである。

Ⅴ まとめに代えて--これからの日本に求めら
れる対応

以前，増原・細谷（2021a，2021b）では，社会的
共通資本の観点から感染症医療のあり方について
言及した。このことは依然として重要である。社
会的共通資本の分析枠組みに忠実に即すと（宇
沢・鴨下，2010），感染症医療にかかわる職業的専
門家たちの科学的知見に基づく判断を尊重するこ
とが，パンデミックと闘う場合の伴になると考え
ることができる。しかし，この2年半を振り返る
と，この純粋な考え方はやや楽観的過ぎた可能性
がある。議論の過程での専門家間の見解の対立は

当然あってしかるべきだが，政策の実行段階にお
いても説得的な意見集約のもとに国民に感染制御
と経済維持の方向性が明示された印象は極めて薄
い。専門家集団もときに判断がわかれ，適切さを
欠いた意思決定がなされる可能性のあることをわ
れわれは理解しておくべきである。
裁量的意思決定による成果が芳しくない場合，
事前の周到な準備のもとに，可能な部分をルール
に委ねる方法も必要ではないか。これまでの結果
より，WHOの警戒アラート（VOCやVOIの発令）
は信頼に足るものであり，これを号令として国内
の医療体制の切り替えを行うことは現実的であろ
う。あらかじめ計画している対応病床の準備や人
員配置の見直しなどはこの段階で済ませ，地域的
な病院間連携も非常事態体制を敷く。病原性が強
くアウトブレイクの程度も甚だしい場合，自衛隊
の協力なども得て1,000床レベルの野戦病院（検
査・発熱外来を有し，一時入院も可能な大規模医
療機関）を設置し対応にあたることは，感染症と
いうものの特徴を踏まえると依然として有効であ
る。特に重症化が懸念される深刻な場合は，大規
模な隔離・治療が可能な体制をオプションとして
もっておく必要がある。
問題は，例えば，感染力はそれほど強くないが
致命割合が比較的高いデルタ変異株のような場合
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表2 ワクチンがモビリティと感染動向に与える影響（抜粋）
在宅 log（PCR新規陽性者）

水曜日 土曜日 水曜日 土曜日
2回接種済みダミー －0.367 －5.654*** －2.898*** －2.841***

（－1.053） （－12.52） （－16.37） （－16.36）
2回接種済みダミー×カナダ －6.162*** －2.841*** 1.720*** 1.739***

（－9.792） （－3.986） （3.897） （3.975）
2回接種済みダミー×ドイツ －7.770*** －6.338*** 1.350*** 1.420***

（－18.19） （－15.15） （11.79） （12.83）
2回接種済みダミー×イタリア －9.142*** －10.54*** －0.107 －0.0110

（－26.86） （－23.43） （－0.855） （－0.0885）
2020年ダミー －0.280 －2.078*** －1.516*** －1.475***

（－1.511） （－10.51） （－21.05） （－21.16）

サンプルサイズ 7,440 7,427 7,802 7,850

R2 0.297 0.404 0.448 0.435

都道府県・州の数 93 93 97 97

注：詳細はMasuhara and Hosoya（2022c）を参照のこと。カッコ内はロバストt 統計量である。*** p<0.01。
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（2021年に流行）と感染力はかなり強いが致命割
合が比較的低いオミクロン変異株のような場合
（2022年に流行）とで，対応の仕方を根本的に変え
るかどうかである。また，同じ変異株であって
も，最初の急拡大期とそれ以降とでは異なる対応
が必要かもしれない。これまでは，こうした問題
を曖昧なままにし，場あたり的，なし崩し的な対
処に終始する場面が大半であった。患者の集約を
基本とした体制が適する場合もあれば，数多ある
地域医療の担い手（かかりつけ医等）を活用し分
権的対応を基本とした体制が望ましい場合もあ
る。急拡大局面以降のオミクロン株のようなケー
スは，インフルエンザ同様，居住地域で完結させ
る医療が明らかに効率的である。ただし，感染症
まん延という非日常の事態に直面して，結局は医
療法上の一般病床に何をどこまで求めるのかとい
う難題に帰着するため，平時において十分な議論
が必要である（いまだに医師の間でも見解は一様
ではないだろう）。
感染状況に応じた体制シフトは，自宅療養を含
めて基本的になし崩し的に行われてきたが，一部
では好ましい組織（病院）間連携もみられた。連
携の機運が高まりそれが可能な地域は，積極的に
とり組めばよく，自治体や国は後方支援に徹すれ
ばよい。しかし連携体制構築のための有形無形の
「調整コスト」は小さくなく，どこの地域でもそれ
が可能になるとは考えにくい。よって一般的な地
域では，命令とルールに基づく機能分化（役割分
担）が行われるべきである。混乱の只中にあっ
て，連携が脆弱な場合は，多少機械的ではあって
もルールに即した方が簡便である。このようなこ
とを可能ならしめる法律の改正や策定について，
実効性を優先した果断なうごきが求められよ
う16)。欧米のような大規模な感染爆発がこれまで
起きていないことをよいことに，医療の供給側は
コロナ禍をやり過ごしたと思っているかもしれな
い。しかし，次なる危機が従前と同様である保証

はどこにもない。蓋し，備えあれば憂いなし，で
ある。
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Abstract

This study summarizes Japan’s response to the COVID-19 pandemic from both empirical and

regulatory perspectives. The main conclusions can be summarized as follows. First, Japan is unique in terms of

some macroeconomic indicators. For example, the number of positive PCR tests and Google activity indices

varied less compared with other countries. The stringency index related to infection control was also

relatively low compared with countries that imposed stricter measures such as urban lockdowns. Second, the

policy measures implemented in Japan in response to COVID-19 were reactive and caused confusion. This was

especially true in FY2020 because of the lack of a prior legal framework, and frequent administrative

communications led to confusion. Third, it was confirmed that human behavior can influence the spread of

infection. Empirical findings on the effects of vaccination on human behavior and the number of positive PCR

tests were summarized to derive policy implications. The results of this study highlight the importance of

rule-based responses when discretionary policies based on local characteristics prove difficult to implement.

Keywords：COVID-19, Healthcare Provision System, Fee for Securing Hospital Beds, Vaccination, Mobility
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

新型コロナ感染症と介護1)

菅原 慎矢＊

抄 録

2020年1月に始まった新型コロナ感染症の感染拡大は，この病気が特に高齢者で重症化しやすいこと
から，2000年に創設されて以降20年が経過した介護保険制度に対しても，大きな影響を与えた。本研究
では，介護保険制度によって提供される介護サービスの利用に関して，新型コロナ感染症がどのような
影響を与えたのかを，施設・在宅部門に分けて既存研究の知見を整理し，直近の状況を概説する。さら
に，感染拡大が介護供給部門に与えた経済的な影響についても，データを元に議論する。特に，介護労
働市場への影響，中でも意外な影響として現れた外国人介護労働者の伸び悩みについて，詳細に解説す
る。

キーワード：新型コロナ感染症，介護保険，居宅介護，介護産業，外国人介護労働者

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 199-209.

Ⅰ はじめに

新型コロナ感染症が特に高齢者で重症化しやす
いことは，早い段階から知られていた（D’Adamo
et al., 2020）。Rocard et al. (2021)）によれば，
OECD諸国における2021年5月までの新型コロナ
感染症による死者数のうち，高齢者1)が占める割
合は93％にのぼる。日本においても，国立社会保
障・人口問題研究所による集計2)を用いて計算す
ると，2022年7月25日時点での，死者のうち60歳以
上の割合は93.9％となる。

この状況で，新型コロナ感染症によるパンデ
ミックは，医療部門だけでなく，多くの高齢者を
対象とする介護部門にも大きな影響を与えた。本
論文では，以下において，まず日本の介護保険に
おいて提供される介護サービス利用への新型コロ
ナ感染症の影響やその余波について，施設・在宅
部門に分けて既存研究の知見を整理し，直近の状
況を概説する。さらに，新型コロナ感染症の介護
供給部門への影響を考察する。特に介護労働市場
への影響，中でも意外な影響として現れた外国人
介護労働者の伸び悩みについて詳説する。

＊東京理科大学経営学部 准教授
1) 本論文はJSPS科研費基盤研究（B）20H01514の助成を受けた。
1) 高齢者は60歳または65歳とされ，どちらを採用しているかは国によって異なる。
2) https://www.ipss.go.jp/projects/j/Choju/covid19/data/japan_deaths.xlsx（2022年8月22日最終確認）年齢階層がわかっ
ている死者のみの値から計算した。
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Ⅱ 介護サービスへの影響

1 新型コロナ感染症の流行と要介護認定
各論に入る前に，日本における新型コロナ感染
症の感染拡大について，時系列的な状況を整理し
ておこう。新型コロナ感染症が日本社会に影響を
与え始めたのは，客船ダイヤモンド・プリンセス
号における感染爆発が報道された2000年1月から
である。その後，2000年4月を中心とした第一波
が起こり，緊急事態宣言の発令や学校停止などが
取られた。その後も断続的に感染拡大が起こり，
特に感染力・毒性ともに強いデルタ株が猛威を振
るった第五波，その後感染力は強いが毒性は減少
したと見られるオミクロン株を中心とした第六波
などが特筆すべきものである。
Okuno et al.（2021）は医療分野を分析し，パン
デミックの初期において手術件数が減少している
ことを示している。では介護分野には何が起こっ
たのであろうか。まず図1は，厚生労働省による
介護保険事業報告月報の公表結果から，第一種被
保険者（65歳以上）のうちの要介護認定者割合
（要支援も含む）について，時系列的にまとめたも
のである。おおまかには，高齢者の中でも年齢層
が上昇していることを反映し，右上がりの傾向が
ある。しかし2020年に着目すれば，季節性による
減少傾向のある1，2月の後も，3-6月まで停滞傾向

が見られる。つまり，そもそも要介護認定自体
が，第一波の間は低調であったことが示されてい
る。第一波における大規模な経済・社会活動停止
の一環と見るべきであろう。同様に，Seino et al.
（2021）は，大田区における2020年6月までの要介
護認定申請の件数を示し，第一波の最中には申請
が激減したことを示している。
しかしながら，認定者割合の減少幅は，多い月
でも前月比で0.01％未満に収まっており，その影
響は部分的なもので，完全に認定が停止していた
というようなことはない。また，7月以降12月ほ
どまでは比較的大きな幅での上昇が見られ，2021
年以降を見れば，トレンドとしては感染拡大以前
のものに復帰したと言えるだろう。

2 施設介護への影響
上記の全般的な状況を踏まえた上で，コロナ禍
での介護に関する各論に入ろう。まず，施設介護
から議論を始めよう。かなり早い段階から，介護
施設は新型コロナ感染症の影響を受けやすいこと
が認知されていた（Dean et al., 2020; Ouslander &
Grabowski, 2020）。Rocard et al.（2021）によれば，
2021年2月での死亡者数における介護施設住人の
占める割合は，OECD諸国平均で41％である。国
によって大きな差異があり，オーストラリア，
ニュージーランドではそれぞれ75％，64％にもの
ぼる。ただし，統計の取り方や介護施設の施設な
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どには大きな国別の差異があり，国際比較に際し
ては留意が必要である。また，そもそも介護施設
住人は死亡率が高く，本当にこれらの数字が新型
コロナ感染症によるものなのかという点を考える
ためには，同国他年度の数値と比較して増えてい
るかを考慮するなどの必要があるだろう。
このように感染リスクの高い介護施設において
は，全世界的な対策として，家族などの施設への
訪問が禁止された（Rocard et al 2021）。一方で，
感染やそれによる死亡者の発生率には施設ごとに
大きな差異があった。Konetzka et al（2021）によ
るサーベイによれば，施設の大きさや地域の感染
状況が大きな影響を与える一方，施設の運営法人
の営利・非営利や新型コロナ感染症以前に与えら
れた施設への評価などは大きな影響を与えていな
い。
日本では2020年1月31日に厚生労働省の関係局
によって「社会福祉施設等における新型コロナウ
イルスへの対応について」という事務連絡3)が出
されるなど迅速な対応がなされた。2020年5月13
日の共同通信ニュース4)では，介護施設における
死者は新型コロナ感染症による死者の14％を占め
るに過ぎないという取材結果が示されており，諸
外国と比較して押さえ込みに成功した原因を考察
している研究もある（Abe & Kawachi, 2021;

Estévez-Abe & Ide, 2021）。一方で，介護施設にお
ける死者数について，政府による公式発表はいま
だなされておらず，特に第二波以降の状況は判然
としていない。このように情報が限定的な状況で
はあるが，Nomoto et al.（2022）は，厚生労働省に
よって発表されている福祉施設でのクラスターの
発生数が，2021年4月からの高齢者へのワクチン
接種実施後に激減していることから，ワクチンが
介護施設においても効果的であったことを示して
いる。

3 居宅介護への影響：第一波の分析から
上記のように，新型コロナウイルスの介護施設

に関する影響については国際的に研究が蓄積され
ている。一方，在宅部門介護についての研究は限
られている。在宅での介護現場は感染拡大への影
響が比較的低いことが要因であろう。しかし，在
宅介護部門における状況の変化は，介護される本
人だけでなく，同居家族の生活にも影響を及ぼす
可能性がある。本節では，筆者自身も参加した研
究（Sugawara & Nakamura, 2021）をもとに，在宅
介護部門における新型コロナ感染症の影響とその
余波について考察する。
日本では，2000年の介護保険創設以来20年が経
過している。諸外国と比較しても大規模な介護政
策であるこの制度では，どの国でも提供されてい
る施設介護だけでなく，特に自宅に居住している
軽度要介護者を対象とした在宅介護部門のさまざ
まなサービスが市場化されている。介護保険制度
の定着・浸透によって，こうした在宅介護部門が
広範に利用されるようになっているという点が，
日本の介護をユニークなものにしている。従っ
て，日本における新型コロナ感染症の介護への影
響を考えるならば，在宅介護部門への影響を多様
な視点から考察できる。高齢化に伴う医療・介護
費用の増加から，国際的にも在宅部門への注目が
高まる中，危機時における在宅介護という観点は
重要であろう。
Sugawara & Nakamura（2021）は，新型コロナ感
染症の影響を識別するために，地域間の感染状況
の違いを利用した。具体的には，2020年2月から5
月の新型コロナ感染症の流行第一波に関する，地
域レベルの集計データを用いた。新型コロナウイ
ルスの感染状況としては，地域の状況をPCR検査
における陽性者数（以下陽性者数）で計測した。
具体的には，ジャッグジャパン社が厚生労働省や
地方自治体などのアナウンスを整備して作成・公
表していた，陽性者個票データ5)を用いて地域別
月次データを作成した。ジャッグジャパン社デー
タはほぼリアルタイムで公開されていた個人レベ
ルの個票データであり，情報公開に制限のあった

3) https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601572.pdf（2022年8月22日最終確認）。
4) https://www.47news.jp/4808143.html（2022年8月22日最終確認）。
5) https://gis.jag-japan.com/covid19jp/（2022年8月22日最終確認）。
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東京都が欠けているなどの欠点はあるが，感染拡
大状況を記録した貴重な情報である。残念なが
ら，2020年11月でデータ作成は終了している。な
お，陽性者数は検査体勢などにも依存するため，
感染状況を正確に計るものではないことには留意
が必要である。
介護に関する情報源としては，「介護保険事業
状況月報」を利用した。これは，県別および保険
者（市町村あるいは市町村連合）別でさまざまな
介護にかかわる情報を集計するもので，各種サー
ビスの利用者数などは四ヶ月後には集計される。
月次の市町村レベルでの情報という細かさにもか
かわらずパンデミックの最中にも遅延なく公開さ
れ，非常時における貴重な情報源となった。労働
に関しては，同様の地域・時間軸での細かさを持
つ情報源はあまりない。今回は「毎月勤労統計調
査」の県別集計と，補足的に「家計調査」の都道
府県庁所在市における集計を利用している。
実証分析として，まずは介護サービスの利用者
数を目的変数，陽性者数を主な説明変数として，
市町村レベルでの回帰分析を行った。陽性者数は
外生的と見なすのが自然であり，ここでは通常の
最小二乗法によって回帰係数を推定した。この分
析の結果，さまざまな地域属性をコントロールし
た上でも，陽性者数と通所介護部門の利用者数と
の間に，負の相関があることが示された。要介護
者を日中預かるという通所介護はいわゆる三密の
空間を生みやすく，この逆相関は人々が感染リス
クを嫌ってこのサービスの利用を避けたものと解
釈できる。こうした通所介護の利用控えに対し，
政府はヘルパーが利用者宅を訪れるという形の
サービスである訪問介護部門での代替を広く奨励
していた。しかし我々の回帰分析では，訪問介護
部門でも，通所介護部門と同様に，感染状況に比
例する形で利用控えが起きていたことが示唆され
た。これは，密な環境は生まれにくいとはいえ，
家族外から人が来るという状況を利用者が避けた
ことを示唆している。
また労働時間に関する分析から，コロナ禍で
は，男女を問わず全国的に労働時間短縮が起こっ
ていることが示された。一方で，地域の陽性者数

に関しては，女性の労働時間にのみ，有意な負の
相関が見られた。単に女性の多い職場がコロナ禍
の影響を強く受けただけでなく，介護以外にも育
児などの負担を負わされることの多い女性の労働
状態が，感染拡大により影響を受けやすかったも
のと解釈するのが自然だろう。
さらに，操作変数法を用いて女性の労働時間減
少と通所介護利用との関係を分析したところ，通
所介護の利用控えが，労働時間を減少させた女性
による家庭内介護によって代替されていることが
示唆された。さらに，こうした傾向は男性には見
られなかった。Sugawara & Nakamura（2014）や
Fu et al.（2017）は，介護保険制度による介護の社
会化が女性の介護負担を減少させていることを示
しているが，介護保険の導入後二〇年を経ても，
いまだ危機時においては，女性が日本における家
族介護を担わされてしまうことが明らかになっ
た。
上記研究は地域レベルの集計データに依存した
ものであるが，より詳細な示唆を得るためには，
個人レベルのデータを利用した分析が必要不可欠
である。第二波以降のコロナ禍の分析も含め，こ
れを補完するようなさらなる研究が待たれる。し
かし，こうした研究における，悉皆的な官庁統計
による個票データの利用には困難が伴う。それ
は，データ提供方式の変化によるものである。
2018年度までは介護レセプトデータである厚生労
働省の「介護給付費実態調査」（2018年以降は「介
護給付費等実態調査」）が統計法での目的外申請
によって利用可能であり，柔軟な研究が可能で
あった。しかし2019年度以降，介護レセプトは
「介護DB」として提供されることになった。介護
DBの提供は統計法ではなく，医療レセプトであ
るNDBなどとおなじく，レセプト専用の枠組みで
なされ，さまざまな要件が課される。介護給付費
実態調査との大きな違いとして，ほかの情報との
突合は許可されないことがある。例えば市町村レ
ベルのデータとの突合も出来ず6)，上記のジャッ
グジャパン社データなどを利用した研究が制度上
許されていない。従って，2020年以降の減少であ
る新型コロナ感染症については，介護レセプト個

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3202
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票を用いた分析は困難になっているのが現状であ
る。介護DBの利用条件については現状でもさま
ざまな意見が出されており，今後柔軟な方向に変
化していくことが望まれる。

4 居宅介護への影響：第二波以降および海外
の状況
Sugawara & Nakamura（2021）への留意事項と
しては，これらの研究はあくまでも第一波に関す
るものであるという点がある。Takahashi et al.
（2022）では第一波，第二波で人々の外出行動に大
きな違いがあり，第一波に対する日本人の反応が
大きかったことが示されている。介護について
も，同様に第二波以降では異なる状況が発生して
いる可能性がある。
ここでは，より最近のものまでを含む記述統計
を用いて，新型コロナ感染症下における介護サー
ビス利用の状況を更新しておこう。図2は，介護
保険事業報告月報の公表結果を用いて，各サービ
スの利用者数について，感染拡大以前である2019
年の同月の値を引いたものを示している。3で述
べたように，第一波の期間，通所介護・訪問介護
は前年同月を下回る利用者数となっている。しか

し，第一波の収束後，両サービスの利用状況は明
確に異なるものとなっている。訪問介護は前年同
月を上回るようになってその後も上昇傾向を続け
ているのに対し，通所介護は最新の2022年3月時
点においても，いまだに2019年の水準を回復して
いない。図1で示したように要介護認定は以前の
トレンドに戻っていることを考えると，居宅介護
部門は以前とはもはや全く異なる状況が定着して
しまっていると言うべきであろう。利用控えが長
期化している通所介護に対してどのような姿勢を
取るべきか，政策的な議論が必要であろう。
なお関連する研究として，Ito et al.（2021）があ
る。これは介護記録・報告書作成のためのソフト
ウェア「カイポケ」を利用している介護事業所か
らの集計データを用いて，月別利用者数に関する
回帰分析を行ったものである。在宅系サービスの
中でも，訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪
問リハビリテーションの利用者数は，第一波の到
来後も似たようなトレンドを持つが，通所介護・
通所リハビリテーションの利用者数は，第一波以
後減少トレンドに転じていることが示されてい
る。
一方で，介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

6) 2022年8月に筆者がデータ提供事務局に質問したところ，市町村人口等の公開データであっても，介護DBとの突
合は許可されていないとのことであった。
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ム）の利用者数については，感染拡大の影響はあ
まりうかがえない。施設入居にかかわる意思決定
は，感染状況に左右されないような，代替性の低
いものであることが示唆される。このような状況
で，替えの効かない財としての介護施設における
感染抑制は重要な意義があると言えるだろう。
そのほか，コロナ下の在宅介護に関して，他国
の研究はあまりないが，Zwar et al.（2022）による
ドイツの研究では，女性のインフォーマル介護者
がメンタルヘルスの問題を抱えがちになったとい
うことが示されている。やはりここにも，家族介
護の担い手として女性の負担増が表れている。

Ⅲ 介護部門の供給サイドへの影響

1 介護供給事業所への影響
前節ではパンデミックによって起こされた状況
の変化が利用者にもたらした影響を考察した。以
下では供給サイドに視点を移し，介護産業にもた
らされた状況の変化について考察する。新型コロ
ナ感染症が日本企業に与えた影響について，
Miyakawa et al.（2021）は退出行動に産業ごとの多
様性があることを示している。では，介護産業で
は退出が増えているのだろうか。まず，厚生労働
省による「介護サービス施設・事業所調査」2020
年版の結果概要7)から見てみよう。この調査は各
年10月1日の状況を見たものである。注意が必要
な点として，本調査では2017年までは全数調査を
行っていたが，2018年以降は標本調査になってい
る。
まず2019年と2020年の10月1日における施設・
事業所数の増減を見て見よう。介護サービスには
要支援1，2の利用者を対象とする介護予防サービ
スと，要介護1-5の利用者を対象とする介護サー
ビスとがある。前者は2015年以降行われた市町村
総合事業への移行によって全国一律の議論をする
ことが困難になっており，ここでは後者のみに着
目する。

居宅系介護サービスでは，事業所数が1万を超
える訪問介護・通所介護・訪問看護ステーション
短期入所生活介護において，事業所数が増加して
いる。比較的小規模な訪問入浴介護などでは事業
所数の減少が見られるが，おおまかに言えば居宅
サービス事業所の顕著な退出があったとは言えな
いようである。施設介護部門では，介護老人福祉
施設（特養）で1％弱の増加，介護老人保健施設
（老健）で1％弱の減少が見られるが，どちらも大
きな変化とは言えない。一方で介護療養型医療施
設は33％（277件）の減少を見せるが，その分新し
い部門である介護医療院が118％（291件）の増加
を見せており，これらは新型コロナ感染症の影響
と言うよりは制度改正の影響を受けていると言え
るだろう。地域密着型サービス事業所を見ると，
1万以上の事業所を持つ部門では地域密着型通所
介護が1％減少しているが，これもそれほど顕著
な退出とは言えない。前節で示したように需要は
顕著に減少したが，供給サイドの退出という形に
はつながらなかったというのが，2020年時点での
状況と言えるだろう。
なお，上記のような退出行動だけでなく，退出
せずに市場に留まった事業所の経営状況がどのよ
うになっているのかを考察するならば，厚生労働
省による「介護経営実態調査」・「介護経営概況調
査」が最適な資料である。しかし，現時点で結果
が公開されている最新のものである令和二年介護
経営実態調査は2019年決算に基づくものであり，
新型コロナ感染症の影響を見るには適さない。よ
り新しい結果の公開を待ちたい。特に，Ⅱ4で示
したように利用控えが長期化している通所介護部
門の状況については，早期の分析が必要であろ
う。

2 コロナ禍と介護労働：日本人労働者に関して
介護従事者の不足はかなり以前から問題視され
ている。2019年の厚生労働省による試算8)では，
団塊の世代が後期高齢者となる2025年までに，55

7) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service20/index.html（2022年8月22日最終確認）。
8) 2019年7月26日社会保障審議会介護保険部会資料p.7 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000531297.pdf
（2022年8月22日最終確認）。
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万人増加した245万人の介護従事者が必要である
とされている9)。この状況に対し，新型コロナ感
染症はどのような影響を与えたのだろうか。
まず，介護産業に限らない，パンデミックが日
本の労働に与えた労働については，さまざまな研
究がなされている。コロナ禍での休業・失業リス
クについて，Kikuchi et al. (2021)）ではエッセン
シャルワーカーに，照山（2022）では非正規労働
者に集中していることが示されている。介護分野
はまさにこうした分野であるが，実態はどうで
あったのだろうか。以下では介護産業における労
働に対するパンデミックの影響を考察しよう。
まず上述の介護サービス施設・事業所調査の

2019年，2020年の概要を比較すると，10月1日時点
での従事者数は訪問介護では 538,678人から
532,502人，通所介護では475,060人から473,146人
と微減しているが，一方で介護老人福祉施設では
473,034人から481,000人という微増が見られる。
この結果だけを見ると，2020年段階ではほとんど
労働者数に変化がないということになる。
この状況をより細かく見るには，介護労働安定
センターによる「介護労働実態調査」が最適であ
る。これは毎年行われる大規模な調査であり，そ
の個票は東京大学社会科学研究所付属社会調査・
データアーカイブ研究センターを通じて研究者に
提供され，一級の研究資料になっている。特に
2021年度，具体的には2020年12月10日から2021年
2月8日にかけて「新型コロナウイルス感染症禍に
おける介護事業所の実態調査」と題する特別調
査10)を行っている。
新型コロナ感染症の影響による離職者の有無に
ついての事業所調査からは，離職者がいた事業所
が5.2％であることが示されている。なお離職原
因は，感染不安や職員の家族のライフスタイル変
化など多様なものが含まれている。特筆すべきこ

ととしては，地域間格差の大きさがある。感染多
数地域（北海道・東京都・愛知県・大阪府・福岡
県）と感染少数地域（岩手県・島根県）を比較す
ると，離職者がいた事業所の割合は前者では
8.7％，後者では2.1％と大きな違いがある。一方
で，無回答が28％に及び，無回答や「わからない」
を含む標本のサイズも1,240事業所数に限られる
といった点には留意が必要だろう。さらに，求人
に対する応募状況については，介護業界からの転
職者・他産業からの転職者に分けて聞かれている
が，「応募が減った」という回答は前者で16.5％，
後者で11.7％の事業所に限られている。その一方
で，「応募が増えた」という回答も，前者で9.4％，
後者で13.1％にのぼった。
さらに，2020年度における通常の介護労働実態
調査の結果11)からも情報を引こう。2020年10月に
実施した同調査からは，2019年10月1日から2020
年9月30日までの介護産業における離職率は過去
最低の14.9％であり，厚生労働省の雇用動向調査
による2020年1月から12月における全産業集計値
14.2％よりは高いものの，全産業と比べてのパー
トタイム労働者・女性比率の高さを考えれば，新
型コロナ感染症下での介護産業の離職率は決して
高いとは言えないだろう。一方で採用率を見る
と，こちらは前年の18.0％から16.0％に減少して
いる。こちらは「雇用動向調査12)」による2020年1
月から12月における全産業集計値13.9％よりも高
い。
以上をまとめると，介護産業における離職はあ
る程度は認められるものの，介護産業の離職率は
むしろ下がっており，コロナ禍におけるジョブ・
デストラクションは起こらなかったと言えるだろ
う。しかし，高齢化がさらに進展している状況を
考えれば，本来介護産業においてはジョブ・クリ
エイションがなされるべきである。全産業と比較

9) 2022年7月25日社会保障審議会介護保険部会資料p.4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000967545.pdf
（2022年8月22日最終確認）では，介護サービス施設・事業所調査の集計方法の変更によって2019年の介護従事者
数推定値が修正され，必要な追加人数は32万人に下方修正された。
10) http://www.kaigo-center.or.jp/report/2021r01_t_chousa_result_01.html（2022年8月22日最終確認）。
11) http://www.kaigo-center.or.jp/report/2021r01_chousa_01.html（2022年8月22日最終確認）。
12) 介護労働実態調査における「採用率」と同じ形で定義された，雇用動向調査における「入職率」を参照してい
る。
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すれば採用率は高いものの，こちらもそれほどの
差異があるわけではないというのが2020年の状況
と言えるだろう。

3 介護外国人労働への影響
前節でまとめたように，日本人介護従事者の数
については大きな伸びが見られていない中，期待
されているのが外国人介護労働者の受け入れであ
る。この分野において，新型コロナ感染症はどの
ように影響を与えたのだろうか。
まず介護分野における外国人労働者の受け入れ
については，その制度と歴史について簡単に解説
しよう。まず2008年以降進められてきており，比
較的歴史のある制度がEPA（二国間経済連携協
定）によるものである。2008年にはインドネシ
ア，2009年にはフィリピン，2014年にはベトナム
からの受け入れが開始されてきた。
EPAでの受け入れは，国家資格である介護福祉
士候補としてのものである。一定期間後に国家資
格である介護福祉士の資格を取れば，その後も日
本での就業が可能であるという点で，定住を促す
政策である。応募時点で看護学校等を卒業してい
ることが募集要件に含まれており，応募者の質は
高い。むしろ多くの日本人の介護従事者と比べて
もより専門スキルを持った人材が獲得可能であ
る。また受け入れ法人に対しては，介護福祉士の
試験に合格するようにさまざまな教育を施すこと
が求められている。このように人材育成の視点を
持った外国人労働者の受け入れは，これまでの枠
組みとは異なるユニークなものである。しかしな
がら，応募者，受け入れ法人ともに厳しい要件を
課されるEPAにおいては，受け入れ労働者の数は
伸び悩んだ。
このような状況で，近年になってさまざまな新
しい外国人介護労働者の受け入れ枠組みが創設さ
れた。まず2017年9月には在留資格に「介護」が追
加された。これは，介護福祉士資格を取得した外
国人に在留資格を付与し，日本での永続的な就業
を可能にするものである。介護福祉士の資格取得

には試験に合格する必要があるわけだが，受験資
格を得るためには養成学校卒業，福祉系高校卒
業，三年以上の実務経験のいずれかを満たす必要
がある。EPAは実務経験を経由したものであった
のだが，在留資格「介護」の追加により，ほかの
コースからの受験であっても外国人の日本での定
住が認められることになったわけである。具体的
には，介護養成学校への留学という形での外国人
受け入れがほとんどである。
外国人の定住を促すEPA，在留資格「介護」と
は異なり，短期的な受け入れを目的として始めら
れたのが2017年11月の技能実習制度における「介
護」部門である。技能実習制度については上林
（2015）が詳しいが，最長五年での帰国が前提とさ
れ，基本的には低熟練労働力を確保するための施
策である。
また，在留資格である「特定技能」が2019年4月
から定められた。これは技能実習から移行するこ
とを想定したもので，介護分野ではこのうち一号
のみが認められ，取得後最長五年の在留が可能に
なる。
厚生労働省のまとめ13)によれば，2022年3月1日
時点でのEPAでの在留者数は3,586人，うち資格取
得者は675人に留まる。在留資格「介護」での受け
入れも2021年6月時点で3,064人と，それほどの数
にはなっていない。一方で，技能実習は2021年3
月末時点での認定件数が22,858件に及ぶ。ただ
し，認定件数のうちには実際には来日できなかっ
たものなども含み，受け入れ人数とは一致しな
い。特定技能での在留者数は，2022年3月末速報
値で，7,019人である。技能実習の認定件数につ
いて補足すると，外国人技能実習機構によれば，
2019年3月には1,823件，2020年3月には8,967件で
あり，急増していることは明らかである。
一方で，全国老人福祉施設協議会により2020年

4，5月に行われた「外国人介護人材に関するアン
ケート」14)によれば，260事業所のうち79％にあた
る210事業所で，新型コロナ感染症の流行による
外国人介護人材の勤務状況や採用活動に影響が

13) 2022年7月25日社会保障審議会介護保険部会資料p.19 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000967545.pdf
（2022年8月22日最終確認）。
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あったと言う。また，厚生労働省は特定技能によ
る介護外国人労働者の受け入れ見込み数として，
2019年からの五年間で60,000人を最大値として上
げていたが15)が，上記のように2022年において
12％ほどしか達成されていない。そのほか，新聞
記事16)でも多く，技能実習制度分野での来日が制
限されていることが報道されている。このような
ことから，事前の期待と比べれば，介護外国人労
働者数は，コロナ禍において伸び悩んでいること
が示唆される。
質の担保がある程度なされているEPAなどと異
なり，語学以外の介護に関連する事前資格などを
必要としない技能実習制度・特定技能制度での介
護外国人労働者の受け入れについては，慎重に進
めるべきであるという議論がある。例えば，介護
福祉士団体の一つである日本介護福祉士会が2016
年に出した声明（石橋，2016）では，EPAでの受け
入れに対しては一定の評価を行っている一方で，
技能実習での受け入れには慎重さを求めている。
コロナ禍で期待ほどは来日外国人数が伸びていな
い現状を奇貨として，介護分野における技能実習
の実態について調査・分析を行うことが出来れ
ば，介護の今後について考えるために重要な資料
が得られるのではないだろうか。

Ⅳ おわりに

本論文では，特に高齢者に対して深刻な病状を
もたらす新型コロナ感染症が，介護分野にどのよ
うな影響を与えたかを述べた。まとめとしては，
まず要介護認定については，感染拡大第一波にお
いて停滞したものの，その後は以前のトレンドに
立ち返っていることが示された。サービス別利用
状況についてみると，施設部門の状況については
データが不足しており，詳細な分析が難しいこ

と，第一波の間は通所・訪問介護部門で利用控え
がおき，女性による家族介護による代替が行われ
ていたことが示唆されていること，第一波終了後
は訪問介護利用者数は以前のトレンドに復帰した
が，通所介護は最新の情報でも利用控えが起きて
いることが示された。また，介護の供給サイドに
ついてみると，2020年において顕著な介護産業に
おける事業所の撤退や雇用減少は見られなかっ
た。一方で介護分野が顕著な雇用創出を行ってい
たわけでもないことが示された。また，感染拡大
期は外国人介護労働者を増加させるための制度改
正期と重なっており，新型コロナ感染症によって
特に技能実習による介護労働者の来日が停滞して
いる可能性があることが示唆された。
上記の分析は，データの制約から，主に第一波
を含む2020の，感染が急拡大した時期のものを中
心としている。状況が長期化しつつある現在，さ
らに本質的な変化が起こっていないかを検証する
ためには，新しいデータを用いて常に分析の目を
光らせている必要がある。介護DBへの以降など
によって一部の研究に支障が出ている状況もあ
り，より実証研究のためのデータ環境整備が必要
であろう。
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COVID-19 and Long-term Care

SUGAWARA Shinya＊

Abstract

Since January 2000, the pandemic of COVID-19 has had a large influence on long-term care, because

the illness is especially fatal for older adults. This research describes the impacts of the pandemic on Japanese

Long-Term Care Insurance, which was established in 2000 and has been effective for 20 years. I begin with

considering the demand for long-term care services at institutions and at home under COVID-19, summarizing

previous studies. Then I proceed to analyze the supply side of long-term care using recent data. Among the

many elements in the long-term care industry, I focus on the situations of international workers in the

industry.

Keywords：COVID-19, Long-term Care Insurance, At-home Long-term Care, Long-term Care Industry,

International Workers in Long-term Care
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

コロナ禍とシーセッション：2020-2022

周 燕飛＊

要 約

本稿は，コロナ禍による雇用の被害が女性に集中するという「シーセッション」現象に注目し，日本
におけるその実態や原因，女性自身や家計への影響などをまとめている。シーセッションは2020年3月
～11月期に起きた現象であり，主に「非正規女性の不況」と見ることができる。非正規女性の3人に1人
は「解雇・雇止め」「労働時間半減30日以上」など，雇用状況の大きな変化を経験している。また，非正
規女性の平均月収が通常月に比べて最大14.3％も減少し，休業者比率はピーク時に7.5％に達した。シー
セッションによって，家計のṧ迫と消費意欲の減退，女性自身のメンタルヘルスの悪化，非正規単身女
性の貧困率の上昇等の問題が生じた。他方，シーセッション期間を含め，コロナ禍でも女性正規雇用者
数は堅調に伸びている。2014年以降続いている正規雇用の増加トレンドによる影響や，女性活用が進ん
でいる業界（医療福祉，建設業・製造業等）のݗ引，女性自身が働き方の柔軟性や雇用不安の解消を求
めたことが，大きな要因となっているものと考えられる。

キーワード：シーセッション，女性不況，コロナ禍，雇用の被害

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 210-223.

Ⅰ 「She-cession（シーセッション）」現象

2020年初から始まった新型コロナウイルスのパ
ンデミックは，公衆衛生上の危機であるととも
に，経済危機でもあった。特に感染拡大の初期段
階においては，ほとんどの国で経済活動の自発的
縮小，もしくは一時的停止が余儀なくされ，経済
成長率が大きく落ち込んだ。そして，今回の経済
危機は，男性よりも女性（She）の雇用に，不況
（recession）の影響が大きく表れたことが大きな

特徴であり，両者を合わせた造語として，「She-
cession（シーセッション・女性不況）」と呼ばれる
に至った。
経済協力開発機構（OECD）は早くも2020年4月

1日の政策レポートで，2014-15年の西アフリカエ
ボラ出血熱大流行の経験から，今回のコロナ禍は
男性よりも女性の雇用に大きな被害をもたらすこ
とを予想し，警鐘を鳴らした（OECD2020）。その
後の国際機関の雇用統計1)をみると，やはりコロ
ナ禍の影響が特に深刻だった2020年第1～2四半期
において，シーセッションが各国で進行したこと

＊日本女子大学人間社会学部現代社会学科 教授
1) 詳細は，OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis，ILO Statistics and databases
（ILOSTAT）などを参照のこと。
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が確認できる。日本でも，女性の雇用者数（季節
調整値）が，2019年末から2020年7月までの7か月
で2.7％（71万人）減少し，男性雇用者（同0.6％
減）の減少率よりも2ポイント高かった（総務省統
計局「労働力調査」）。
また，シーセッション現象は，先進国のみなら
ず途上国でも確認されており，OECDや国際労働
機関（ILO），国連（UN）等の国際機関が次々と政
策レポートを発表し，女性雇用の現状に危機感を
示している（UN Women 2020; OECD 2021; ILO
2021）。さらに，厚生労働省も，「令和3（2021）年
版厚生労働白書」（第Ⅰ部）においてこの問題を大
きく取り上げている。このほか，学術的な研究と
して，Alonほか（2020）をはじめ，シーセッション
現象に関する実証論文が国内外で続々と発表され
て い る（Fabrizio ほか 2020，2021; Hupkau and
Petrongolo 2020; Gates 2020; Russel and Sun 2020;

Fukaiほか2021; Zhou 2021など）。
シーセッションがこれほどまでに大きく注目を
浴びている背景には，政策上のさまざまな懸念が
あるものと思われる。すなわち，これまでに官民
を挙げて取り組んできた女性活躍の成果がコロナ
禍で一気に後退してしまうではないか，経済力の
低い女性の貧困問題が一層悪化するのではない
か，女性の収入減は家計の消費意欲を低下させて
景気回復の足かせになるのではないか，失業や収
入減で追い詰められた女性の間にうつ病，虐待，
自殺等の深刻な社会問題が増えるのではないか，
といった懸念である。
実際問題として，コロナ禍におけるシーセッ
ション現象はどれほど深刻で，どのくらいの期
間，続いたであろうか。また，上記の懸念点は現
実に生じたのだろうか。シーセッションがたとえ
一過性のものであったとしても，今後，女性雇用
を構造的に変えてしまう可能性があるのか。本稿
はこのような諸疑問に答えるべく，独立行政法人
労働政策研究・研修機構（JILPT）などがコロナ禍

期間中（2020-2022）に行った個人アンケート調査
の結果と，それらを用いて著者が行ってきた諸研
究（周 2021a，2021b，2001c，2022，2023；Zhou
2021）を元に，日本のシーセッション問題を掘り
下げてゆく。その意味で，本稿は，日本における
シーセッションの現状と課題をまとめた展望論文
と言えるだろう。
なお，本稿で用いている個人アンケート調査
は，JILPTが実施した「新型コロナウイルス感染
拡大の仕事や生活への影響に関する調査」（以下
“JILPTパネル調査”）およびNHKとJILPTが共同
で実施した「新型コロナウイルスと雇用・暮らし
に関するNHK・JILPT共同調査」（以下 “NHK・
JILPT共同調査”）である。いずれの調査も，2020
年4月1日時点で就業していた民間企業の会社員
（20歳～64歳）を対象に行われたウェブ調査であ
る。このうち，JILPTパネル調査は，2020年5月の
第1回調査を皮切りに，2022年3月までの約2年間
において男女4,307人に対して，計6回の追跡調査
を行っている。他方のNHK・JILPT共同調査は，
2020年11月中旬に行われた1時点の調査であり，
スクリーニング調査の対象となる6万8千人に対し
て，コロナ禍で失業・離職，休業，労働時間急減
といった「変化」があったかどうかを調べた上で，
男女5,000人（雇用に何らかの変化があった人
4,000人，無かった人1,000人）について詳細な調
査（本調査）を行っている2)。本稿の第3～5節は，
これらの個票データを分析した周（2021b）および
周（2023）の一部を大幅に加筆・修正したもので
ある。

Ⅱ シーセッションの実態

1 シーセッションの期間
コロナショックおける景気の谷は2020年4月～6
月期とされる3)。第1次緊急事態宣言（2020年4月7
日～5月25日）の発令によって，日本経済は，（当

2)「変化あり」がオーバーサンプリングとなっているため，標本にバイアスが生じないように，性別×年齢層×居
住地域ブロック×正規・非正規において，「就業構造基本調査」と同じ分布となるよう，ウェイト値を算出，ウェ
イトバック集計を行っている。両調査の詳細については，JILPTのウェブサイトを参照のこと（https://www.jil.go.
jp/tokusyu/covid-19/enq/index.html）。
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時の安倍首相の言葉を借りれば）「戦後最大の危
機」に陥った。4月の休業者数は597万人にまで急
増し，比較可能な1967年12月以降の数字の中で過
去最大となった。求職活動をやめる人も急速に増
加し，非労働力人口はわずか1か月で94万人も増
えた。実に労働者の10人に1人が，休業もしくは
職探しを諦めている状態であったのである。
景気の谷を前後に挟んだ2020年3月～11月は，
男女ともに多くの雇用が失われたが，男性よりも
女性の雇用喪失の方が深刻である（図表1）。後節
でJILPT調査をさらに詳しく見ていくが，日本に
おけるシーセッションは，まさにこの期間中に起
きた現象と考えられる。
なお，日本のシーセッションの特徴として，雇
用被害が非正規雇用の女性に集中している点が挙
げられる。実は，女性の正規雇用者数は，コロナ
禍でもむしろ堅調な伸びを示している。つまり，
日本のシーセッションとは，正確には，パート，
アルバイト，派遣社員等の「非正規女性の不況」
と言うべきである。

2 シーセッションはどれほど深刻だったのか
シーセッションの推定期間は約8か月間とそれ

ほど長くないものの，その進行はどの程度，深刻
なものだったのであろうか。実は，雇用者数の減
少や失業率の上昇等，マクロの統計指標を見るだ
けでは，シーセッションの切実さはあまり伝わっ
てこない。例えば，労働力調査によれば，状況が
最も厳しい2020年においても，女性失業率はコロ
ナ前と同じく2％台を維持しており，女性雇用者
数は最大でも2～3％程度の減少に収まっている。
不況でも人員整理を行わず，残業削減やボーナス
カット等，労働時間と賃金で雇用調整を行う日本
企業の雇用慣行がその背景にあると考えられる4)。
シーセッションの実態をよりよく知るためには，
個人の休業状況や，労働時間，賃金，生活状況な
どに関するミクロレベルの変化を見る必要があ
る。

（1） 雇用の大きな変化の経験
NHK・JILPT共同調査（スクリーニング調査）
によると，2020年4月1日から11月中旬までの約7
か月間に，「解雇・雇止め」「自発的離職」「労働時
間半減30日以上」「休業7日以上」といった雇用状
況の大きな変化を経験した者の割合は，男性が
18.7％であるのに対し，女性は26.3％と男性の1.4

3) 日本経済新聞「20年5月「景気の谷」認定 コロナで変動，回復は険しく」（2021年11月30日）。
4) 実際，2020年第2四半期までのデータを用いた小林（2020）の推計によれば，日本の雇用調整速度は欧米諸国に
比べて相対的に遅いものの，賃金の調整速度は決して遅くないことがわかっている。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3212
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出典：総務省統計局「労働力調査」（長期時系列表1a-4－全国，月別結果）より作成。

図表1 雇用者数（季節調整値）の推移（2019年12月～2022年7月）
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倍，非正規女性が33.1％と男性の1.8倍となってい
る。
その内訳をみると，「解雇・雇止め」にあった割
合は，女性が男性の1.2倍（2.1％ vs.1.7％），非正規
女性が男性の1.8倍（3.0％ vs.1.7％）である。「労
働時間半減30日以上」の割合は，女性が男性の1.7
倍（7.5％ vs.4.3％），非正規女性が男性の2.3倍
（10.0％vs.4.3％）である。「休業（が）7日以上」に
及んだ割合は，女性が男性の1.4倍（17.3％vs.
12.4％），非正規女性が男性の1.8倍（21.7％vs.
12.4％）に上る（図表2）。

（2） 休業者比率
休業した雇用者は，男性よりも女性に集中して
いることが，JILPTパネル調査（2020年5月調査）
よって明らかにされている。2020年5月末時点で
職に就いているのに，実際は仕事をしていなかっ
た「休業者」の割合は，男性が1.6％，女性が5.3％
となっており，女性の休業者比率は男性の3倍以
上である。とりわけ，非正規女性の休業者比率は
7.5％に達している（図表3）。
7月末時点では，景気の底入れを反映して，男女
ともに休業者の割合が減少しているが，依然，男
女差が顕著である。特に，18歳未満の子どものい

コロナ禍とシーセッション：2020-2022 213
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図表3 休業者になった民間雇用者の割合の推移（％，2020年5月～11月）
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る女性の休業者比率が高止まっており，保育園・
幼稚園や小中高校の臨時休校（園）が影響したも
のと考えられる。

（3） 休業手当の受給状況
NHK・JILPT共同調査では「労働時間半減（が）

30日以上」または「休業（が）7日以上」を経験し
た者に，休業手当の支払い状況を尋ねている。
「これまでのところ全く支払われていない」と回
答した比率は，男性が17.6％であるのに対して，
女性は25.6％である。非正規女性に限ると，休業
手当が支払われない人の割合は32.7％に上ってい
る5)。
非正規雇用者が，休業手当を受け取れなかった
理由としては，「支払い対象ではないと言われた」
が最も多く，全体の約3割を占めている。「もらえ
ることを知らなかった」，「有給休暇を使うよう指
示された」を挙げている人もそれぞれ17.3％と
8.2％に上る。

（4） 労働時間と賃金の変化
図表4（左側）は，2020年3月から11月まで，男
女別平均労働時間の推移をみたものである。労働

時間が最も落ち込んだ2020年5月第2週において，
男性の平均労働時間が通常月の88.4％であるのに
対して，女性は81.2％である。非正規女性に限る
と，平均労働時間の5月対通常月比は75.2％で
あった（24.8％減）。
図表4（右側）は，同時期における男女別平均税
込月収の推移をみたものである。労働時間に比べ
ると，賃金の下落幅は男女ともにややマイルドで
あるが，男女差があるという点は変わらない。状
況の最も厳しかった2020年4月時点において，男
性会社員の平均月収が通常月の95.2％であるのに
対して，女性会社員は91.0％である。非正規女性
に限ると，2020年 4月の平均月収は通常月の
85.7％である（14.3％減）。

Ⅲ シーセッションはなぜ問題なのか

以上みてきたように，シーセッションの期間は
必ずしも長くはないものの，当該期間において女
性（特に非正規女性）を取り巻く雇用環境は非常
に厳しいものであったことがうかがえる。それで
は，冒頭で触れた諸懸念は，実際にシーセッショ
ンの間に生じているのだろうか。調査結果を見る

5) ちなみに，非正規男性の同比率は32.4％である。男女ともに，非正規雇用であれば，休業手当をもらえていない
割合は高くなっている。
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出典：周（2021b）。JILPTパネル調査（8月調査，12月調査）より筆者が集計。休業者を含む集計結果である。

図表4 労働時間と賃金の推移（2020年3月～11月）
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と，家計のṧ迫と消費意欲の減退，女性自身のメ
ンタルヘルスの悪化，非正規単身女性の貧困率の
上昇といった問題が露呈している一方で，女性活
躍の大きな後退や広範囲での女性貧困の加速は確
認できなかった。

1 女性の収入減による家計ṧ迫
伝統的に，多くの日本の家庭では，男性（夫）
が主たる稼ぎ手であり，女性（妻）は補助的な労
働力と位置付けられてきた。したがって，男性の
雇用が守られている限り，女性の雇用減少が家計
に与える影響は少ないものとみられがちである。
しかしながら，NHK・JILPT共同調査によれば，
世帯総収入のうち，妻の収入が占める割合は，正
規雇用の妻で42.7％，非正規雇用の妻でも23.8％
に上っている。もはや女性の収入減少は，家計に
とって大きな打撃となっているのである。
実際，JILPTパネル調査（2020年8月分）からは，
女性の収入減が家計をṧ迫させている実態が浮か
び上がっている。女性の収入が1割以上減った家
庭では，5世帯に1世帯が食費を切詰めており，1割
弱が公共料金等を滞納している。女性の収入があ
まり減っていない家庭と比較すると，食費切詰め
と料金滞納の発生割合は，2倍～4倍もの高さと
なっている。

2 雇用変化の精神的な影響
雇用の変化と精神的不安の間には強い関連性が
見られる。NHK・JILPT共同調査によると，新型
コロナ感染拡大後に「精神的に追い詰められてい
た」割合は，「雇用に変化あり」と報告した女性が
26.9％に上り，「雇用に変化なし」女性（16.3％）
の1.7倍である。そのうち，解雇・雇止めにあった
女性の34.7％，自ら離職した女性の33.6％が「精
神的に追い詰められていた」と回答している。
そのほか，「雇用に変化あり」女性が「うつ病的
症状（傾向）と診断された」割合は4.3％，「自殺を
考えたことがあった」割合は4.7％に上り，いずれ
も「雇用に変化なし」女性よりも顕著に高い。
もっとも，男性についても雇用状況に大きな変化
が起きた場合，メンタルヘルスの悪化が著しい。
特に「解雇・雇止め」にあった男性のうち，15.8％
の人が「自殺を考えたことがあった」と回答して
おり，女性よりも厳しい精神状況に追い込まれて
いるケースもある（図表5）。

3 非正規単身女性の貧困率の上昇
労働時間の減少幅に比べて，男女ともに収入は
比較的マイルドな下げ幅に抑えられている。背景
には，かつてない規模の新型コロナ対策費が国の
補正予算に組み込まれ，「雇用調整助成金（新型コ
ロナ特例）」，「保護者休業手当助成」，住居確保給
付金や子育て世帯への臨時特別給付金等，家計へ
の救援策が次々と打ち出されたことがある。つま

コロナ禍とシーセッション：2020-2022 215

図表5 新型コロナ感染拡大後のメンタルヘルス（MA，％）
女性

全体 雇用に
変化なし

雇用に
変化あり

解雇・
雇止め 自発的離職 労働時間半

減30日以上 休業7日以上

精神的に追い詰められていた 19.1 16.3 26.9 34.7 33.6 28.6 25.6

うつ病的症状（傾向）と診断された 2.9 2.4 4.3 12.8 7.9 2.3 3.3

自殺を考えたことがあった 2.8 2.1 4.7 8.2 8.0 5.7 4.7

男性

全体 雇用に
変化なし

雇用に
変化あり

解雇・
雇止め 自発的離職 労働時間半

減30日以上 休業7日以上

精神的に追い詰められていた 13.4 10.7 24.9 42.9 20.6 29.6 23.5

うつ病的症状（傾向）と診断された 2.2 1.4 5.6 11.0 9.1 4.6 5.1

自殺を考えたことがあった 2.8 2.0 6.1 15.8 7.7 7.4 4.7

注：雇用に変化あり―解雇・雇止め，自ら離職，労働時間半減30日以上，休業7日以上のいずれか。
出典：周（2021b）。NHK・JILPT共同調査の本調査（n＝5,000）より筆者が集計。
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り，企業の自助努力に加え，国民の痛みを緩和す
る諸政策が功を奏して，貧困の広がりがある程度
阻止されたと考えられる。
実際，2020年では世帯全体の収入はあまり落ち
込まなかったとの調査結果が続々と発表されてい
る。総務省統計局「家計調査」によれば，勤労者
世帯の2020年分平均実収入（名目値）は前年比
0.8％増である。20歳以上の成人男女を対象とす
るゆうちょ財団の「暮らしと生活設計に関する調
査」を見ると，全対象者における2020年分平均世
帯年収（税込み名目値）は595.1万円となってお
り，コロナ前の2018年分（597.1万円）とほぼ同じ
水準を維持できている。
また，懸念されていた貧困率の上昇も確認され
ていない。ゆうちょ財団の調査によれば，2020年
分の等価可処分所得が貧困線（127万円，2019年基
準）を下回った成人女性の割合（貧困率）は，
18.7％となっており，コロナ前（20.4％）よりわず
かに低下している6)。コロナ禍での雇用被害が特
に大きいとされる非正規女性（20-64歳）について
みると，貧困率が上昇したのは，単身女性のグ
ループのみである。非正規単身女性の貧困率は，
コロナ前の36.5％から7ポイントも上がって，
43.4％となった。配偶者所得によるリスクヘッジ
ができないことが主要な原因と思われる（図表
6）。

Ⅳ シーセッションの発生要因

コロナ禍の被害が男性よりも女性に集中してい
る要因として，以下の3つのものが考えられる。
第1は，飲食・宿泊等，女性雇用者が多い業種に大
きな被害が生じたことである。第2は，家事や育
児負担の増加が女性の方に偏っていることであ
る。第3は，半数以上の女性が雇用調整の対象に
なりやすい非正規雇用者として働いていることで
ある（Alonほか2020; Fabrizioほか2021；周2021b）。
周（2021b）は，上記の3つの要因仮説を確かめ
るために，本稿は「雇用に変化あり」および「収
入3割以上減少」になる確率に対し，Probitモデル
による分析を行っている。具体的には，「雇用に
変化あり」または「収入3割以上減少」に遭う場合
を1，そうでない場合を0とする被説明変数に対し
て，説明変数を性別，年齢，学歴と居住地域のみ
とするBase推計（1），雇用形態変数を追加した
Full推計（4）の結果を報告している。図表7はそ
の推定結果を転載したものである。一方，図表中
の業種変数を追加した推計（2），子ども変数を追
加した推計（3）は，今回，新たに分析を加えた推
定結果である。以下，（1）～（4）の結果を比較し
ながら見ていこう。
まず，Base推計を見ると，男性に比べて女性が

「雇用に変化あり」に遭う確率が5.3％ポイント高
く，「収入3割以上減少」に遭う確率が2.4％ポイン

6) もっとも，「家計調査」によると，救援策が逐次に打ち切られた2021年においては，勤労者世帯の実収入（名目
値）は1.4％減に転じている。2021年に貧困率が一転上昇する可能性もある。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3216

図表6 相対的貧困率の変化：2018年vs.2020年
2018年所得分 2020年所得分

n 貧困率（％） n 貧困率（％）
男女計 1,374 17.6 1,549 15.8

男性 687 14.8 801 13.0

女性 687 20.4 748 18.7

a.65歳以上女性 174 28.2 203 27.6

b.20-64歳女性 507 17.2 534 15.4

b1：非正規単身 74 36.5 76 43.4

b2：非正規有配偶 256 15.6 261 8.0

出典：ゆうちょ財団「暮らしと生活設計に関する調査（2019，2021）」より筆者が集計。
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ト高いことが分かる。
次に業種変数がモデルに加えられた推計（2）に
おいては，男性に比べて女性が「雇用に変化あり」
に遭う確率が4.9％ポイント高く，「収入3割以上
減少」に遭う確率が2.3％ポイント高い。業種の
影響を考慮したことで，説明されない雇用被害の
男女差がわずかに縮まるものの，その差は依然と
して統計的に有意である。
一方，子どもに関する変数をさらに加えた推計

（3）では，女性ダミーの限界効果がBase推計の半
分程度の大きさとなっており，統計的に有意では
なくなる。つまり，業種と子どもの影響を同時に
考慮すると，雇用被害に遭う確率に男女間の差が
観察されなくなるのである。雇用形態がさらに加
えられたFull推計においては，女性ダミーの限界
効果はBase推計の10分の1以下の規模までに縮小
し，p値も1に近づくようになっている。
推計（1）～（4）の結果を要約すると，3要因の
いずれもシーセッションの発生に寄与しているこ
とが分かった。そのうち，雇用形態の影響が特に
大きいことも明らかになった。
各要因の影響（Full推計）を詳しく見ると，業種
においては，「製造業」に比べて，「飲食サービス，
宿泊業」従事者は「雇用に変化あり」に遭う確率
が20.8％ポイント高く，「収入3割以上減少」に遭
う確率が5.4％ポイント高い。「生活，娯楽等サー
ビス業」従事者は「雇用に変化あり」に遭う確率
が4.8％ポイント高い。一方，比較的好況の業種
もある。製造業に比べて，雇用の被害が少ないの
は，「医療，福祉」および「情報通信業」である。
また予想通り，正規雇用者と比較すると，非正
規雇用者は「雇用に変化あり」に遭う確率が9.6％
ポイント高く，「収入3割以上減少」に遭う確率が
4.7％ポイント高い。
一方，「未成年子あり」については，男女間で正
反対の効果が観察される。男性の場合，子どもの
いない男性にくらべて子どものいる男性は「雇用
に変化あり」に遭う確率が5.2％ポイント低く，
「収入3割以上減少」に遭う確率が3.2％ポイント
低い。一方，女性の場合，子どものいない女性と
比較して，子どものいる女性は「収入3割以上減

少」に遭う確率が0.37％ポイント高い。子育て中
の男女間で比較すると，子育て女性が子育て男性
より「収入3割以上減少」に遭う確率が3.6％ポイ
ント高い。子育ての負担が男性の雇用状況にはあ
まり影響せず，女性のみに現れていることは，既
存研究（Fukaiほか2021; Fabrizioほか2021）でも確
認されている。

Ⅴ 逆境下でも増え続ける女性正規雇用

コロナ禍でのシーセッション現象は，女性自身
や家計に深刻な影響を及ぼしている。ただし，幸
いなことに，シーセッションは女性の長期的キャ
リアに影響を与えるほど，長引くことはなかった
と考えられる。確かに，景気がやや持ち直した
2020年6～7月期において，女性雇用の回復は男性
よりも鈍かった。しかしながら，経済がさらに回
復した2020年8～11月に入ると，男性の労働時間
や収入が頭打ち状態になったのに対して，女性の
方は引き続き改善している（周2021a）。その後，
現在に至るまで，女性雇用は男性を上回るほどの
回復ぶりを示している。
実は，雇用回復のݗ引役となったのは正規雇用
の女性である。労働力調査によれば，2019年から
2021年まで2年間に，15～64歳の女性正規雇用者
数は63万人も増加し，同年齢層男性の2万人増を
大きく引き離している。一方，同時期の非正規雇
用者数は，男女ともに大きく減少している。非正
規雇用の減少と正規雇用の増加により，第2次安
倍政権下（2012-2019）で伸び悩んでいた女性雇用
者の正規比率は，コロナ前（2019年）の44.1％か
ら一気に46.5％（2021年）へと跳ね上がった。
コロナ禍でも一貫してプラス基調を維持する女
性の正規雇用は，労働市場の情勢から考えると，
不思議に思えるとの指摘がある（斎藤2021）。労
働需要の堅調さを示す有効求人倍率は，正社員は
非正社員と同様，コロナ前より大きく落ち込んで
いるからである。厚生労働省「一般職業紹介」に
よれば，正社員の有効求人倍率（季節調整値）は，
2020年9月にはいったん1倍を割り込んでいた。そ
れが，直近の2022年7月では1.30倍に持ち直した

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3218
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ものの，コロナ前（2019年12月）の1.46倍を下回
る水準が続いている。
コロナ禍による不景気や雇用悪化にもかかわら
ず，なぜ女性の正規雇用だけが堅調な伸びを続け
られるのだろうか。以下，周（2023）の分析を元
に，考察していこう。

1 正規雇用増加トレンドの延長

コロナ禍での女性正規雇用増加は，基本的に，
2014年以降に続いた正規雇用増加トレンドの延長
と見ることができる。図8に示した通り，女性の
正規雇用者数はバブル崩壊後の低迷状態から，
2014年に増加に転じ，その後，勢いよく増加して
きている。この間，保育の待機児童問題の改善
や，子育てと就労の両立支援策などが功を奏し，
子育て年齢層の25-44歳女性において，非正規雇
用から正規雇用へのシフトが顕著であった。ま
た，2013年4月施行の改正労働契約法による非正
規から正規への「無期転換ルール」の導入や，
2013年の改正高年齢者雇用安定法による定年年齢
の延長などの影響もあったと考えられる（周
2022）。そのほか，第2次安倍政権の発足とともに
始まった景気拡大の要因も大きかったと思われ
る。

Ⅱ 労働需要側要因と供給側要因の両方が影響

正規雇用の増加トレンドは，男性がコロナ禍で
突如ピリオドを打ったのに対し，女性が持続でき
ているのはなぜなのか。周（2023）は，労働需要
側の要因と労働供給側の要因の両方に原因がある
ことを指摘している。
労働需要側の要因として挙げられているは，女
性の正規雇用者を多く活用している産業における
労働需要の伸びである。その代表は医療福祉産業
である。労働力調査によれば，2002年から2021年
まで約20年間に，医療福祉産業で働く雇用者の割
合は8.1％から14.2％に上昇し，雇用シェアは約6
ポイントも上昇している。また，医療福祉産業は
処遇条件が他産業に比べて劣っている場合が多
く，コロナ禍以前から慢性的な人手不足状態に
陥ってきた。コロナ禍を人材確保の好機と見て，
むしろそれを逆手に取って，女性の正規雇用増を
積極化させた可能性もある（周2022；斎藤2021）。
一方，労働供給側の要因として挙げられている
のは，コロナ禍での家計不安の増加や家事育児負
担の増加を背景に，安定雇用と在宅勤務に対する
ニーズが女性の間で高まったことである。コロナ
禍では，失業や収入低下，労働時間減などの雇用
ロスが非正規雇用者に集中していた。在宅勤務・

コロナ禍とシーセッション：2020-2022 219

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

男性（右目盛） 女性（左目盛）

出典：JILPT『早わかり グラフでみる労働の今』より作成。元のデータは総務省統計局「労働力調査」。

図表8 男女別正規雇用者数の推移（万人，1988-2020年）



0103_社会保障研究_【周】_PK.smd  Page 11 22/12/09 13:56  v4.00

テレ―ワークの割合も，非正規雇用者のほうが格
段に低かった（山口・大沢2021）。このため，コロ
ナ禍で露呈した非正規雇用者の立場の脆さを回避
するために，正規雇用への転換を希望した女性が
増えたものと考えられる。
実際，JILPTパネル調査（Wave1～Wave7）を用
いた周（2023）の分析によれば，女性雇用者の正
規比率上昇には，非正規雇用から正規雇用への転
換が大きく寄与している7)。2020年4月1日時点で
非正規雇用だった男性の7.6％および女性の5.0％
は，2022年2月末までに正規雇用に移行している
（図表9）。コロナ前（2016年）の正規転換比率は，
男性が9.2％，女性が3.4％であったことから8)，女
性はコロナ禍でも従来と同様のペースで正規転換
が進んでいるのに対して，男性の転換比率は大き
く低下したことが分かる。
女性の正規転換をけん引する労働需要側の要因
も確認できる。予想通り，女性正規転換がもっと
多い業種は医療福祉業（全体の18.7％）である。
ただ意外なことに，建設業・製造業も女性正規転
換全体の17.1％の貢献をしており，医療福祉業と

ほぼ同程度のけん引力を持っている。そのほか，
「金融・保険・不動産業」「飲食・宿泊業」でも雇
用シェア以上の正規転換が行われていることが分
かった。
また，正規転換をしなかった非正規女性に比べ
て，正規転換した女性のテレワーク比率はコロナ
前の通常月より大きく上昇し，雇用不安を感じる
確率も低くなっている。週1日以上在宅勤務・テ
レワークを行う割合を比較すると，正規転換をし
なかった非正規女性は5％前後と，コロナ前とほ
ぼ同じ水準にとどまっているのに対して，正規転
換者は，コロナ前の4.1％から大幅に上昇し，2022
年2月末時点で25.5％までに上昇している。また，
正規転換者は「今後1年くらいの間の失業・失職」
について「かなり不安」「やや不安」と回答する確
率が19.6％ポイント低い。これらの結果は，働き
方の柔軟性や雇用不安の解消を求めているとい
う，正規雇用に対する労働供給側のニーズ上昇仮
説と一致している。
ただし，正規転換後の課題として，時間あたり
賃金の伸び悩みと仕事満足度の低下が浮かび上

7) 女性雇用者の正規比率上昇には，正規転換のほか，非正規雇用者の失業と非労働力化も寄与している。一方，正
規雇用者の非正規移行や失業，非労働力化は，女性雇用者の正規比率上昇を抑える効果がある。これらの各要素
が合わさった結果，前者の効果が勝り，女性雇用者の正規比率がコロナ禍で上昇することになったと考えられる。
8) 厚生労働省（2017）がリクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」に基づく集計結果である。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3220

7.6

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
男性（n=182） 女性（n=510）

①20年
5月
末

②20年
7月
末

③20年
11月
末

④21年
2月
末

⑤21年
5月
末

⑥21年
9月
末

⑦22年
2月
末

出典：周（2023）。JILPTパネル調査の全7Wave（第1回～第7回調査）回答者が対象である。

図表9 2020年4月1日時点非正規雇用だった男女の正規転換比率（％，Wave1～Wave7）



0103_社会保障研究_【周】_PK.smd  Page 12 22/12/09 13:56  v4.00

がっている。まず，時間あたり平均実質賃金は転
換前（コロナ前の通常月）とほとんど変わってい
ない。平均月収は1割程度上昇したものの，労働
時間も同程度増加したことが原因である。また，
コロナ前と比較して，正規転換後の仕事満足度の
変化に二極化傾向がみられる。すなわち，正規転
換しなかった非正規女性に比べて，正規転換した
者は，仕事満足度が上がった者の割合が高かった
一方（29.3％vs.23.6％），満足度得点が下がった者
の割合も急増した（44.7％vs.26.2％）。周（2023）
では，年齢，学歴，業種，職種等個人属性の影響
を考慮しても，正規転換者は満足度が低下する確
率が有意に高いことが報告されている。

Ⅵ 結びにかえて：ポストコロナの女性雇用

本稿は，コロナ禍による雇用の被害が女性に集
中するという「シーセッション」現象に注目し，
日本におけるその実態や原因，女性自身や家計へ
の影響などを，行政法人労働政策研究・研修機構
（JILPT）などがコロナ禍期間中（2020-2022）に
行った個人アンケート調査の結果と，筆者のこれ
までの一連の研究を元にまとめた。主な結論は以
下の通りである。
第1に，シーセッションは景気の谷（2020年第2
四半期）を前後に挟んだ2020年3月～11月期に起
きた現象である。その時期において男女ともに多
くの雇用が喪失されたが，男性よりも女性の雇用
喪失の方が深刻であった。
第2に，シーセッションは主に「非正規女性の不
況」と見ることができる。非正規女性の3人に1人
は「解雇・雇止め」「労働時間半減30日以上」など，
雇用状況の大きな変化を経験している。また，非
正規女性の平均月収が通常月に比べて最大14％も
減少し，休業者比率はピーク時に7.5％に達した。
第3に，シーセッションによって，家計のṧ迫と
消費意欲の減退，女性自身のメンタルヘルスの悪
化，非正規単身女性の貧困率の上昇等の問題が生

じた。一方，女性活躍の後退や広範囲での女性貧
困の加速は確認できていない。
第4に，シーセッション期間を含め，コロナ禍で
も女性正規雇用者数は堅調に伸びている。この背
景には，まず，2014年以降続いている正規雇用の
増加トレンドの影響がある。また，女性活用が進
んでいる業界（医療福祉，建設業・製造業等）の
引や，女性自身が働き方の柔軟性や雇用不安のݗ
解消を求めたことも，大きな要因となっているも
のと考えられる。
女性正規比率の上昇は，女性雇用にとっての明
るい材料である。賃金停滞や満足度低下といった
課題が残されているものの，正規転換を実現する
女性が今後さらに増えれば，管理職候補となる人
材の不足や，配置，昇進，教育訓練，評価といっ
た処遇面の男女差が自然と解消していく可能性が
ある。
そのほか，男性の家事・育児参加の増加も明る
い材料の1つである。コロナ禍で男性の在宅時間
が長くなったため，夫が家事，育児を担う機会が
多少なりとも増加している9)。それが新たな生活
習慣として定着すれば，「男は仕事，女は家庭」と
いう旧来の社会規範も変わっていく可能性があ
る。
さらに，コロナ禍において進んだテレワークを
はじめとする働き方改革の波も，働く女性にとっ
ての追い風と言える。感染症対策をきっかけに，
テレワーク，時差出勤，裁量労働等の柔軟性の高
い働き方が定着すれば，女性のライフスタイルに
革命的な変化をもたらす可能性がある。そうなれ
ば，出産・子育て期を乗り越えて，正社員として
働き続ける女性が増えることになるであろう。そ
の意味では，コロナ禍は女性にとって危機だけで
はなく，同時に転機，好機となった可能性がある
（周2022）。
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Abstract

This paper sheds light on the “she-cession” phenomenon, in which women bear the brunt of Covid-

19’s damages on work. In specific, we summarize the actual situation and causes of She-cession in Japan, as

well as its impact on women themselves and their household finances.

She-cession spanned over a period of eight months (Mar-Nov 2020) and can be viewed primarily as a
recession for non-regular female employees. During this period, one out of three non-regular female

employees experienced a major change in their employment situation, such as “dismissal or termination of

employment” or “working hours reduced in half for 30 days or more”. In addition, the average monthly

income of non-regular female employees decreased by up to 14.3% compared to a normal month, and their

furlough take-up rate reached 7.5% at its peak. She-cession caused problems such as large cut of food budget

and reduced willingness to consume, deterioration of women’s own mental health, and an increase in the

poverty rate among single, nonregular females. On the other hand, work opportunity of regular female

employees keeps growing steadily in the pandemic. Although rising demand for female regular workers is a

trend that has been continuing since 2014, factors such as female-thriving industries (health care and
manufacturing etc.) competing for talented female personnel, women themselves seeking flexibility of
workplace and relief from employment insecurity are also contributing to the increasing number of regular

female employees.

Keywords：She-cession, Covid-19, Damages on Work
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

ポストコロナに向けた子どもたちの学校生活の現状
――2022年6月の学校生活調査の結果と予備的解析――

高久 玲音＊1，王 明耀＊2

抄 録

本論文では，コロナ禍の子どもたちの日常性の伭復を考える上での基礎的資料として，学校の感染対
策や子どもたちの学校生活の満足度に関する独自調査の結果を報告する。得られた知見としては3つあ
る。第1に，長らく続いたコロナ禍の影響として，「これからもずっとマスクをつけていたい」という児
童の割合は場面によっては30％に上った。第2に，マスクの着用などの感染対策を緩める施策は子ども
達の学校生活への満足度を高める効果を持っていた。最後に，「座学の時間」において「マスクを外して
も良い」と先生から指導を受けた場合には，一部の生徒の間では先生の意思に反してマスクの着用意向
がむしろ上昇した。これらの結果は，子ども達の間に感染対策が既に習慣として根付いていることを前
提に，学校における感染症対策の在り方や日常性の伭復について考える必要があることを示しているだ
ろう。

キーワード：学校，マスク，黙食，満足度

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 224-235.

Ⅰ はじめに

2020年2月から続くコロナ禍は子ども達の日常
と学校生活を一変させてしまった。安倍首相（当
時）は2月27日に感染拡大を受けて小学校以上の
一斉休校を要請し，その要請に従って3月2日から
順次全国の学校が休校となった。荻生田大臣が2
月25日の会見で明らかにしている通り，臨時休校
の判断は教育委員会等の学校設置者にあり，法令
上内閣総理大臣にその権限はない。3月2日の時点
で全国の感染者数は14人に過ぎず，多くの感染症
専門家もそうした措置の感染抑制に対する効果を

疑問視した。こうした専門家の意見をよそに，ほ
とんどの自治体で臨時教育委員会は開催されず，
準備期間も十分にとれないままに法的根拠のない
安部首相の「要請」に応じて休校は始まった（末
富 2022）。多くの国で感染状況に応じて地域的な
休校から徐々に導入していき，爆発的な感染拡大
によってはじめて全国的な休校に踏み切ったこと
とは大きく異なる意思決定と言わなければならな
い（Global Monitoring of School Closures Caused by
COVID-19 Pandemic - Dashboards - Covid-19 Response;

Takaku & Yokoyama, 2021）。
わが国の第一波の対応については，その後，多
くの研究が明らかにした通り，感染抑止効果は認

＊1一橋大学経済学研究科 准教授
＊2一橋大学経済学研究科 博士課程

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3224
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められず（Fukumotoほか，2021; Iwataほか，
2020），子どもの体重増加や育児方針に悩む母親
の増加といった副作用も確認された（Takaku &
Yokoyama, 2021）。学力についての研究は少ない
が，（Asakawa & Ohtake, 2022）は学校行事の縮小
による授業時間の増加などによって，平均的には
学力への悪影響は見られないものの，社会経済的
地位の低い層の子どもでは学力が低下したとして
いる。
第一波の休校が終わっても，子どもたちの学校
生活は平時へ戻ることはなかったし，いまだに
戻っていない地域がほとんどである。感染には波
があることから，海外では感染縮小期と拡大期に
メリハリをつけた対策が重視され，日本でも緊急
事態宣言や蔓延防止等重点措置が出されていない
期間では一時的に大人たちは日常を取り戻してい
たが，多くの学校では感染状況と関係なく2年以
上黙食が続けられた。合理性に乏しいと思われる
感染対策でも，「子ども相手」であれば実施してい
た。例えば，筆者の一人の子どもの小学校では
「鼻にマスク」をつけた状態でのリコーダー演奏
が推奨されており，保護者が見ている学芸会のと
きには「特別」にマスクをしまってリコーダーを
吹くことが許されていた。水泳で体を洗うときも
マスクを着用している学校もあった。接触感染を
防ぐために，滑稽なほど長いバトンを使った徒競
走も行われた。学校以外でも，例えば，流しそう
めんを参加した子どもたち全員で「食べずに見送
る」といった行事も催された（（NHK，2020））。こ
うした感染対策は無論感染を「拡大」させるわけ
でもなく，子どもに直ちに明らかな悪影響がある
わけでもないだろうが，子どもの尊厳にかかわる
のではないだろうかという懸念がある（Shobako
2022）。
筆者等の考えでは，こうした2020年2月以来の
学校の感染症対策の顕著な特徴は，当事者の不在
である。感染症対策も感染症の専門家に決めても
らえば良いと考えがちだが，専門家の知見を参照
にしつつも当事者がすべて遍く参加した形での集
合的意思決定は重要と思われる。こうしたリスク
に関する意思決定・共有の在り方は，リスク・コ

ミュニケーションの専門家によって提唱されてい
る。例えば，吉川（2022）によれば，「リスクに対
する知識は専門家が持っているのだから，専門家
に決めてもらえば良いのではないか」という見解
はしばしば，驚くような社会的帰結をもたらすと
いう。その典型的な例はBSE（いわゆる狂牛病）
だという。BSEでは10代の若者2名の変異型ヤコ
ブ病の発病など，BSE感染牛の部位を食べること
と変異型ヤコブ病の発病の間の関係性を示唆する
エビデンスが出てきているにもかかわらず，専門
家は「リスク・ゼロ」を一般国民に主張し続けた。
こうしたリスク・コミュニケーションは一般国民
の不安を増大させる結果となり，結局，欧州の牛
肉市場を崩壊させるほどの混乱をもたらした。
コロナ禍における学校の感染症対策にみられる
混乱にも，専門家も間違えることがあり，かつ専
門家の主張が関係者のすべての意見を代弁するわ
けではないという点で類似性が指摘できる。コロ
ナ禍において，感染症対策の専門家は基本的に
「夏休みが終わって学校が始まると感染が拡大す
る」といった学校生活と感染症の増減に関係につ
いての見解を表明する一方で，感染対策の副作用
や感染対策の結果としての「子どもの権利の軽
視」については逆に専門的見地を守ってコメント
を避けてきた。しかし，こうした専門家と世論を
取り巻く環境は，感染対策にともなう広範な影響
が政策決定に十分に反映・考慮されにくい素地を
醸成してしまった。特に，「感染のリスク」につい
ては感染症対策の専門家が最もよく理解している
はずだが，「感染対策を続けるリスク」については
子ども達自身やその保護者のほうがよく理解して
いる可能性がある。その観点から，長きにわたる
コロナ禍のどこかで，視野を広げた意見聴取の機
会が頻繁に持たれるべきだったかもしれない。例
えば，全般的なマスクの着用には感染対策として
の十分なエビデンスが存在するが（Abaluckほか，
2022；Budzynほか，2021；Krishnamachariほか，
2021），「体育の時間に外していいのか」といった
個別具体的な場面での十分なエビデンスは作るこ
とができない。そうしたエビデンスの限界を踏ま
えても，学校生活における感染症対策にかかわる

ポストコロナに向けた子どもたちの学校生活の現状――2022年6月の学校生活調査の結果と予備的解析―― 225
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さまざまな意思決定に「当事者」を参加させる必
要性は高かった。
筆者等の専門を離れたリスク・コミュニケー
ションの在り方以外にも，古典的な医療政策論の
文脈からも，当事者への意見聴取は必要と思われ
る。医療政策論の古典であるHarvard大学のHiaso
等の “Getting health reform right”（2003）でも医
療政策全般の目的として①健康（health status），
②リスク保護（financial risk protection），に加えて
③市民の満足度（citizens’ satisfaction）が挙げら
れている。通常の経済学研究では市民の満足度に
関する影響評価は捨象される傾向があるが，あえ
てHsiaoたちは「専門家が好きかどうかに関係な
く，市民のすべての政策に対する反応が考慮され
るべき」だとしている。加えて，Hsiaoたちには
WHO の 主 張 す る「正 当 な 満 足（legitimate
satisfaction）」のみを考慮すべきだという立場はと
らないと明記している点も注目に値する。そうし
た観点からも，感染症リスクを制御するのに必要
な医学的要請にとらわれない，広く子どもたちの
厚生にかかわる要因が検討される必要があった。
以上のような問題意識に基づいて，我々は子ど
もやその保護者が学校で行われている感染症対策
についてどのように思っているのか明らかにすべ
く，2022年6月末にアンケート調査を行った。
2022年6月末は感染が急拡大した第7波の前の比較
的感染が落ち着いていた時期の調査であり，ポス
トコロナの学校の感染症対策の在り方についても
一定の示唆を持つものと考えられる。以下では，
その結果の概要と得られた知見について説明した
い。

Ⅱ 調査概要

調査は2022年6月に株式会社クロスマーケティ
ング社を通じて行われた。調査対象者は小学校4
年生から高校3年生までの児童とその保護者であ
り，各学年556人に回答者が達するまで続けられ
た（調査期間は6月22日～6月26日）。研究に際し
て一橋大学HIAS Healthからの研究資金の補助を
受けた。合計回答数は5004人（556人×9学年）で

ある。調査項目は居住都道府県等の基本属性に加
えて，「体育の時間」などの個別具体的な場面にお
けるマスク着用状況，及び，マスク着用の意向
（e.g.，「これからもずっと外したくない」）を尋ね
た。加えて，基本的な感染対策の徹底度を明らか
にするために，先生からの感染対策の指導の状況
についても尋ねた。例えば，授業中でもマスクを
外して良いという指導があったかについては，以
下のように尋ねた。
「あなたの一番年上のお子さんは，先生から以
下の学校の時間について「マスクを外しても大丈
夫だよ」と指導されたことが最近1週間の間にあ
りましたか。該当する時間がなかった場合には
「わからない・覚えていない」とお答えくださ
い。／授業中（国語や算数などの座学の時間）」
マスクの着脱に関する指導とともに，昼食の時
間における黙食の実施状況についても調査した。
こうした感染対策が子どもの学校生活の満足度に
与える影響を明らかにするために，学校生活の満
足度についても「すごく楽しい」など5段階の回答
項目からの選択式で尋ねている。
そのほか，学校の基本属性については，感染症
の流行はクラスサイズによっても影響されている
こと（Oikawaほか，2020）を踏まえてクラスの児
童数を調査した。また，学校での感染対策が校長
先生の属性によって影響されるのか明らかにする
ために，校長先生の性別を尋ねた。
なお，回答に際しては，最初に子ども自身の意
向を尋ねる質問があることから，子どもと一緒に
いるときに回答してほしい旨をお願いしている。
もちろん実際に子ども自身が回答を選んでいると
は限らない点に注意する必要はあるが，できる限
り当事者（子ども）の意見を吸い上げることを意
図した調査設計となっている。

Ⅲ 感染対策に関する子どもの意向

1 マスクの着用意向
最初に，記述統計を確認することによって，ま
ず学校でどのような感染対策がなされているの
か，ならびに子どもたちがマスクの着用のような

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3226
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感染対策についてどう思っているのか確認した
い。表1は，8つの具体的な場面におけるマスクの
着脱の意向について，子どもたち自身の解答をま
とめている。回答は「既に外している」「もう外し
たい」「そろそろ外したい」「いずれ外したいが今
ではない」「これからもずっと外したくない」の5
項目から選ぶ形となっている。
表1はこの回答項目から「これからもずっと外
したくない」を選んだ児童の割合と，「既に外して
いる」及び「もう外したい」を選んだ児童の割合
をまとめた。表1で注目すべき点は，場面によら
ず「これからもずっと外したくない」と答えた児
童が10％から30％と少なくない割合で存在するこ
とだろう。特に，電車や公共交通機関では29％の
児童がそう回答しており，コロナ禍の収束にかか
わらず公共交通機関でのマスクは継続して着用さ
れるとみられる。学校においても，体育（12％）
や音楽（19％）の時間はやや割合が低下するもの
の，座学の時間では25％が「これからもずっと外
したくない」を選択しており，「もう外したい／既
に外している」と回答した児童の2倍に達した。
こうした回答の傾向は，長らく続くコロナ禍でマ
スクの着用に慣れてしまった児童が多くなってい

ることを反映していると思われる。
図1は回答項目別に割合をプロットしている。
みると，場面によらず，最も回答が多いのは「い
ずれ外したいが今ではない」と答えた児童が多
い。調査時期が第7波の前だったことから，感染
収束期での調査といえども児童は慎重な回答を選
択していると思われる。また，「これからもずっ
と外したくない」を選んだ児童の割合は，「そろそ
ろ外したい」を選んだ児童の割合とおおむね同じ
程度だった。
最後に分析上の便宜のために，8つの場面のマ
スク着用意向の合計値を「外したい」「外したくな
い」という回答のそれぞれについて算出した。個
別の場面における回答の傾向を反映して「外した
くないスコア」（1.79）は「外したいスコア」
（1.28）よりも高い値となった。

2 そのほかの記述統計
そのほかの記述統計量については表2にまとめ
た。まず学校生活の満足度について尋ねたところ
75％の児童が学校生活全般については「すごく楽
しい」もしくは「楽しい」と回答していた。個々
の授業について聞いてみると，おおむね50％の児
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表1 子どもたちはマスクを着けていたいのか／外したいのか
具体的場面 回答 平均 標準偏差 最小値 最大値

a．（学校以外の場所で）屋外にいる場合 これからもずっと外したくない 0.18 0.38 0 1

外したい／既に外している 0.18 0.38 0 1

b．電車等の公共交通機関を利用しているとき これからもずっと外したくない 0.29 0.45 0 1

外したい／既に外している 0.10 0.30 0 1

c．図書館など静かな公共スペースを利用しているとき これからもずっと外したくない 0.27 0.44 0 1

外したい／既に外している 0.10 0.30 0 1

d．コンビニエンスストアなど屋内で買い物をするとき これからもずっと外したくない 0.29 0.45 0 1

外したい／既に外している 0.10 0.30 0 1

e．学校の授業中（国語や算数などの座学の時間） これからもずっと外したくない 0.25 0.43 0 1

外したい／既に外している 0.12 0.33 0 1

f．学校の授業中（体育の時間） これからもずっと外したくない 0.12 0.33 0 1

外したい／既に外している 0.31 0.46 0 1

g．学校の授業中（音楽の時間） これからもずっと外したくない 0.19 0.39 0 1

外したい／既に外している 0.19 0.39 0 1

h．学校の登下校の時間 これからもずっと外したくない 0.20 0.40 0 1

外したい／既に外している 0.19 0.39 0 1

aからhの合計値 これからもずっと外したくない 1.79 2.87 0 8

外したい／既に外している 1.28 2.35 0 8

注：観測値数は5004。
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童が好意的に回答していた。
次に，学校における感染対策の程度を測定する
ために，マスクの着脱に関する指導の状況を尋ね
た。具体的には「先生から以下の学校の時間につ
いて「マスクを外しても大丈夫だよ」と指導され
たことが最近1週間の間にあったか」という聞き
方で，個別の授業時間について尋ねている。調査
当時は，マスクによる熱中症の危険等が報道され
ていたこともあり，体育の時間では55％の児童が
先生からマスクを外してもいいと指導を受けたと
回答した。また音楽の時間では19％，座学の時間
では6％がそうした指導を受けていた。当時，厚
労省アドバイザリーボードのメンバーである国際
医療福祉大学の和田耕治教授は “屋外・屋内を問
わず，マスクをしなくて良い場面がある” と指摘
しており，そうした場面の一つとして「黙って聞
く講義」を挙げている1)。そうした専門家の意見

も広まっていたことから「座学の時間」でもマス
クを外して良いと指導する先生がいたのかもしれ
ない。
そのほかの基本属性については，学級の人数は

33人，女性校長の割合は16％であった。

Ⅳ 学校生活の満足度と感染症対策

それでは，学校の感染症対策は児童の学校に対
する満足度にどのような影響を与えているのだろ
うか。ここでは，都道府県固定効果を制御した回
帰分析を行うことで相関関係を確認した。結果は
表3にまとめた。表3の1列ではアウトカムを学校
生活全般に関して「すごく楽しい」もしくは「楽
しい」と回答した児童を1，それ以外を0とする2値
変数を作成し，その変数に影響を与える要因を調
べている。結果を確認すると，「マスクに関する

1)「特に応援したいのは子どもたちの場面である。マスクを着用した顔しかお互いに知らないということもある。
学校活動でも屋外での体育や休み時間，教室でもあまり話をしないような場面では外せることもある。」（和田
2022）。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3228

注：観測値数は5004。

図1 マスクの着脱意向に関する回答の分布
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指導スコア」の係数は0.054であり統計的に有意
となっている。「マスクに関する指導スコア」は
学校における4つの場面（座学，音楽，体育，登下
校）でマスクを外しても良いと指導を受けた（＝
1）と答えた合計数であることから，より多くの機
会でマスクを外すように指導を受けることは，児
童の学校生活に対する満足度を引き上げる効果が
あると解釈できる。
そのほかの属性については，多くの変数は統計
的に有意ではなかったが，クラスサイズは正の，
子どもの年齢は負の相関を示していた。子どもの
年齢が負の相関を持つことについては，より年長
の児童になるほど学校に満足しなくなっているこ
とを反映しているとみられる。
2列から4列は，座学，体育，音楽の時間が楽し
いかどうかをアウトカムとしているが，結果はほ
ぼ同様であり，マスクに関する指導スコアは児童
の満足度と正の相関を示していた。5列は昼食の

時間の満足度の結果であり，この推定では「黙食
ではない通常の昼食」を行っている児童では大幅
に満足度が上昇した。係数値は0.135で統計的に
有意となっていることから，黙食をやめることで
給食の時間が楽しくなる児童が13.5pp上昇してい
る。
こうした推定を因果関係として解釈できるかに
ついては，地域の感染状況が児童の満足度に与え
る直接的な影響をどう考えるかに依存する。学校
は感染状況によって感染対策を変えるため，感染
が収束している地域では黙食が取りやめられた
り，マスクを外しても良いと先生が指導する確率
が上昇すると考えられる。しかし，感染の収束は
それ自体として児童の心理に好ましい影響を与え
るはずだと考えられるため，本研究のような回帰
分析は感染対策を緩める効果を過大に推定するは
ずである。こうした限界はあるものの，推定では
都道府県の固定効果を制御していることから，都
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表2 記述統計量
平均 標準偏差

すごく楽しい／楽しいと回答した子どもの割合
a．学校生活全般 0.75 0.44

b．授業中（国語や算数・数学などの座学の時間） 0.46 0.5

c．授業中（体育の時間） 0.54 0.5

d．授業中（音楽の時間） 0.49 0.5

e．給食やお弁当の時間 0.63 0.48

先生から以下の学校の時間について「マスクを外しても大丈夫だよ」と指導されたことが最近1週間
の間にあったか
a．授業中（国語や算数・数学などの座学の時間） 0.06 0.24

b．授業中（体育の時間） 0.55 0.50

c．授業中（音楽の時間） 0.19 0.39

d．登下校中 0.23 0.42

aからdの合計値（マスクに関する指導スコア） 1.03 1.06

脱黙食／黙食ではない通常の昼食をとっているか（はい＝1） 0.07 0.26

基本属性
子どもの年齢 13 6.58

子どもの性別（女児＝1） 0.49 0.5

回答者（保護者）の学歴 0.52 0.5

回答者（保護者）の性別 0.43 0.5

子どもの学級における女の子の割合 0.49 0.16

クラスサイズ 33.22 10.32

校長先生の性別（女性＝1） 0.16 0.37

注：観測値数は5004。
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道府県レベルでの感染症の流行状況の影響は取り
除かれている。加えて，「黙食の廃止」が満足度に
与える影響が「給食の時間」のみに観察されてい
ることも興味深い。もし，感染症の収束状況によ
る直接的な影響による交絡が大きいならば，すべ
ての推定で「黙食の廃止」は児童の満足度と正の
相関を持つと思われるからだ。以上の考察を踏ま
えると，本研究で制御されていない交絡要因に
よって「みせかけの相関」が生じているというよ
り，感染対策を先生や学校が緩めることを原因と
して，子どもの学校生活に対する満足度が上昇す
ると解釈できるだろう。「学校が楽しい」という
ことは子どもの健全な発達の観点からも重要であ
り，感染対策がそうしたメリットとのトレードオ
フになっていることが改めてデータで確認できた
と考えられる。

Ⅴ マスクの着脱と先生の指導の関係

3節で確認したように，子どものマスクに関す

る着脱の意向は「これからもずっと外したくな
い」という意見と「外したい」という意見に2分さ
れていた。そこで，先生のマスクに関する指導と
子ども着脱の意向がどう関連しているのかについ
ても解析を行った。
解析を行う前に，若干の仮説を述べると，こう
した行動の検証は説得に対して我々がどう反応す
るのかに関する学際的な研究分野の知見と関係が
ある。マスクの着用は特に学校生活において徹底
的に遵守されていた慣行であり，子どもたちの間
でも着用に関する肯定的な信念が形成されている
側面がある。こうした信念を覆すような説得が行
われる場合，説得に応じる場合と，逆に「外した
くない」という意向を強めてしまう場合がある。
後者のケースはいわゆるBackfire効果として知ら
れている。例えば，（Nyhan & Reifler, 2015）では，
季節性インフルエンザのワクチンについて，副作
用の懸念を表明している人たちにワクチンの安全
性についての情報を与えたところ，接種意向が逆
に減退してしまったと報告している。マスクにつ

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3230

表3 学校生活の満足度と感染症対策
学校生活全般 座学の時間 体育の時間 音楽の時間 給食の時間
（1） （2） （3） （4） （5）

黙食ではない昼食 －0.009 －0.008 －0.007 －0.009 0.135***

（0.025） （0.019） （0.029） （0.027） （0.021）
マスクに関する指導スコア 0.054*** 0.044*** 0.067*** 0.053*** 0.048***

（0.006） （0.008） （0.007） （0.008） （0.005）
校長先生の性別（女性＝1） －0.006 －0.021 0.011 0.012 －0.012

（0.018） （0.020） （0.020） （0.020） （0.020）
クラスサイズ 0.001＋ 0 0.002*** 0 0

（0.001） （0.000） （0.001） （0.001） （0.001）
子どもの学級における女の子の割合 0.027 －0.058 －0.011 －0.101* －0.034

（0.052） （0.047） （0.038） （0.051） （0.052）
子どもの年齢 －0.007* －0.025*** －0.031*** －0.032*** －0.019***

（0.003） （0.003） （0.003） （0.004） （0.003）
子どもの性別（女児＝1） 0.011 0.024 －0.100*** 0.147*** －0.004

（0.018） （0.017） （0.016） （0.016） （0.011）
回答者（保護者）の学歴 0.002 0.058*** 0.011 0.025＋ －0.007

（0.017） （0.017） （0.013） （0.013） （0.015）
回答者（保護者）の性別 0.032* －0.024 0.001 －0.022 －0.090***

（0.015） （0.017） （0.017） （0.016） （0.020）
観測値 5004 5004 5004 5004 5004

決定係数 0.033 0.046 0.075 0.078 0.044

注：最小二乗法による推定。表中の変数のほかに都道府県固定効果は制御されている。カッコ内は都道府県でクラスターされた標準誤
差。＋ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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いても同様に，感染症の収束とともに着用を緩め
る措置が今後も行われると思われるが，児童の間
ではそうした「説得」の結果として着用の意向が
逆に強くなることも考えられる。2)

推定に際して，マスクの着脱意向に関する変数
として3節で作成した「外したくない」という回答
の合計スコアと，「外したい」という回答の合計ス

コアを用いた。学校の感染対策の指標としては，
黙食の有無とマスクの着用に関する指導の状況を
用いた。推定は都道府県固定効果を制御した最小
二乗法で行った。結果は表4にまとめた。表4では
1列で「外したくないスコア」，2列で「外したいス
コア」の結果を提示している。みると，1列では
「黙食ではない昼食」を実施することにより「外し

2) Backfire Effectsを提唱した研究として（Nyhan & Reifler, 2010）がある。イラク戦争時にフセインは大量破壊兵
器をもっているかが話題をなったが，実際にはフセインは大量破壊兵器をもっていなかった。そこでNyhan and
Reifler（2010）は共和党支持者にそうした彼らの通念を覆すような「正しい知識」を与えるとどうなるか実験し
た。その結果，驚くべきことに共和党員は自分の見解が覆されると「実は大量破壊兵器はある」とより強く信じ
るようになったという。正しい知識や通念を覆す情報を与えると逆のことを強く信じるようになることは
Backfire effectsと呼ばれており，近年盛んに研究されている。ただしレビュー論文としては（Wood & Porter,
2019）があり，彼らによるとBackfire effectsを示唆する研究はそれほど多くなく，全体としては人々は正しい情報
を与えるとそれを信じるようになると言われている。
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表4 マスクの着脱意向と先生の指導
「外したくないスコア」

（1）
「外したいスコア」

（2）
「外したくないスコア」

（3）
「外したいスコア」

（4）
黙食ではない昼食 －0.471** 0.530*** －0.482** 0.545***

（0.161） （0.156） （0.166） （0.157）
マスクに関する指導スコア 0.084** 0.102**

（0.031） （0.038）
マスクに関する指導（座学の時間） 0.703*** －0.394*

（0.155） （0.159）
マスクに関する指導（体育の時間） 0.163 0.118*

（0.102） （0.058）
マスクに関する指導（音楽の時間） －0.189＋ 0.218***

（0.102） （0.066）
マスクに関する指導（給食やお弁当の時間） －0.035 0.197*

（0.084） （0.092）
校長先生の性別（女性＝1） －0.041 －0.03 －0.038 －0.032

（0.122） （0.095） （0.122） （0.096）
クラスサイズ －0.002 0.001 －0.001 0

（0.005） （0.004） （0.005） （0.004）
子どもの学級における女の子の割合 0.007 －0.113 0.032 －0.126

（0.253） （0.199） （0.249） （0.199）
子どもの年齢 0.492*** －0.294*** 0.496*** －0.295***

（0.090） （0.073） （0.088） （0.073）
子どもの性別（女児＝1） 0.075*** －0.094*** 0.071*** －0.091***

（0.020） （0.018） （0.020） （0.018）
回答者（保護者）の学歴 －0.047 －0.086 －0.055 －0.08

（0.103） （0.059） （0.103） （0.061）
回答者（保護者）の性別 0.365*** －0.076 0.371*** －0.096

（0.083） （0.060） （0.088） （0.065）
観測値 5004 5004 5004 5004

決定係数 0.027 0.03 0.029 0.033

注：最小二乗法による推定。表中の変数のほかに都道府県固定効果は制御されている。カッコ内は都道府県でクラスターされた標準誤
差。＋ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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たくないスコア」が低下することが示されてい
る。この点と整合的に，2列では「黙食ではない昼
食」によって「外したいスコア」も上昇している。
係数値をみても1列では－0.471，2列では0.530で
あり，これは各変数の平均で評価するとそれぞれ
26％と43％の効果となった。黙食の廃止は「マス
クを外す」ように誘導する強い効果があると言え
そうだ。一方，「マスクを外す指導」の効果は一様
ではない。「マスクに関する指導」スコアの効果
は1列で0.084，2列で0.102となっており，2列とも
統計的に有意となっている。この結果は，先生に
よる「マスクを外しても良い」という指導が「マ
スクを外したくない」という児童と「マスクを外
したい」という児童を両方とも増加させることを
示している。マスクの着脱については半分程度の
児童が「いつか外したいが今ではない」と答えて
いることを踏まえると，そうした態度を決めかね
ている児童が両極端な考えを持つようになったと
みられる。
3列と4列では，こうした結果をより詳細にみる
ために，個別場面における「マスクに関する指導」
の効果を確認している。3列をみると，音楽の時
間にマスクを外しても良いと指導することは子ど
ものマスク着用意向を弱める一方で，座学の時間
では「マスクを外しても良い」という指導がむし
ろ「マスクをずっとつけていたい」という児童を
増やしてしまうことが確認できた。「座学の時間」
においてマスクを外しても良いと指導を受けてい
たのは全体の6％の児童であることから，わが国
の常識に照らしてみて先鋭的なマスクに関する指
導を行った場合には，児童がよりマスクの着用意
向を強めてしまうのかもしれない。こうした反応
は，ある種のBackfire効果とみられ，今後より詳
細な検証が必要かもしれない。
4列でも3列の結果と同様に，「座学の時間」の指
導の係数は－0.394で統計的有意であり，やはり
座学の時間における先生による「マスクを外して
も良い」という指導は児童にとっては逆効果であ
ることが示唆されている。一方，音楽や体育など
の時間については，指導を行った場合には「マス
クを外したい」と考える児童が増えた。

そのほか，着脱について顕著な結果がみられた
のは，子どもの年齢と性別だった。年齢が高まる
ほどマスクを外したくないと考える児童は増加
し，女児の場合には7ppほど「これからもずっと
外したくない」と考える児童が多かった。
次に，性や学年よってマスクに対する考え方が
異なる点が確認されたことから，性別と学年別の
サブサンプル解析を行い，結果を図2にまとめた。
図2に学校や先生による感染症対策関連の指導の
効果をみるために，各変数の係数と95％信頼区間
を提示している。結論としては，各サンプルで顕
著な結果の相違は確認できず，いずれのサンプル
においても，黙食の廃止は「マスクをずっとつけ
ていたい」と考える児童を減らす一方で，座学の
時間の指導は「マスクをずっとつけていたい」と
考える児童を増加させた。

Ⅵ おわりに

本論文では，コロナ禍の子どもたちの日常性の
伭復を考える上での基礎的資料として，学校の感
染対策や子どもたちの学校生活の満足度に関する
独自調査の基礎的な解析結果をまとめた。得られ
た知見としては3つある。まず第一に，長らく続
いたコロナ禍の影響として，「これからもずっと
マスクをつけていたい」という児童の割合は場面
によっては30％に上ることが明らかになった。こ
れは，コロナ禍ではじまった新しい生活様式が子
どもたちに定着していることを示している。次
に，マスクの着用などの感染対策を緩める施策は
子ども達の学校生活への満足度を高める効果を
持っていた。最後に，「座学の時間」において「マ
スクを外しても良い」と先生から指導を受けた場
合には，先生の意思に反してマスクの着用意向が
むしろ上昇するようだった。この結果は，子ども
達の間に感染対策が既に習慣として根付いている
ことを前提に，学校における感染症対策の在り方
やコロナ禍の収束に向けた日常性の伭復について
考える必要があることを示しているだろう。
なお，本研究の限界として，アンケート調査に
基づく結果であるために，代表性が必ずしも担保

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3232
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されていない点があげられる。今後，感染症対策
の在り方については多様な意見があることを前提
とすると，当事者を含めた形での意思決定（およ
び意見の集約方法の模索）が望ましく，その観点
からもこうした調査がより大規模に，代表性が担
保された形で実施される必要があるだろう。
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On Children’s School Lives After the COVID Pandemic
-The Results and Preliminary Analysis of the School Life Survey

in June 2022-

TAKAKU Reo＊1 and WANG Mingyao＊2

Abstract

This paper reports the results of an original survey of school infection control measures and children’

s satisfaction with school life as basic data for considering the restoration of routine in children with the

pandemic. The findings obtained are threefold. First, as an effect of the long-lasting pandemic, the percentage

of children who said they “want to wear masks all the time from now on” was as high as 30% in some

situations. Second, measures to loosen infection control measures, such as removing masks, had the effect of

increasing children’s satisfaction with school life. Finally, when the teachers instructed the students that they

could remove their masks during “classroom time”, the intention to wear masks rather increased among

some students against the teacher’s will. These results would indicate that it is necessary to consider the

nature of infection control measures in schools and the restoration of routine, assuming that infection control

measures have already taken root as a habit among children.

Keywords：School, Surgical mask, Silent eating, Satisfaction
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

新型コロナウィルスの蔓延下でのメンタルヘルスの変化：
これまでの知見と将来への含意

山村 英司＊

要 旨

2020年初頭に日本に上陸した新型コロナウィルスは，変異を繰り返しながら2年以上が経過した。蔓
延を防ぐため日常生活の制限，経済状況の悪化などのため，特に蔓延初期段階でメンタルヘルスの悪化
が観察された。ただし，このようなコロナパンデミックの影響は，国や個人の属性によって大きく異な
る。例えば，性別によってコロナの影響は大きく異なる。とりわけ日本においては，若年女性の自殺数
の増加はほかの集団よりも顕著に観察される。このような結果をもたらす要因として，男女が直面する
経済社会的な環境の違いがある。女性が置かれている状況は男性よりも不利なために，ストレスが大き
くなりメンタルヘルスを悪化させる。また，臨時休校などによる子供のメンタルヘルスへの影響は短期
ばかりでなく長期的に分析する必要がある。今後は追加調査を実施することで，パンデミックの長期的
影響を分析することが望まれる。

キーワード：新型コロナウィルス，メンタルヘルス，自殺

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 236-245.

Ⅰ はじめに

2019年末以降，新型コロナのパンデミックは世
界各国の政治経済，そして社会生活に大きな変化
をもたらした。時代の要請に応えるように幅広い
分野において短期間で，膨大な数のパンデミック
関連の研究が発表された。パンデミックが始ま
り，緊急事態宣言などが出されると，自らの意志
とは無関係に「引き籠り」的な日常をおくらざる
を得なくなる。人との関わりから切り離され自由
を制限される中で，パンデミックへの罹患への恐
怖心もある。このような現実に直面するなかで，

コロナ禍がメンタルヘルスや自殺に及ぼす影響の
分析が蓄積されてきた。
本稿ではこれまでのコロナ禍におけるメンタル
ヘルス関連の研究成果を整理しその知見から得ら
れる含意を議論する。同テーマは公衆衛生，社会
心理学，経済学，政治学など多様な分野で数多く
の研究が存在する1)。メンタルヘルスに限っても，
さまざまなアプローチがなされている。先行研究
の全貌を本稿で紹介することは紙幅の制限などか
ら不可能である。そこで，本稿では先行研究を網
羅するのではなく，国内外の多くの研究で共通し
て観察される傾向を概観しつつ，筆者がこれまで
進めてきた研究やその関連研究を中心に取り上げ

＊西南学院大学経済学部 教授
1) 例えば日本心理学会では学会誌で，新型コロナウイルスに関連する特集号を組んでいる（山田 2021）。
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る。例えば，男女間のメンタルヘルスの差，緊急
事態制限がメンタルヘルスに与えた影響，臨時休
校が学童の親のメンタルヘルスに及ぼす影響，ワ
クチン接種後のメンタルヘルスの変化などであ
る。

Ⅱ メンタルヘルス関連の研究動向

1 短期的分析
コロナパンデミックの初期段階から世界各地で
さまざまなプロジェクトが立ち上げられパンデ
ミックがメンタルヘルスに及ぼす影響の分析が進
められた。その中で最大規模と思われるのが2020
年の3月世界各地の研究者が連携して立ち上げた
COVIDiSTRESS global surveyプロジェクトである
（Lieberoth et al., 2021; Yamada et al., 2021）2)。ここ
では，本人が自覚する精神的ストレス，予防行動，
政府への信頼度などに関する詳細な質問票を作成
し，これを利用してオンラインサーベイにより
2020年のパンデミック初期に 48か国から約
175,000人のデータを収集した。因果関係を明ら
かにはしていないが，実態を把握するために変数
間の相関関係や国の間にどのような違いがみられ
るかが分析されている。新型コロナを心配する人
ほどストレスが高い傾向が観察された。国家間の
比較では，日本人は他国に比べて行動変容の要請
に積極的に従う傾向が顕著にみられる。興味深い
のは，ストレスを強く感じる人ほど，コロナ対策
のための行動変容の要請に従わない傾向がみられ
たことである（Lieberoth et al., 2021）。
日本における分析を紹介しよう。コロナ禍の初
期において若者，低所得家計の人，休息や睡眠が
不足している人などにメンタルヘルスの悪化が観
察されている（Nagasu et al., 2021）。マスク着用，
手の消毒，他者と物理的距離を確保するなどの予
防行動を取らない傾向が確認されている人ほど孤
独を感じ（Stickley et al., 2021），恐れなど抑鬱的
な精神状態にある（Stickley et al., 2020）。つまり，
メンタルヘルスの悪化は，行動変容に消極的な反

応に結びつくと解釈できる。メンタル状況が悪い
と，行動変容するだけの精神的な余裕がないのか
もしれない。
メンタルヘルスの影響は感染の増減や，政府の
パンデミック対策など状況変化の影響も大きく受
ける。同一人物に対して3月中旬からほぼ毎月，
繰り返し調査を行うことで東京オリンピック延期
や緊急事態宣言などの影響を分析した研究があ
る。Yamamura & Tsutsui（2020）は飲食業や観光
業などオリンピック特需が期待された「オモテナ
シ産業」の就業者の幸福度の変化について分析し
ている。具体的には2020年夏に開催予定だった東
京オリンピックの延期が2020年3月24日に発表さ
れる前後で，幸福度および近い将来の期待所得に
ついての変化を分析した。主要な発見は次の通
り。延期発表前に比べ，延期発表直後に大きく幸
福度の低下がみられる。しかし，2週間後に延期
発表前と同程度の幸福度に戻る。幸福度が大きく
変化する一方，主観的な1年後の期待所得額は延
期発表の影響を受けない（Yamamura & Tsutsui,
2020）。つまり，オリンピック延期による金銭的
な影響よりも，オリンピックに貢献する機会が失
われることから一時的に幸福度が低下したと考え
られる。注意しなければならないのは，この結果
がパンデミック初期のごく短期間のデータに基づ
いていることである。現実にはその後2年以上に
わたって，コロナ禍による経済損失があったの
で，これがメンタルヘルスに及ぼした可能性は大
きい。
2020年の第一回目の緊急事態宣言は，2020年4
月7日に東京，神奈川，埼玉，千葉，大阪，兵庫，
福岡の7都府県で出された。全国に宣言を拡大し
たのは4月16日だった。同じ程度に危機的な状況
にありながら，宣言が出るのが遅れた地域もあ
る。この自然実験的な状況をいかして，緊急事態
宣言の効果を分析した研究がある（Yamamura &
Tsutsui, 2022）。分析結果によれば，緊急事態宣言
によって予防行動が促進される一方，メンタルヘ
ルスの悪化もみられた。緊急事態宣言解除後も予

2) 山田（2021）では，パンデミック初期における心理学研究者による迅速な研究発表プロセスが紹介されている。
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防行動は持続的にとられる一方，メンタルヘルス
は回復した。さらに，早めに緊急事態宣言が出た
地域の方が，予防行動促進の効果は大きかった。
つまり，新型コロナウィルスの情報が不足してい
る状況下では，基本的な予防行動を浸透させる
きっかけとして緊急事態宣言は有効であり持続性
もあったことがわかる。
海外の多くの国で実施されたロックダウンは法
的強制力を伴うために，日本の緊急事態宣言より
も行動制限が厳しくなる。Brodeur et al.（2021）
はヨーロッパとアメリカにおけるロックダウン前
後で人々のネット上の探索履歴データを集め，探
索行動がどのように変化したがを分析している。
「孤独」，「悲しみ」，「心配」などの言葉の探索が増
加した，その一方で「ストレス」，「自殺」，「離婚」
などの探索数は減少した。いずれも，ネガティブ
な感情をあらわす言葉であるが，人々の関心は一
様に変化しているわけではなく複雑であることが
うかがわれる。
新型コロナの傾向への影響については年齢に
よって高齢者ほど重症化リスクや死亡リスクが高
いことが知られている（Koh et al., 2021）。メンタ
ルヘルスへの影響も人々が属する社会集団によっ
て異なるだろう。例えば，自立する前の若年層に
対してコロナ禍はどのように影響したのか？スペ
インの8～18歳の若年層を対象にした分析では，
2020年4月のロックダウン中に，反抗的態度や怒
りを示すようになり，一方で不安感や抑鬱などメ
ンタルヘルスの悪化もみられた。とりわけ，男よ
りも女でメンタルヘルスの悪化は顕著で，不安
感，自己評価の低下，情緒不安定などが観察され
た（Pizarro-Ruiz & Ordóñez-Camblor, 2021）。ドイ
ツの大学生を対象としたオンラインサーベイはパ
ンデミック以前の2019年8月とパンデミック中の
2020年7月の2回実施された。この分析ではパンデ
ミック以前に比べてコロナ発生後に，不安感や孤

独感が高まっていることが示された（Werner et
al., 2021）。
2020年の5～7月の間に行われた東欧諸国など世
界9カ国を対象とした分析では，ストレスや抑鬱
感を感じる大学生の割合はそれぞれ61％と40％で
あることを示し，これは全人口年齢のサンプルを
使った場合の約6倍になると論じた（Ochnik et al.,
2021）。若年層は高齢者層に比較して，コロナ感
染によって重症化する確率は低いとされるが，他
者との接触など行動制限によってメンタルヘルス
の状況の悪化は深刻であると考えられる。つま
り，社会全体のパンデミック対策のために，そこ
から得られる便益が小さい若者がメンタルヘルス
悪化というコストを負担したと考えられる。また
学校生活や対面学習などから得られる便益は小さ
くなる。経済学的に考えれば，パンデミック対策
のために若者は大きな機会費用を負担したと考え
られる。

2 メンタルヘルスへの介入効果の検証
社会心理学の国際研究グループは，2020年3月
からコロナパンデミックの影響への大規模なオン
ライン実験分析を企画した。世界各国から膨大な
数の研究者が参加したが，非常に迅速に組織的に
研究がすすめられた3)。この実験では，87か国
21644人を対象に介入することによる感情変化の
分析を行っている（Wang et al., 2021）。大まかな
段取りは，オンラインで実験開始前に感情やメン
タルヘルスの質問に回答してもらう。その後に，
被験者は実験の処置グループと比較対象グループ
に分けられ，介入効果が検証される。処置群に与
える情報は，2つのタイプがある。
一つ目の情報タイプは，パンデミック克服に希
望を持たせる情報。例えば，「これまで人類は非
常に困難な状況におかれても，それを克服してき
た。コロナも克服していくだろう」。二つ目の情

3) 研究に参加した山田祐樹氏（九州大学）によれば，20年3月14日に既にコロナ特別プロジェクトを実施すること
が決まり，すぐに研究計画案と研究協力者の公募が同時に行われた。日本チームは20年3月25日にはἧっていた。
研究計画案は1週間で約60件くらい集まり，それらを審査・投票して，3件に絞り，それぞれの調査を即時に開始し
た。本校で紹介するのは，その中の一つ。この研究は，4月17日にNature Human Behaviourに実験手順が事前投稿
され，査読を経て5月12日に原則的採択されている。実験後の論文は翌年の6月28日に正式採択されている。
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報タイプは，パンデミックに対する考え方の方向
性を変える情報である。「パンデミックによって
家でゆったり過ごすことが出来るようになった。
そのおかげで趣味に時間を使ったり，家族と過ご
す時間が増えた」。大まかな分析結果としては，
介入によって負の感情が弱まり正の感情が高まっ
た。つまり，コロナ禍において前向きな情報を与
えことによりメンタルヘルスが改善された。とり
わけ，調査が実施されたようなパンデミック発生
初期では，その対処法や症状などの情報が不足し
ているので，落着きや冷静さを取り戻す効果が高
いと思われる。この分析結果から得られる示唆と
しては，マスメディアなどを通じた情報発信は，
情報に誤りがない範囲で極力前向きな内容を伝え
ることが望ましい。
ほかの研究では，ビデオを視聴させる効果を検
証する実験を行っている。ビデオの中で二人の友
達が登場し，家族の話，コロナ禍での隔離生活，
そこから来る孤独や恐れについて会話する。この
ビデオを鑑賞しないグループに比べて，このビデ
オを視聴したグループのメンタルヘルスは大幅に
改善した（Valeri et al., 2021）。ビデオ視聴よりも，
本人自身が友人と会話する機会があれば効果は大
きいことだろう。コロナ禍における遠隔会議シス
テム普及は，メンタルヘルスの維持に一定の効果
を持っていた可能性がある。

3 長期的な分析
これまで確認したように，コロナパンデミック
のメンタルヘルスへの影響は状況によって大きく
変化する。短期間を取り出した観察は，パンデ
ミックの影響を局所的にしか明らかにできない4)。
しかし，コロナとメンタルヘルスをめぐっては多
くの研究が短期的な分析で，コロナパンデミック
発生以降の継続的分析は数少ない（Yamamura et
al., 2022）。コロナが始まる以前のメンタルヘルス
の状態が分からなければ，パンデミックの影響を
識別することが出来ない。したがって，コロナパ

ンデミック発生以前から長期にわたる継続的に追
跡調査からは非常に重要な知見を得ることが出来
る。
日本ではYamamura et al（2022）が2020年3月か
ら2021年9月までほぼ毎月同じ人の主観意識を追
跡調査した。しかし新型コロナが日本でも確認さ
れた後に調査を始めているので，パンデミック以
前との比較はしていない。ここではワクチン接種
の前後で自分が罹患すると思う確率や罹患したと
きの症状の重さなど主観的評価と，メンタルヘル
スの変化が分析されている。ワクチン接種前に比
べてワクチン接種後は，主観的な罹患確率は有意
に低下している。さらに罹患したとしても症状は
軽いと考える人が増えている。これは男女ともに
観察される傾向である。メンタルヘルスについて
男性は変化ないが，女性は接種後にメンタルヘル
スの改善がみられた。次節ではコロナ禍中に女性
の自殺者が顕著に増加したことが示される。これ
を踏まえるならば，ワクチン接種を促進すること
で，コロナ蔓延を予防するばかりでなく，メンタ
ルヘルスの改善により自殺の抑止につながる可能
性がある。
Foa et al（2022）は，2019年7月から2021年6月に
かけての2年間イギリスを対象とした週ごとの
データを用いている。主要な発見は次の通り。コ
ロナパンデミック以前に比べ，パンデミック中は
メンタルヘルスが悪化し，とりわけ感染者数が多
いときにメンタルヘルスは悪化する。また，この
期間中に2回のロックダウンがあった。いずれの
場合もロックダウン開始直後に大きくメンタルヘ
ルスが悪化する。しかしロックダウン期間内にメ
ンタルヘルスは徐々に改善しロックダウンの終わ
り近くになるとロックダウン前と同程度の状態に
なる。さらに，最終調査の2021年6月のメンタル
ヘルスは，ほぼパンデミック前の水準に戻ってい
る。彼らは2020年1月から2021年7月にかけて，英
語圏のアイルランド，米国，カナダ，ニュージー
ランド，オーストラリアで同様の調査を行ってい

4)「短期」と「長期」に分けてパンデミックがメンタルヘスに及ぼす影響を分析することを目的とした研究でも，
実際にパンデミックからの時間経過が短い場合，短期（発生から2020年4月時点）と長期（発生から2020年7月）の
違いは数カ月程度となる（Andrada & Ozdemir, 2021）。
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る。国によってロックダウンの回数，時期，期間
は違うが，おおむねイギリスと同様の結果が得ら
れている。以上の結果よりロックダウンの非日常
生活に，精神的に徐々に適応していくと考えられ
る。
Cheng et al.（2022）はシンガポールの2019年7月
から2021年7月の生活満足度の変化を分析した。
ロックダウンでは極端に生活満足度は低下する。
ロックダウン後は徐々に満足度は上昇し最終的に
はパンデミック以前のレベルと同水準になる。こ
の結果は英語圏の研究結果と整合的である。しか
しながら，パンデミック中に所得減少を経験した
グループについては，生活満足度は最後までパン
デミック以前の水準よりも低いままだった。
全体としては大きな経済状態の悪化が起こらな
ければ，人々はコロナパンデミックに順応してい
く傾向がある。さらに，パンデミックが終息する
ならば，平均的にはメンタルヘルスに関する懸念
は消えていくものと思われる。問題となるのは失
業等で経済状態が悪化した場合，メンタルヘルス
の回復がみられないことである。
経済状態が悪化したグループ以外にも，注意を
払うべきグループがある。代表的なエッセンシャ
ルワーカーである医療機関の就業者である。彼ら
はコロナ感染者や感染した可能性が高い患者に接
した場合や，自身の家族への感染を心配したり，
孤独を感じるときにメンタルヘルスの悪化がみら
れた（Ruiz-Frutos et al., 2022; Saddik et al., 2021）。
類似の傾向が日本でも観察された（小岩他
2021）。ポルトガルでは妊婦がロックダウン中に
顕著なメンタルヘルスの悪化を示したという報告
もある（Fernandes et al., 2022）。臨時休校や緊急
事態宣言下の非日常的な状況の中で，子供たちの
オンライン・ゲームや動画視聴が増え子供の健康
に対する懸念が高まっている（Ashikkali et al.,
2020）。日本においては，睡眠不足やネット視聴
時間の増加などが起き，これがメンタルヘルスの

悪化と相関していた（髙坂 2021）。これが習慣
化することによって，成長過程においてメンタル
ヘルスなどにも長期的な影響があるかもしれな
い5)。以上のように女性や子供などを中心とする
社会集団では，パンデミックの影響は長期化する
可能性がある。これを検証しつつ，長期的な対策
を講じることも求められよう。

Ⅲ 自殺数増加の性差とその背景

コロナパンデミックがメンタルヘルスや経済環
境を悪化させ，それが極限に達するならば自殺を
選択するケースも出てくる可能性がある。コロナ
パンデミック以降の自殺数の変化について研究が
蓄積されている。コロナ禍初期における代表的な
研究として，パンデミック発生から4カ月間にお
ける中・高所得水準にある21カ国を対象にした研
究があり，自殺数は日本を含む9か国において減
少し，12か国において変化がなかったがわかった
（Pirkis et al., 2021）。この研究を実施したグルー
プは，パンデミックの影響は複雑であり，単純に
この結果を一般化することなく，調査を継続し長
期的な視点から自殺抑止の方策を考えることを提
唱している（Sinyor et al., 2021）。
その後，日本を対象にした研究が蓄積された。

Ueda et al.（2021）の2017年1月から2020年10月ま
での月次データを用いた研究によれば，パンデ
ミック発生以前の期間に比べて，自殺数はパンデ
ミック初期時点では減少した。しかし，2020年7
月以降に増加傾向を示し，同年10月には前年比で
約70％の増加をとなった6)。中でも最も自殺が増
えたのは40歳以下の女性グループであった。
Horita & Moriguchi（2022）による2021年9月まで
分析射程を広げた研究では，もともとの自殺数の
水準は女性よりも男性が高いが，その水準をコン
トロールして変化率を観察するとパンデミックの
影響は男性よりも女性が大きくなることが示され

5) 日本の大学生は，オンライン授業の増加で目，肩，首，頭などに身体的負荷がかかり，これがメンタルヘルスの
悪化につながっていた（内田・黒澤 2021）。
6) パンデミック初期に自殺者数が減少したのは政府の手厚い援助や労働時間の短縮などの複合的な影響による
（Tanaka & Okamoto, 2021）。
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ている。具体的にはパンデミック期において，自
殺数の予測値に比べて実際に観察される自殺数
は，男性で17％，女性で31％多くなる（Horita &
Moriguchi, 2022）。
以上のようにパンデミックが自殺に及ぼす影響
は男性より女性のほうが大きいが，この違いは何
に起因するのだろうか？日本のオンラインサーベ
イ調査では，40歳以下の女性グループは所得低下
や失職がほかのグループよりも多く，メンタルヘ
ルスの悪化も顕著であることが分かった（Ueda et
al., 2020, 2021）。日本においてはパンデミック発
生直後からメンタルヘルスの悪化が観察される
が，自殺の増加が観察されるまでは4カ月程度の
タイムラグがある。これは，女性の経済状態の悪
化が自殺を誘発する閾値に達するまでにかかる時
間と解釈できよう。
海外では屋内の閉塞空間で生活することで，ド
メスティック・バイオレンス（DV）が増加したと
いう報告もある（Gulati & Kelly, 2020; Piquero et
al., 2021）7)。また，日本の30歳以下の女性はDVに
よってメンタルヘルスの悪化がみられる
（Yoshioka et al., 2021）。小学生の子供がいる家庭
では，臨時休校により低学歴の母親のメンタルヘ
ルスの悪化がみられたが，父親や高学歴の母親に
は変化がみられなかった（Yamamura & Tsutsui,
2021b）。この背景にはパンデミックによって仕事
と家事育児に対する夫婦間での偏りが大きくなっ
たからかもしれない。共働き家庭では小学校の臨
時休校中に母親が仕事と子育てを行い負担が増加
したが，父親の負担に変化はない（Yamamura &
Tsutsui, 2021a）。
コロナ禍の影響の男女間の違いは他国でも観察
されている。アジアと欧米の6カ国のデータを分
析すると，コロナによって女性は50％所得低下
し，24％失職の可能性が高まった（Dang & Viet
Nguyen, 2021）。カナダでも男性よりも女性のメ
ンタルヘルスの悪化が大きく，それは経済状況以
外に，他者との接触や外出の減少などに関係して
いることが示された（Lin, 2022）。チリの研究で

は，コロナ禍によって男性よりも女性は家事が増
える一方で，仕事を失い所得の低下がみられる，
さらに女性は男性よりもメンタルヘルスの低下が
大きい（Borrescio-Higa & Valenzuela, 2021）。他国
においても，男性よりも女性の自殺の増加が大き
くなる状況はそろっている。社会経済的に弱い立
場にある女性が，さらに苦境に立たされているの
である。

Ⅳ 結び

パンデミックの問題を考えるには，短期的な問
題と長期的な問題を分けて考えることが重要であ
る。短期的にはパンデミックの状況は刻々と変化
している。デルタ株の感染者数が爆発的に増えた
ときには重症化リスクが高かったが，その後に出
てきたオミクロン株は非常に感染力が高いが重症
化リスクは低い。新型コロナは次々と変異株が登
場するので，望ましい政策も変化していく。これ
までのコロナパンデミックの経験を踏まえるなら
ば，議論を一般化することには慎重になる必要が
ある。今後の状況変化や新たな研究成果を確認し
つつ状況に応じた対策を練ることが重要である。
長期的には新型コロナの影響はパンデミックが
終息した後にも残っていく可能性がある。世界中
であらゆる分野の研究者が新型コロナパンデミッ
クの研究を進めた。パンデミック初期のエビデン
スが不足していた時点においては学術上の貢献が
大きかったが，今や完全に成熟分野となり追加的
な研究をしても学術的な貢献は限定的である。し
かし，学術貢献としては目立たないものだとして
も，実態を把握し分析していくことは現実社会に
十分な貢献をもたらすであろう。
速水融氏は約100年前に発生したスペイン風邪
のパンデミックが日本にもたらした影響を経済史
の視点から分析した。速水融氏は次のように結論
付けている「日本はスペイン・パンデミックから
ほとんど何も学ばず，あたら四五万人の生命を無
駄にした（中略）過去の被害の実際を知り，人々

7) メンタルが悪化する母親が子供にDVを働く可能性もあるだろう。DVのトラウマはパンデミック後も消えない
可能性が高い（Newnham et al., 2022）。コロナ終息後もDVを受けた子供へのケアは欠かせないものとなるだろう。
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がそのときの『新型インフルエンザ・ウイルス』
にどう対処したかを知ることから始めなければな
らない。なぜなら人類とウイルス，特にインフル
エンザ・ウイルスとの戦いは両者が存在する限り
永久に繰り返されるからである」（速水 2006,

436頁）。一旦終息してしまうと，パンデミックの
ことなどすぐに忘れてしまったのである。
新型コロナにおいては，これまでかなり詳細な
分析や報告がなされてきた。しかし，それだけで
はパンデミックの影響の全体像をとらえることは
出来ない。パンデミックによってメンタルヘルス
を損なった女性や子供が今後どのような人生を歩
むのであろうか？海外では長期にわたって個々人
の追跡調査を継続したパネルデータがある。例え
ば，ド イ ツ の German Socio-Economic Panel

（SOEP）では1984年から現在に至るまで毎年調査
を継続している。これを使って多種多様な研究が
今現在も蓄積され続けている。長期的な社会の変
化を分析することの意義が共有されているために
長期パネルデータが構築され知的公共財になって
いるのだ。残念ながら日本では調査を継続するこ
との意義が理解されず，予算もつかない。そのた
めに，SOEPのようなデータが存在しない。当然，
新型コロナパンデミックの影響を長期的・巨視的
に把握することが出来ない。スペイン・インフル
エンザの時代から日本が抱える問題の本質は今も
変わらないのである。
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Changes in mental health during the coronavirus pandemic:
Past findings and implications for the future

YAMAMURA Eiji＊

Abstract

COVID 19 has arrived at Japan in January 2020 and mutated repeatedly until the end of 2022. Due to

regulation of daily life and economic decline, especially in the early stage of the pandemic, condition of mental

health has been deteriorated. However, the impact of COVID-19 varied according to characteristics of

countries and individuals. For instance, the effect of COVID-19 differed between genders. In Japan, increase in

suicides of young women is remarkably observed in compared with other groups. This is because socio-

economic condition is different between genders. The condition of women is worse than men, increasing

women’s stress and so deteriorating mental health. Further, it is necessary to examine whether temporary

school closing under the pandemic has not only short-term but also long-term influence on pupils’ mental

health. We should conduct additional surveys to explore the long-term effect of COVID-19 pandemic.

Keywords：COVID-19, Mental Health, Suicide
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

雇用保険と生活保護の狭間の所得保障ニーズへの政策的対応：
コロナ禍の住居確保給付金・特例貸付と三層のセーフティネット1)

安藤 道人＊1，古市 将人＊2，大西 連＊3

要 約

本稿は，雇用保険や生活保護の狭間の現金給付制度が限定的な中で，この狭間に位置する生活困窮者
層の所得保障ニーズ（第二層の所得保障ニーズ）に，コロナ禍の政府・自治体はどう対応してきたかを
検証した。本稿の検証結果は，以下の4点にまとめられる。第一に，リーマン・ショック後において，第
二層の所得保障ニーズに対応する制度は住居確保給付金や生活福祉資金貸付などに限られ，利用も停滞
していた。第二に，コロナ禍における住居確保給付金や貸付の特例的な拡大は，緊急事態宣言後のこれ
らの制度利用の急増に繋がった一方で，その後数か月で利用は急減した。第三に，雇用保険による失業
給付や現役世代層の生活保護利用者もコロナ禍で増加した。第四に，第二層向けの現金給付・貸付は一
時的な所得保障ニーズを想定している一方で，コロナ禍のセーフティネットの利用動向や政策論議は，
より恒久的な所得保障ニーズへの政策的対応の必要性を示唆するものであった。

キーワード：第二層の所得保障，生活困窮者支援，現金給付，住宅手当，都道府県別月次データ

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 246-261.

Ⅰ はじめに

コロナ禍において，民間団体からの食糧支援な
どに頼る人々の数は増加した。例えば，民間団体
によって東京都庁前で週1度行われている食料配
布に来る人の人数は，2020年4月には106人だった
のが，2021年に入り200人をこえると，2022年には

500人をこえ，2020年半ば以降は550人前後の人数
にまで拡大した（大西 2022）。リーマン・ショッ
クが生じた2008年から2009年にかけての年末年始
で東京の日比谷公園でおこなわれた「年越し派遣
村」に集まった人々が500人であったことを考え
ると，「年越し派遣村」と同等の規模で毎週の支援
活動がおこなわれている。また池袋でホームレス
に対する炊き出しを行ってきた団体においても，

1) 著者順はアルファベット順である。本研究は，日本学術振興会の科学研究費（20K01733）の補助を受けている。
また本稿は，同名のワーキングペーパーを加筆・修正したものであり，本稿で使用した図表やデータ等は，下記の
リンク先で公開している：https://github.com/michihito-ando/covid19-japan-policies。リサーチアシスタントの脇正
哉氏と金山隼人氏に感謝の意をお伝えする。なお本稿の内容や内容に関する一切の誤りは著者らの責に帰するも
のである。
＊1立教大学経済学部 准教授
＊2帝京大学経済学部 准教授
＊3認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 理事長
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2019年度に炊き出しに訪れた人の平均が166名で
あったのが，2022年度4月から7月の平均値が487
人にまで達した2)。東京都の路上生活者概数調査
によれば，23区内の路上生活者数は，コロナ禍前
の2020年1月の557人から2022年1月の437人とむし
ろ減少している3)にもかかわらず，食糧支援の列
に並ぶ人は増えている。また若者や子育て世帯に
も，民間団体から食料支援を受ける人たちがい
る。例えば，若者を対象に大規模な食糧支援や現
金給付を行う事業を行っているある認定NPO法
人では，2021年度だけで，508名に約4.7万食，474
人に約2,700万円の食料支援と現金給付を行なっ
ている4)。
新宿都庁下での食料品配布および相談会での相
談者記録においても，コロナ禍での生活困窮の状
況の多様さがうかがえる5)。ある30代男性は，地
方の工場で派遣として働くも契約更新されず失職
し，寮を出てネットカフェ生活になり，うつ病も
有しており，所持金数百円となって相談に訪れ
た。ある40代男性は，飲食店で契約社員として働
くもコロナ禍で失業し，家賃滞納はないものの更
新料を用意できず，貯金もなく，後述する特例貸
付制度を利用して生活していた。また未就学児童
を抱える30代女性のシングルマザーは，パートを
かけ持ちして公営住宅で生活しているものの，コ
ロナ禍の影響でパートのシフトが減って収入減に
悩まされていた。さらにある20代女性は，コロナ
禍で失業し，特例貸付を利用後に再就職したもの
の，再就職先の派遣は手取りで月に14万円ほど
で，いつ失職するかという不安を抱えていた。
政府や自治体も，このような生活困窮層・貧困
層に対して，何の対策も打ってこなかったわけで
はない。とりわけ2015年4月から始まった生活困
窮者自立支援制度は，生活保護を受けていない多
様な生活困窮世帯を主な政策対象としており，施

行後7年たった現在，さまざまな取り組みが全国
の自治体でなされている。雇用保険と生活保護に
挟まれたいわゆる「第二のセーフティネット」の
要として，この制度は，失業給付も生活保護も受
けておらず，場合によってはフルタイムで働いて
いる生活困窮層を対象としている。
しかし生活困窮者自立支援制度は，相談支援事
業が中心であって経済的困窮に対する現金給付と
しては有期の住居確保給付金しかないという限界
がある。コロナ禍において，冒頭で述べたような
民間団体の食糧支援や本稿で注目する住居確保給
付金や生活福祉資金の特例貸付に頼る人々が急増
したという事実は，生活困窮者自立支援制度にお
ける相談支援事業ではすくいとれない所得保障
ニーズが幅広く存在することを示唆している。路
上生活者でもなく，生活保護も受けておらず，場
合によってはフルタイム就労を継続している状態
でも，貧困や生活困窮のために，民間団体の食料
支援に頼らなければならない人々が存在するのが
日本の現実である。
本稿の目的は，このように雇用保険や生活保護
の狭間の現金給付制度が限定的な中で，この狭間
に位置する生活困窮者層の所得保障ニーズ（以
下，「第二層の所得保障ニーズ」と呼ぶ）に注目し
て，コロナ禍の政策的対応を検証することであ
る。本稿では雇用保険の利用者層を第一層，生活
保護の利用者層を第三層とし，この狭間に位置す
る生活困窮者層を第二層と呼ぶ。この区分はリー
マン・ショック以降の雇用セーフティネットを巡
る政府の議論に沿った便宜的な分類にすぎない
が，コロナ禍における政府対応やポストコロナの
政策論について検証するためには有益な区分であ
る。また，政府での議論ではこの三層構造を社会
保障・セーフティネットの層ととらえることが多
いが，本稿では社会階層としてもこの三層の区分

2) NPO法人TENOHASI https://tenohasi.org/activity/log/#siryo2［2022年10月3日最終確認］。
3) 東京都が年に2回実施している，道路・公園・河川敷・駅舎等の路上生活者の概数調査。https://www.fukushiho
ken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/rojo/gaisuchosa.html［2022年10月3日最終確認］。
4) 認定NPO法人D×P 2021年度報告書 https://www.dreampossibility.com/wp/wp-content/uploads/2022/06/DxPre
po2021_noBR_0610.pdf［2022年10月3日最終確認］。
5) 以下のケースは認定NPO法人もやいの相談記録に基づいており，プライバシーへの配慮から一部改変したり，
複数の事例を組み合わせている。
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を用いる。
本稿の検証が明らかにしたことは，以下の4点
にまとめることができる。第一に，コロナ禍前に
おいて，第二層の所得保障ニーズに対応する制度
は住居確保給付金や生活福祉資金貸付などがあっ
たが，利用率は低く推移していた。第二に，コロ
ナ禍における住居確保給付金や貸付の特例的な拡
大は，これらの制度利用の急増に繋がったもの
の，その増加は一時的なものであり，数か月で急
減した。第三に，失業給付や現役世代層の生活保
護の利用者も，コロナ禍において持続的に増加し
た。第四に，第二層向けの住居確保給付金や貸付
は一時的な所得保障ニーズへの対応や流動性確保
を想定しているものの，コロナ禍のセーフティ
ネットの利用動向や政策論議は，より恒久的な所
得保障ニーズへの政策的対応の必要性を示唆する
ものであった。
本稿の意義は，雇用保険・生活保護の狭間にあ
る第二層の所得保障ニーズという，これまであま
り着目されてこなかった領域でのコロナ禍の政策
的対応を制度的・実証的に検証したことである。
冒頭の食糧支援や本稿の統計分析が示すように，
この領域には多くの生活困窮層やその予備軍が存
在するにもかかわらず，労働市場においても社会
保障においても，十分な所得の獲得機会が与えら
れていない。本稿は，この領域の輪郭をより明確
にすることを意図している。
最後に，本稿の構成を説明する。Ⅱ節では，
リーマン・ショック以降の第二のセーフティネッ
トの形成や第二層の所得保障ニーズへの制度的対
応を，コロナ禍前後に分けて議論する。さらに，
厚生労働省・財務省・内閣官房の有識者会議や審
議会におけるコロナ禍での関連する政策論議を取
り上げる。Ⅲ節では，都道府県の月次パネルデー
タを用いて，コロナ禍前後に第二層の住居確保給
付金と生活福祉資金貸付の利用がどのように推移
したかを検証し，さらに第一層の失業給付と第三
層の生活保護についても同様の検証を行う。Ⅳ節
では，住居確保給付金や住宅手当を巡るポストコ
ロナを見据えた昨今の政策論を検討し，さらにⅡ
節とⅢ節を踏まえて第二層の所得保障ニーズにつ

いて考察する。Ⅴ節は結語であり，本稿では検証
できなかったことや今後の政策的課題について述
べる。

Ⅱ 雇用保険と生活保護の狭間の所得保障ニーズ

本節では，リーマン・ショックからコロナ禍前
までの時期とコロナ禍の時期における第二層の所
得保障ニーズへの政策的対応を整理し，さらに政
府の有識者会議等でこの問題がどう議論されたか
を検証する。そして，コロナ禍における住居確保
給付金や貸付の特例措置は，高く評価されつつ
も，限定的にしか第二層の所得保障ニーズに応え
られていないことを指摘する。

1 コロナ禍以前
2008-2009年のリーマン・ショックから2019年
のコロナ禍直前の10年間は，第二のセーフティ
ネットと呼ばれる第二層に対する雇用セーフティ
ネットの形成期であった。しかし，そこでのセー
フティネットは現物給付が中心であり，第二層の
所得保障ニーズに応える制度は限られたもので
あった。以下では，その経緯を説明する。
戦後，日本における雇用セーフティネットとし
ての現金給付の中心的存在は雇用保険における失
業給付であり，それ以外には生活保護の生活扶助
や住宅扶助等があるだけであった。また生活保護
は雇用セーフティネットに限定されない公的扶助
制度であり，失業給付に頼れない現役世代の「最
後の砦」的な存在であった。
しかし，雇用保険の対象にならない非正規労働
者や長期失業者は，生活保護を利用することが難
しいという時代が長らく続いてきた。なぜなら，
このような人々は稼働世帯と見なされて，生活保
護制度の補足性の原則を根拠に，生活保護を利用
できないことが多かったからである。そのため，
雇用保険も生活保護も十分に利用できない層への
セーフティネットの構築は重要な課題であった
〔笠木（2015）〕。
この問題を顕在化させたのが，2008年から2009
年にかけて生じたリーマン・ショックである。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3248
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リーマン・ショックは，特に製造業に大きな影響
を与え，男性の正規・非正規の雇用労働者を中心
に失業者が大幅に増加した。しかし，非正規労働
者は失業給付を利用できず，労働者の中には突然
の雇い止めで住居を失う人もいた。こういった事
態を広く社会に示したのが，いわゆる「年越し派
遣村」であった。
リーマン・ショックを一つの契機に，雇用保険
や生活保護の対象にならない失業者や生活困窮者
を対象とした諸制度が導入され，第二のセーフ
ティネットと位置付けられた。コロナ禍直前の
2019年時点では，第二のセーフティネットの中心
的制度として，2011年施行の求職者支援制度と
2015年施行の生活困窮者自立支援制度が運用され
てきた6)。厚生労働省（2015）は，三層のセーフ
ティネットの説明として，第1のネットには社会
保険制度と労働保険制度，第3のネットは生活保
護制度，そしてその間の第2のネットとして，求職
者支援制度と生活困窮者自立支援制度を位置付け
ている。
一方で，本稿のテーマである第二層の所得保障
ニーズという観点から見ると，求職者支援制度や
生活困窮者自立支援制度は現金給付よりも現物給
付に重点を置いた制度である。第一に，求職者支
援制度は，離職して雇用保険を利用できない人な
どを対象に，月10万円の給付金を受給しながら職
業訓練を受講する制度である。たしかに現金給付
はあるものの，職業訓練制度という側面が強い。
第二に，生活困窮者自立支援制度は相談支援事業
が中心である。この制度における唯一の現金給付
である住居確保給付金にも求職活動要件があり，
就労支援としての側面も強い。つまり求職者支援
制度と生活困窮者自立支援制度は，雇用保険と生
活保護の狭間にいる多様な人々に対して，就労支
援を軸足においた現物給付サービス提供を主たる
役割としている。
第二層の所得保障ニーズに対応するほかの制度
として，現金給付ではないものの，生活福祉資金
の貸付制度がある。2009年のリーマン・ショック

以降は，緊急小口資金と総合支援資金の2つの貸
付制度が市区町村の社会福祉協議会を窓口として
提供されてきた。困窮者支援的な貸付制度は戦後
まもなくから存在しており，突然生じる自然災害
や社会問題の際には貸付対象者の拡大や貸付限度
額の引き上げなどの特例貸付も実施されてきた
〔五石（2022）〕。
以上のように，コロナ禍以前の第二層の所得保
障ニーズへの対応は，就労支援的な側面を有する
有期の給付制度（求職者支援や住居確保給付金）
か戦後まもなくから存在してきた貸付制度（生活
福祉資金）かという限定的な選択肢しかなかっ
た。このような所得保障ニーズへの限定的対応
は，リーマン・ショックや生活困窮者自立支援制
度の創設などを経て第二のセーフティネットの重
要性が明確に議論されるようになってからも変わ
らないまま，コロナ禍を迎えた。

2 コロナ禍以後
2020年の年初から本格化したコロナ禍およびそ
れに伴う経済的・社会的自粛や緊急事態宣言は，
日本の雇用保険や生活保護およびその狭間にいる
人々の所得保障ニーズへの政策的対応のあり方に
影響を与えた7)。特に第二層の人々に対する特例
措置は，住居確保給付金や生活福祉資金貸付への
アクセスを飛躍的に拡大させた。
コロナ禍初期の2020年度において，全市民を
ターゲットとした特別定額給付金や企業向けの持
続化給付金などとともに，住居確保給付金や生活
福祉資金の特例貸付などの第二層の所得保障ニー
ズへの政策的対応は，コロナ禍対策の中心的役割
を担った。まず住居確保給付金については，もと
もと「これまで離職又は廃業した日から2年を経
過していない」人が対象者であったが，特例的運
用として「給与等を得る機会が当該個人の責に帰
すべき理由，当該個人の都合によらないで減少
し，離職又は廃業には至っていないがこうした状
況と同程度の状況にある」人も支給対象になった
（2020年4月7日事務連絡）。また生活福祉資金につ

6) その経緯や評価については例えば駒村・田中編（2019）や酒井（2020）を参照。
7) コロナ禍の初期対応については，Ando et al.（2020），安藤他（2021），厚生労働省（2021）などを参照。
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いては，緊急一時支援と総合支援資金の特例貸付
が実施され，貸付対象者，貸付の上限額，貸付可
能期間などが拡大された（2020年3月11日通知）。
さらにコロナ禍の長期化を受けて，2021年7月か
らは「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
支援金」という，特例貸付をすでに利用し終えた
世帯等に対する期限付きの現金給付制度も創設さ
れた。なお求職者支援制度の利用は，コロナ禍で
も受講開始者数が月2～3000人程度と低迷してい
る（厚生労働省の月次実績速報値より）。
住居確保給付金・特例貸付・自立支援金につい
ては，厚生労働省のウェブサイト内に「生活支援
特設ホームページ」が設けられており，各制度の
簡潔な案内が記載されている。2022年10月現在，
住居確保給付金は実際の家賃額を原則3か月，最
大9か月間支給する制度であり，緊急小口資金は
最大20万円を無利子で借りられる制度であり，総
合支援資金は最大月20万円を原則3月以内の範囲
で無利子で借りられる制度である。自立支援金制
度は，緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯
などを対象に，最大10万円を3か月間支給する制
度である。
一方，第一層・第三層の雇用セーフティネット
である雇用保険や生活保護については，コロナ禍
での大きな制度変更や特例措置はなかったもの
の，いくつかの対応がなされた。雇用保険につい
ては，2020年6月に「雇用保険臨時特例法」が制定
された。この法律によって，「休業手当を受ける
ことができない労働者に関する新たな給付制度」
（休業支援金等），「基本手当の給付日数の60日（一
部30日）延長」，「雇用保険の安定的な財政運営の
確保」（一般会計繰入や積立金からの借入）が実施
された。生活保護についても，制度そのものの変
更はなかったが，アクセス性を高めることを周知
する通知や事務連絡などが厚生労働省から多く出
された。
これらの三層のセーフティネットにおけるコロ

ナ禍対応がどのようなものだったかについては，
すでに複数の統計的検証がある〔安藤・大西
（2020），周（2020），佐藤他（2020），全国居住支
援法人協議会（2020），石井・山田（2021），厚生
労働省（2021），Ando and Furuichi（2022），五石
（2022）など〕。また，Ⅱ-3節で取り上げる有識者
会議や審議会などでも関連統計が参考資料として
記載されている。これらのうち，三層のセーフ
ティネットの利用動向に関しては，住居確保給付
金や貸付はコロナ禍において急増し，雇用保険の
失業給付も増加したのに対し，生活保護について
は大きな変化がなかった，と結論付けられること
が多い。ただしAndo and Furuichi（2022）は，現役
世代を多く含む「その他世帯」の生活保護利用は，
コロナ禍の早い段階から，それまでの減少傾向が
弱まり，増加傾向へと転じたことを指摘してい
る8)。これらについては本稿ではⅢ節で検証する。

3 コロナ禍の政策論議
最後に，第二層の所得保障ニーズについて，コ
ロナ禍における有識者会議や審議会でどう議論さ
れたかを整理する。具体的には，住居確保給付金
や生活福祉資金貸付を担当する省庁である厚生労
働省の「生活困窮者自立支援のあり方等に関する
論点整理のための検討会」，財政当局である財務
省の「財政制度等審議会」，そして内閣官房に設置
され，中長期的な社会保障のあり方を議論する
「全世代型社会保障構築会議」の3つを検証する。
第一に，2022年4月に公表された「生活困窮者自
立支援のあり方等に関する論点整理のための検討
会」の「論点整理」における，第二層の所得保障
ニーズに関連する論点を取り上げる9)。まず住居
確保給付金については，「住まいを喪失するおそ
れのある人の多さ（裾野の広さ）が顕在化した以
上，住宅手当といった家賃補助的な施策も含め，
普遍的な社会保障施策として検討する必要がある
のではないか」あるいは「コロナ禍で特例措置を

8) またAndo and Furuichi（2022）は，event-study DID法とよばれる計量分析によって，コロナ禍の第一波時の都道
府県レベルの失業ショックが，都道府県レベルの失業給付（基本手当），総合支援資金の貸付利用，生活保護の利
用者増と関連していることを明らかにした。
9)「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」，p.8，pp.11-12，p.31，pp.38-39。
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含めさまざまな措置を講じてきたが，職業訓練受
講給付金との併給等について，恒久的な対応とし
て制度化すべきではないか」といった論点が提示
されている。またコロナ禍の特例貸付について
は，住居確保給付金とともに「コロナ禍において
生活困窮者の生活の下支えに大きな役割を果たし
たと言える」と評価されつつも，「今般のコロナ禍
のように影響が長期化する場面では，貸付という
スキームが適切なのかどうか検証すべきではない
か」，「貸付で終わりではなく，長期間（返済期間
10 年）にわたって伴走支援を行う必要がある」，
「子育て家庭は，返済による経済的負担が子ども
の将来に影響することを懸念し，利用につながら
ない場合もあった。コロナ禍の特例措置に限ら
ず，通常時から子育て世帯に配慮した制度設計の
必要があるのではないか」，「今後返済が開始され
ると，予定通り返済ができない相談者が生じるこ
とが懸念されている」など，返済の負担に関連し
た論点が多く出されている。
第二に，コロナ禍以降の「財政制度等審議会」
の財政制度等分科会の建議においても第二層の所
得保障ニーズに関する将来的な方向性が議論され
ている。例えば，2021年12月の『令和4年度予算の
編成等に関する建議』では，生活困窮者自立支援
制度と求職者支援制度を雇用保険と生活保護の間
を補完する第二のセーフティネットであると位置
づけた上で，「平時においても切れ目のないセー
フティネットを整備しておくことは不可欠であ
り，これらの特例的な時限措置を検証しつつ，真
に必要な施策については，財源を確保したうえ
で，平時においても実施することを検討すべきで
ある」（pp.50-51）と指摘している。一方，翌年
2022年5月の『歴史の転換点における財政運営』で
は，「償還免除付きの緊急小口資金等の特例貸付
については，足もとの需要は低下しており，また，
生活困窮者自立支援金といった給付措置の創設等
もあり，緊急時の対応としての役割は次第に薄れ
てきている」（p.27）あるいは「加えて，住居確保
給付金が，特例的な対応を通じて多様な年齢層・

世帯構成の者に活用され，生活困窮者等の居住支
援の強化の必要性が認識された」（p.27）といった
現状認識を示している。また，「他方，コロナ禍に
おいて生活保護受給者数は大きく増加せず，保護
が必要と判断される場合に適切に生活保護に移行
していたかは検証が必要である」（p.27）とあるよ
うに，第二層と第三層の関係にも言及している。
第三に，2022年5月に公表された全世代型社会
保障構築会議の「議論の中間整理」においても，
「今般の新型コロナ禍においては，住居確保給付
金へのニーズをはじめ，「住まい」の課題が顕在化
した。（中略）住まいをいかに確保するかは老齢
期を含む生活の維持にとっても大きな課題となる
ため，制度的な対応も含め検討していくことが求
められる」（p.4）という文言で，住居確保給付金
に言及している。またこの会議の審議において
は，住居確保給付金について，住宅手当への言及
も含めて踏み込んだ議論が展開された10)。例え
ば，「コロナ禍で住居確保給付金の利用件数が増
え，住まいを消失するおそれのある人の裾野の広
さが顕在化」「住宅手当といった家賃補助的な施
策も含めて，普遍的な社会保障政策として検討す
る必要」「生活保護制度の住宅扶助制度の整理も
必要」「コロナ禍で顕在化した課題の対応につい
ては，失業者や生活困窮者などの施策において
も，住居確保給付金も含め，さまざまな特例措置
などが設けられており，アフターコロナの対応が
重要な課題」などと指摘されている。
以上のように，コロナ禍における住居確保給付
金や貸付の特例措置は高く評価されつつも，住居
確保給付金が恒久的な住宅保障政策ではないこと
や，返済義務のある貸付では十分にとらえられな
いニーズがあることが政策的課題として指摘され
た。リーマン・ショックからコロナ禍前の10年間
に形成された第二層の所得保障ニーズへの対策と
しての現金給付・貸付制度は，コロナ禍での特例
措置による利用増によって一定の役割を果たしつ
つも，これらによって十分には対応できない現実
があることが注目されるようになった。

10) 第4回全世代型社会保障構築会議（2022年4月26日）の「（参考）これまでの会議における主なご意見」（資料2）
のp.5。
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Ⅲ コロナ禍での三層のセーフティネット利用
の分析

本節では，コロナ禍前後での第二層の所得保障
ニーズへの政策的対応として，住居確保給付金や
特例貸付の利用がどう変化したかを都道府県レベ
ルの月次パネルデータを用いて分析する。また第
一層・第三層のセーフティネットである失業給付
と生活保護の利用状況も同様に分析し，コロナ禍
前後の三層のセーフティネットの現金給付・貸出
の利用状況の全体像を示す。ここで明らかになっ
たのは，コロナ禍で三層のセーフティネットの現
金給付・貸付の利用がすべて増加したことであ
り，特に第二層の住居確保給付金と特例貸付の利
用は，緊急事態宣言時の急増とその後の急減とい
う形を取ったことである。

1 データと分析手法
まず本節で使用する統計について解説する。第
一に，第二層の所得保障ニーズへの政策対応とし
ての住居確保給付金と生活福祉資金貸付（緊急小
口資金，総合支援資金）については，国会議員事
務所経由で厚生労働省より提供を受けた利用状況
の月次都道府県データを用いる。この統計におけ
る利用件数の当該年の都道府県人口10万人あたり
の値をそれぞれの利用率とする。住居確保給付金
に関しては，コロナ禍以前の2019年1月～3月およ
びコロナ禍の期間の2020年4月～2021年5月のデー
タである11)。入手できなかった2019年度（2019年4
月～2020年3月）に関しては，公開資料に記載され
ている2019年度の全国値を用いて全国の月次平均
値を計算して補っている。一方，緊急小口資金と
総合支援資金の貸付の統計は，コロナ禍以前の
2019年1月～2020年1月とコロナ禍の2020年4月分
から2021年5月分の決定件数・決定金額のデータ
である12)。

第二に，第一層に相当する失業給付について
は，『雇用保険事業月報』の「都道府県労働局別一
般被保険者の求職者給付状況［（A基本手当（延長
給付を除く）］」の「受給者実人員（計）」を用いる。
ここでの基本手当とは，一定の要件を満たした雇
用保険の被保険者（失業者や離職者）が利用でき
る手当であり，その額は原則として離職した日の
直前の半年分の賃金（賞与等は除く）のおよそ
50～80％（60歳未満の場合）であり，上限額は年
齢区分ごとに決まっている。この基本手当の月次
データを都道府県ごとに取得し，その当該年の都
道府県人口10万人あたりの値を失業給付の利用率
として用いる。成人人口（18歳以上）や生産年齢
人口（15～64歳）で割らずに人口で割るのは，住
居確保給付金や貸付や生活保護の利用率と比較す
るためである。
第三に，第三層に相当する生活保護について
は，『被保護者調査』の「被保護者実人員」の都道
府県別の月次データを用いる。ほかのデータと同
様に，都道府県人口10万人あたりの値を生活保護
利用率として用いる。なお生活保護利用者にはコ
ロナ禍の労働市場への影響を直接的には受けない
高齢者層が多くいるため，コロナ禍の影響をみる
ためには，高齢の生活保護利用者を除いたデータ
を用いることが望ましい。しかしデータ制約の問
題で都道府県レベルの分析が難しいため，今回は
世帯累計別の生活保護利用世帯数の全国値の統計
を補足的に分析する。
分析手法については，上記のデータを用いて，
コロナ禍前後において三層のセーフティネットの
利用状況がどう推移したのかを全国および都道府
県レベルの時系列データを用いて検証する。すで
に述べたように，異なる制度間・異なる都道府県
間で比較するために，すべての現金給付・貸付の
利用水準を人口10万人あたりの利用率に変換して
用いる。ただし，世帯累計別の生活保護利用世帯
数については，その推移の特徴を明瞭に可視化す

11) 緊急小口資金・総合支援資金のコロナ渦以後のデータの集計区分は，3月25日～5月2日，5月3日～5月30日，5月
31日～6月27日のように，集計日と月にわずかなずれがある。それぞれを4月分，5月分，6月分とみなした。集計
日と月の厳密な対応関係は，冒頭で示したリンク先の原データを参照。
12) 2020年2月，3月分は入手不可能であった。
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るために，全国集計値を対前年同月差に変換して
用いる。都道府県人口については，各年の都道府
県人口の推定値（総務省統計，前年10月時点）を
用いており，2021年と2022年については2021年
（すなわち2020年10月時点）の人口推定値を用い
ている。
また都道府県データについては，とりわけ東京
都と沖縄県の数値に着目し，この二地域の利用率
の推移がわかるようにグラフを可視化する。なぜ
この二地域に着目するかというと，東京について
は住居確保給付金の利用水準が突出しているから
であり，沖縄県は住居確保給付金と貸付の両方の
利用率が突出しているからである。

2 分析結果
住居確保給付金と貸付の利用率（第二層）
図1には，「第二層」の住居確保給付金の人口10
万人あたりの推移を，全国および都道府県別に示
している。また全国（太い黒線），東京（細い黒
線），沖縄（太いダッシュ線）の3つに着目してグ
ラフを可視化しており，それ以外のグレーの線が
ほかの45都道府県である。これは本節のすべての
グラフで同様の処置をとっている。

まず全国レベルの給付水準の推移をみると，コ
ロナ禍前は10万人あたりでみるとほぼゼロの水準
であり，2020年の4月から6月にかけて急上昇し，
その後減少傾向になっている。ピークは2020年6
月で10万人あたり28件程度である。また2021年の
2月と3月に再び若干上昇するが，小幅の上昇にと
どまっている。都道府県別にみると，東京が突出
していることが分かる。特にピーク時の2020年6
月には人口10万人あたり約80件である。沖縄につ
いてもピーク時の2020年5月には人口10万人あた
り60件である。また東京も沖縄も，その後は減少
傾向にあるが，全国と比べて高止まりの状態が続
いている。
次に図2は，同じく第二層の生活福祉資金の貸
付の利用率のコロナ禍前後の都道府県別の推移で
ある。パネルAは緊急小口資金，パネルBは総合
貸付資金であり，図1と同様，都道府県人口10万人
あたりの利用率を示している。なお両者のデータ
ともに2020年2月と3月のデータが欠損している点
には注意が必要だが，2020年1月以前はデータが
存在している。2020年1月以前がほとんど0件に見
えるのは，2020年4月以降に貸付水準が急上昇し
ているためである。

雇用保険と生活保護の狭間の所得保障ニーズへの政策的対応：コロナ禍の住居確保給付金・特例貸付と三層のセーフティネット 253

注：2020年1月の縦線はコロナ禍の始まりを示している。太線は全国，黒線は東京，点線
は沖縄，グレーの線はほかの45都道府県である。

出典：厚生労働省提供の統計および都道府県人口推計（総務省）を用いて著者ら作成。
2019年度の点線は全国の利用率の月平均値（0.216件）であり，厚生労働省（2022）
の図表1-2-1-13記載の数値（2019年度で3,272人の利用者）と2019年10月人口（総務省
人口推計）を用いて計算している。2019年度の都道府県別データは欠損している。

図1 住居確保給付金の利用率（全国・都道府県別，人口10万人あたり）
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パネルAの緊急小口資金の貸付利用率の全国レ
ベルの推移をみると，コロナ禍初期の2020年4月
以降に貸付利用率が大きく上昇し，ピークの同年
6月には10万人あたり154人となっている。その
後，いったん低下するが，2021年12月頃から再び
上昇しはじめ，2021年4月に二度目のピークを迎
えている。都道府県別の推移をみると，沖縄の貸
付水準が突出しており，ピークの2022年5月で10
万人あたり577件である。東京も比較的高水準で
あるが，それでもピークの2022年6月で10万人あ
たり260件である。
パネルBの総合支援資金の貸付利用率の全国レ
ベルの推移をみると，緊急小口資金とおおむね同
時期に2度のピークが存在するが，1度目のピーク
は10万人あたり92件（2020年7月），2度目のピーク
は同179件（2021年4月）で，2度目のピークのほう
が高い。貸付の個票データがないため詳細は不明
であるが，2020年前半に緊急小口資金を借りた
人々の一部が，2021年前半に総合支援資金を借り
た可能性が考えられる。また総合支援資金におい
ても沖縄の貸付水準は突出しており，かつ2020年
7月と2021年4月の2回のピークにおける貸付水準
はともに10万人あたり約420件である。東京は

2020年7月のピーク時は10万人あたり154件程度で
あるが，2021年4月のピーク時は453件と沖縄以上
の水準であった。また2021年4月は大阪・京都も
それぞれ10万人あたり464件，386件であった。

失業給付の利用率（第一層）
図3には，第一層の失業給付（基本手当）の利用
率の推移を，男女合計・女性・男性の順に示して
いる。図1，2と同様に都道府県人口10万人あたり
で計算しており，全国・東京・沖縄の推移を太線・
黒線・点線で示しており，グレー線がほかの45都
道府県である。
まずパネルAで全国の水準の推移をみると，

2020年の5月から上昇をはじめ，9月の人口当たり
約441人をピークに一度減少し，2021年の6月から
上昇し，9月以降に減少している。このような動
向は東京や沖縄，そしてそのほかの都道府県でも
おおむね同様である。この上昇と減少は季節性の
要因もあるため，解釈に注意が必要だが，特に
2020年の5月からの上昇は顕著であり，新型コロ
ナ感染症の感染拡大の第一波や一回目の緊急事態
宣言の影響と考えられる。
パネルBおよびパネルCの男女別の推移をみる

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3254

注：2020年1月の縦線はコロナ禍の始まりを示している。太線は全国，黒線は東京，点線は沖縄，グレーの線は
ほかの45都道府県である。

出典：厚生労働省提供の統計および都道府県人口推計（総務省）を用いて著者ら作成。2020年2月と3月はデータ
が欠損している。

図2 緊急小口資金と総合支援資金の貸付利用率（全国・都道府県別，人口10万人あたり）
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と，パネルAと同様に，男女別でみても2020年5月
からの全国的な急上昇が観察される。女性の利用
率は男性の利用率よりもコロナ禍前の季節変動や
都道府県間のばらつきが大きく，これは女性の雇
用特性を反映していると考えられる。したがって
コロナ禍の影響のみをこのグラフから読み取るこ
とは，男性と比べると女性では難しい。だが少な
くとも，全国値では，コロナ禍以降の女性の失業
給付の利用率の急増が見て取れる。
また，図3のおける東京（直線）と沖縄（点線）
の推移をみると，男女どちらでみても，全国値よ
りもコロナ禍前後における増加の度合いが大きく

なっている。とりわけ，沖縄はコロナ禍前は全国
値よりわずかに高い程度であったのが，コロナ禍
後の2020年6月以降は，男女ともに全国で最上位
の水準まで急上昇している。

生活保護の利用率（第三層）
最後に図4には，第三層の生活保護利用の動向
を示すグラフを示している。まずパネルAは生活
保護利用者数の推移であり，これまでの図と同
様，人口10万人あたりの利用率の都道府県別の推
移を示しており，全国・東京・沖縄は別途，太線・
黒線・点線で示している。一方パネルBは，世帯

雇用保険と生活保護の狭間の所得保障ニーズへの政策的対応：コロナ禍の住居確保給付金・特例貸付と三層のセーフティネット 255

注：季節調整をしていない実数値である。2020年1月の縦線はコロナ禍の始まりを示している。太線は全国，黒線は東京，点線は沖
縄，グレーの線はほかの45都道府県である。

出典：『雇用保険事業月報』の「都道府県労働局別一般被保険者の求職者給付状況［（A基本手当（延長給付を除く）］」の「受給者実
人員（計）」および都道府県人口推計（総務省）を用いて著者ら作成。

図3 失業給付（基本手当）の利用率（全国および都道府県別，人口10万人あたり）
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類型別の生活保護利用世帯数の前年同月差の推移
を示しており，これは全国値のみの実数を掲載し
ている。
まずパネルAを見ると，全国値は1,600人程度で
推移しており，都道府県別でみても，コロナ禍前
後でみてもほとんど変化がないように見える。コ
ロナ禍で失業給付，生活福祉資金貸付，住居確保
給付金が顕著に上昇した沖縄を見ても，2020年の
5月あたりに生活保護利用者数に大きな上昇があ
るようには見えない。
ただし，この図の解釈には注意が必要である。
なぜなら，10万人あたりの生活保護利用者数の水
準（約1,600人）は，住居確保給付金，緊急小口資
金貸付，総合支援資金貸付，失業給付のコロナ禍
のピーク時（それぞれ約28件，約154件，約179件，
約441人）と比べても高水準である。これは，生活
保護制度には高齢者世帯などのコロナ禍の雇用
ショックとは関係なく利用する世帯が含まれてい
るためである。したがってコロナ禍の生活保護へ
の影響を検証するためには，世帯の属性別に生活

保護の利用水準がどう変動しているかを検証する
必要がある。
そこでパネルBで世帯類型別の生活保護の利用
世帯数の推移を前年同月差でみると，太線で示し
た「その他の世帯」の前年同月差が2020年5月から
顕著に上昇している。世帯類型は，世帯主のカテ
ゴリによって分けられており，「高齢者世帯」，「障
害者世帯」，「母子世帯」，「疾病者世帯」，「その他
の世帯」の5類型であり，「その他の世帯」にはい
わゆる現役世代を多く含む。この「その他の世
帯」の前年同月差はコロナ禍前の約－5000からコ
ロナ禍後の2021年1月以降は約＋5,000にまで増加
しており，さらに，同年同月差がプラスに転じた
2020年6月から1年経過した2021年6月以降にも約
＋5,000程度を維持している。
つまり，「その他の世帯」の生活保護利用は，コ
ロナ禍前後で減少傾向から増加傾向に明確に変わ
り，その後も増加傾向が続いている。この「その
他の世帯」のコロナ禍での生活保護利用増の規模
を，ほかの現金給付・貸付の利用増の規模と厳密

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3256

注：2020年1月の縦線はコロナ禍の始まりを示している。パネルAについては，太線は全国，黒線は東京，点線は沖縄，グレーの線はほか
の45都道府県である。

出典：パネルAは『被保護者調査』の「被保護者実人員」の都道府県別統計および都道府県人口推計（総務省），パネルBは『被保護者調査』
の「被保護実世帯数」の世帯類型別統計を用いて著者ら作成。

図4 生活保護の利用率（人口10万人あたり）と利用世帯数（前年同月差）
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に比較することは難しい。しかし，「その他の世
帯」の生活保護利用世帯数の前年同月差がコロナ
禍前後で約－5,000から約＋5,000に転じたことを
生活保護利用世帯の約1万世帯増ととらえると，
コロナ禍での「その他の世帯」の生活保護の利用
世帯増は10万人あたり約8世帯と概算できる13)。
一方，住居確保給付金・緊急小口資金貸付・総合
支援資金貸付の10万人あたりの利用件数（これら
も原則的に世帯単位の利用である）は，コロナ禍
前のほぼゼロ件からコロナ禍のピーク時にそれぞ
れ約28件，154件，179件と急増した。したがって，
コロナ禍の生活保護の利用世帯増すなわち第三層
の利用増は，第二層の現金給付・貸付の一時的な
急増と比べると高い水準ではないものの，生活保
護利用の継続性も考慮すると無視できない規模
だったと言える14)。

3 小活
本節の分析結果は以下の3点に要約できる。第
一に，コロナ禍において，第二層の住居確保給付
金と生活福祉資金貸付の利用者と第一層の失業給
付の利用者は全国的に顕著に増加した。第二に，
第三層の生活保護の利用者については，コロナ禍
での増加は全体としては明瞭ではないが，現役世
代が多く含まれる「その他世帯」では増加が観察
された。第三に，都道府県別にみると，とりわけ
東京は特に住居確保給付金において突出した水準
であり，沖縄において住居確保給付金，生活福祉
資金貸付，失業給付の利用増がほかの都道府県と
比べても顕著であった。
これらのうちで特に特徴的なのは，第二層の住
居確保給付金や貸付の利用水準の増減の推移であ
る。一回目・二回目の緊急事態宣言後の推移をみ
ると，失業給付の増減は比較的なだらかであり，
生活保護については「その他の世帯」をみると，

コロナ禍後は増加傾向が続いている。一方で，住
居確保給付金や貸付は，特に一回目の緊急事態宣
言時に急激な増加を経験し，その後はすぐに急減
している。
この緊急事態宣言時の住居確保給付金と貸付の
利用率の急増と急減の背景には，住居確保給付金
については有期の現金給付であることや，貸付に
ついては将来の返済額を減らすために少額・短期
の借り入れとしている世帯が多いことが考えられ
る。もちろん，そのほかの背景として，コロナ禍
の感染や自粛の拡大・縮小や緊急事態宣言の開
始・終了に伴う雇用状態や所得水準の悪化・改善
を反映している部分も大きいとは考えられる。し
かし，そもそも一時的で短期的な支援を想定した
現金給付・貸付制度であることの影響は無視でき
ないと思われる。

Ⅳ ポストコロナの政策論

1 住居確保給付金や住宅手当を巡る政策論議
の錯綜
コロナ禍で活用された住居確保給付金や特例貸
付などの第二層の所得保障ニーズへの特別対応
（Ⅱ節）およびその急激な利用増（Ⅲ節）は，はか
らずも，この領域への政策的対応の必要性を顕在
化させた。その結果，Ⅱ-3節で取り上げたよう
に，国レベルの有識者会議や審議会において，こ
の分野についての議論が活発化することになっ
た。
なかでも，コロナ禍以降の政策論議で特に言及
されるようになったのが，住居確保給付金の住宅
手当化や住宅手当制度の創設である。ヨーロッパ
各国と異なり，日本の社会保障には居住保障制度
が体系として含まれておらず，住宅手当や家賃補
助制度が存在しない15)。したがって，現行制度の

13) 1万世帯 1億2,500万人 10万人で，10万人あたり8世帯となる。なお，この1万世帯増とは，コロナ禍前の「そ
の他の世帯」の生活保護利用世帯減が持続していた場合と比べて，実際の利用世帯は約1万世帯多いということを
意味している。
14) またAndo and Furuichi（2022）は，コロナ禍による1％ポイントの失業率の上昇は，2020年7月時点において，人
口10万人あたりでみて，失業給付利用者の約28人の増加，総合支援資金の貸付利用件数の約88件の増加，生活保
護利用者の約10人の増加と関連していると推定している。
15) 日本や欧米の住宅政策については平山（2020）や国立社会保障・人口問題研究所編（2021）を参照。

雇用保険と生活保護の狭間の所得保障ニーズへの政策的対応：コロナ禍の住居確保給付金・特例貸付と三層のセーフティネット 257
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中で最もそれに近い存在であり，コロナ禍で利用
が急増した住居確保給付金に言及しながら住宅手
当制度の創設を提言する，という議論が多くみら
れるようになった16)。また急増した特例貸付が，
むしろ返済時の長期間の生活困窮に繋がるのでは
ないかという危機感〔五石（2022）〕もまた，より
恒久的な所得保障制度としての住宅手当の必要性
の認識を高めたといえる。
一方，現在の第二のセーフティネットの要であ
る生活困窮者自立支援制度においては，住居確保
給付金をのぞいて相談支援事業が中心であり，最
も基本的な生活ニーズとも言える現金給付や所得
保障の拡大については議論されていない。それど
ころか，社会保障審議会の「生活困窮者自立支援
及び生活保護部会」では，住居確保給付金を生活
困窮者自立支援制度から切り離して別建ての仕組
みとすべきという議論も出ている17)。
つまり現状においては，「住居確保給付金から
住宅手当へ」という議論は，有識者による問題提
起という水準にとどまっており，その具体的検討
や制度的受け皿については，ほぼ議論が進んでい
ないのが現状である。

2 第二層の所得保障ニーズの再検討
そもそも，住居確保給付金・生活福祉資金貸
付・求職者支援制度などのいわゆる第二のセーフ
ティネットで想定されている現在の第二層の所得
保障ニーズは，雇用保険と生活保護に挟まれた領
域の生活困窮者が，安定的な雇用の下で安定的な
生活を実現できるようになるまでの一時的な現金
支援や流動性確保を想定して設計されている。し
たがって，（a）住居確保給付金が期限付きであり，
住宅保障としては極めて限定的な役割しか与えら
れていないこと，（b）生活福祉資金貸付が原則的
に返済可能であると想定されていること，（c）求
職者支援制度の現金給付が月額10万円と最低生活
水準以下の給付水準であることは，これらの施策

がそもそも一時的な所得保障ニーズへの対応のみ
を想定していることを踏まえれば，合理的な制度
設計とも言える。
一方，リーマン・ショック以降，あるいはコロ
ナ禍以降に顕在化した生活困窮者層における第二
層の所得保障ニーズは，必ずしもこのような労働
者・生活者像に当てはまってはいない。冒頭で紹
介したように，民間NPOの食糧支援に頼る人々の
多くは，不安定就労，低賃金，DV・虐待，家族関
係の厳しさなど，一時的ではなく，恒久的な経済
的困窮と生きづらさを抱えていることが少なくな
い。
住居確保給付金や貸付の利用者の所得保障ニー
ズが，一時的というよりも恒久的であることを示
唆する状況は，直近のいくつかの調査結果や非正
規労働者が直面している最低賃金水準からも明ら
かである。例えば，全国居住支援法人協議会
（2020）には，コロナ禍前後に住居確保給付金を利
用した人の属性を調査した集計結果が記載されて
いる。この調査によれば，コロナ禍前の2019年4
月～12月に住居確保給付金の支給決定があった89
人のうち約44％は資産水準が5万円未満であった
（なお無回答者は13人）。またコロナ禍後の2020年
5月に支給決定した1,267人については，離職・休
職前の世帯月収が20万円未満の世帯の割合は，単
身世帯・2人世帯・3人以上世帯がそれぞれ約54％，
34％，24％があった（さらにそれぞれで無回答者
が約16～17％いる）。また鏑木（2022）は福岡県内
5つの自立相談支援機関（生活困窮者自立支援制
度）へのヒアリング調査をもとに「利用者の多く
が，それまで就労していた人たち」であることを
指摘している。また谷口（2022）は，滋賀県の特
例貸付の支援実態から，「特例貸付を利用した大
方の人は償還免除の対象にならない人」であり，
「家族を守ろうと一生懸命に働いて，それでも全
く余裕のない暮らしがこれから先もずっと続くこ
とが容易に予想される」としている。また例え

16) Ⅱ-3節を参照。また岩田（2021）や宮本編（2022）にも住宅手当についての議論がある。
17) 第19回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」（2022年8月24日）の「これまでの主な意見」
（資料1）の「総論 主な意見」に「困窮制度は相談支援を中心とした「人が人を支える」制度であることから，給
付や貸付業務は困窮制度に付加せず，別立ての仕組みとすることが必要。」との記載がある。
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ば，東京において最低賃金でフルタイムで働いて
も手取りは14～5万円程度に過ぎないことから，
少なくともこの水準で働いている単身労働者層や
一人親世帯層などの生活困窮問題は，一時的では
なく恒久的なものであることは明らかである18)。
近年，コロナ禍での住居確保給付金の急増も踏
まえて提案される「普遍的な社会保障政策として
の住宅手当」（Ⅱ-3節やⅣ-1節参照）は，このよう
な恒久的な所得保障ニーズを想定した政策提言と
いえる。たしかに，住居確保給付金の支給期間を
長くするなど，住居確保給付金の所得保障機能を
高め，より恒久的な側面を持つ住宅手当・所得保
障制度に近づけることは可能かもしれない。しか
し，住居確保給付金や生活困窮者自立支援制度の
現在の位置づけや運用を踏まえると，恒久的な住
宅手当の制度は，これらの既存の制度の延長上と
いうよりも，その対象世帯層の検討作業も含め
て，新しい政策的議論が必要となる。

Ⅴ 結語

本稿では，雇用保険や生活保護の狭間に位置す
る生活困窮者層の所得保障ニーズを「第二層の所
得保障ニーズ」と呼び，この所得保障ニーズに対
するコロナ禍の政策的対応を検討した。本稿の検
証の結果，第二層向けの住居確保給付金や生活福
祉資金貸付は，リーマン・ショック以降に形成さ
れた第二のセーフティネットの中でも周辺的・限
定的な存在であり，コロナ禍前の利用は低調で
あった。また，コロナ禍におけるこれらの制度の
特例的な拡大は，急激な制度利用増を実現した一
方で，これらが有期であることや貸付であること
の限界も顕在化したことが明らかとなった。その
結果，一時的な所得保障ニーズを想定した現在の
第二層向けの現金給付・貸付ではなく，第二層の
人々の恒久的な生活困窮や貧困状態に対応した，
より恒久的な所得保障政策の必要性を訴える議論
が増えている。

一方で，本稿の分析では明らかになっていない
ことも数多く残されている。例えば，コロナ禍に
おける住居確保給付金や特例貸付を利用した人々
の属性やこれらの現金給付・貸付の効果がどう
だったかは，これだけ多くの人が利用したにもか
かわらず，ほとんど明らかになっていない。ま
た，本稿やAndo and Furuichi（2022）の分析によれ
ば，コロナ禍は「その他の世帯」の生活保護増に
無視できない影響を与えたと考えられるが，この
状況と第二層の住居確保給付金や特例貸付の利用
との関係も分かっていない。これらは本稿が用い
た都道府県別データでは検証が難しく，利用者に
対するなんらかの大規模調査が必要だと思われ
る。
今後，第二層の所得保障ニーズに関する政策論
は活発すると考えられる。しかし，現行の第二層
の住居確保給付金や貸付の効果や限界は何か，よ
り恒久的な所得保障や住宅手当制度を作る場合に
は誰を対象とするのか，一時的・恒久的な所得保
障の関係をどう整理するのか，生活困窮者自立支
援制度や求職者支援制度などの現行の第二層の政
策体系との関係をどうするのか，などの多くの論
点がほぼ手つかずのまま残されている。これらの
検証や議論を一刻も早く進めることが必要であ
る。
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Policy Responses to Income Security Needs Between
Unemployment Insurance and Public Assistance:

Housing Security Benefits, Special Loans,
and the Three-Tier Safety Net in the COVID-19 Crisis

ANDO Michihito＊1, FURUICHI Masato＊2 and OHNISHI Ren＊3

Abstract

This paper examines how the national and local governments have responded to the “second-tier”

income security needs of those who receive neither unemployment benefits nor public assistance but suffer

from economic deprivation under the COVID-19 crisis. Our main findings are summarized as follows. First,

after the Great Recession in 2008 and 2009, policies that addressed second-tier income security needs were

limited to fixed-term Housing Security Benefits and two loan programs, and their utilization was stagnant.

Second, while the expansion of these programs during the COVID-19 pandemic led to sharp increases in their

utilization amid the COVID-19 State of Emergency, their utilization declined sharply in the months that

followed. Third, first-tier unemployment benefits for the unemployed and third-tier public assistance for the

working-age population also increased in the wake of the COVID-19 economic crisis. Fourth, while second-

tier cash transfers and loans are intended to meet temporary income security needs, increases in three-tier

safety net utilization during the COVID-19 crisis and subsequent discussions suggest that more permanent

income security needs should be addressed in Japan’s social safety net programs.

Keywords：Second-tier Income Security, Assistance for the Poor, Cash Transfers, Housing Allowance,
Prefecture-level Monthly Data
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特集：新型コロナウイルス感染症と社会保障

新型コロナウイルス感染症パンデミックと公的医療保険財政

鈴木 倫哉＊1・湯田 道生＊2

抄 録

2020年に世界中に拡散した新型コロナウイルスは，我々の日常生活や社会経済活動を一変させた。本
稿では，健康保険組合・国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度の保険者別パネルデー
タを使って，新型コロナウイルス感染症のパンデミックが公的医療保険財政に与えた影響について予備
的な検証を試みた。固定効果モデルによる分析の結果，今回のパンデミックが直後の年度の医療保険財
政に与えた影響はほとんどないことが分かった。また，記述統計的な観察ではあるものの，パンデミッ
クによって特に健康保険組合においてのみ，一人当たり入院医療費と同入院外医療費の双方で有意な減
少が確認された一方で，そのほかの公的医療保険では一人当たり入院外医療費のみで有意な減少が確認
された。これら現象は，すべての公的医療保険で観察される受診率の有意で大きな減少とレセプト一件
当たり医療費の有意で大きな増加が相殺した結果であることが確認された。

キーワード：新型コロナウイルス感染症パンデミック，公的医療保険財政，受診自粛

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 262-278.

Ⅰ 序論

2019年12月31日に，中華人民共和国から世界保
健機関に原因不明の肺炎の発生として報告された
新型コロナウイルス（COVID-19）は瞬く間に世界
中に拡散した。世界各国で対外的・対内的に強力
な封じ込め政策が実施されてきたが，それを上回
るスピードでウイルスは拡散・変異を繰り返し，
我々の日常生活や社会経済活動を一変させた。我
が国でも，4回にわたって発出された緊急事態宣

言やまん延防止等重点措置の適用といった未曽有
の政策対応が実施されてきたが，発生から2年以
上が経過している現在において未だ収束の気配は
ない1)。この間，医療分野では，渦中の患者対応や
医療供給体制の整備という点において，制度に対
する過信ともろさが露呈したことは記憶に新しい
が〔土 居（2020），増 原・細 谷（2021），井 深
（2021），Takaku and Yokoyama（2022）〕，2022年9
月現在，80％を超えるワクチン接種率と，流行株
（オミクロン株）の特性もあいまって，新型コロナ
ウイルスとの共存を前提とした社会の構築が進め

＊1東北大学経済学部
＊2東北大学大学院経済学研究科
1) 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが日本経済に与えたさまざまな影響を検証した経済的な研究は，日
本経済学会の特設ページ（https://covid19.jeaweb.org/）にまとめられている。
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られている。
これまでの新型コロナウイルス感染症パンデ
ミック（以下，単に「新型コロナパンデミック」
と記す）に対する対応は，その社会的なダメージ
を軽減することを目的とした短期的な施策が中心
であったが，ウイルスとの共存を前提とした社会
においては，このショックをどう異時点間で平準
化していくべきかも検討する必要があるだろう。
国民の健康水準の維持や改善という点に関して
は，我が国の国民皆保険制度が，こうした異時点
間のリスクを緩和させることができると考えられ
る。しかしながら，一向に改善の目途が立たない
少子高齢化の人口構造や，団塊の世代が75歳以上
の後期高齢者となるいわゆる2025年問題を間近に
控えること，そして，財政状況が先進国間で最悪
の状態にある中で，多額の公費が拠出されている
我が国の国民皆保険制度は，パンデミック以前よ
り現行制度の持続可能性自体が懸念されている。
コロナ禍後の医療保険財政の在り方については小
黒（2021）が試案を添えて議論しているが，実際
に，今回のパンデミックが公的医療保険財政にど
のような影響を与えたのかを利用可能な観察デー
タを使って検証することは，現状確認のみならず
今後の国民皆保険制度の在り方や今後起こりうる
ほかの大規模かつ特異なリスクへの対応を議論す
るうえでも重要であると考えられる。
こうした背景を踏まえて，本稿では新型コロナ
パンデミック前後の公的医療保険（健康保険組
合・国民健康保険（市町村）・国民健康保険組合・
後期高齢者医療制度）の保険者別データを使っ
て，今回のパンデミックが公的医療保険財政に与
えた影響を予備的に分析している。我が国の公的
医療保険財政に関する経済学的な研究には，小
椋・入船（1990）や林（1995），岩本ほか（1997）
をはじめ，公費負担の目的や在り方といった構造
的な問題と実際の運用について多くの議論や検証
が行われてきた。さらに詳細な分析は，国民皆保
険制度を根底で支えている国民健康保険制度の財
政に関する研究〔田近・油井（1999），鈴木（2001），
Yoshida and Kawamura（2008），湯田ほか（2012），
足立・上村（2013a），Yuda（2016a，b）〕と，高齢

者医療制度に対する拠出金に関する研究〔安部
（2000），Abe（2007），Yoshida and Tsuruta（2013）〕
に大別できるが，新型コロナパンデミックが公的
医療保険財政に与えた影響を分析した研究は，筆
者の知る限り存在しない。そして，保険者の観察
不可能な異質性を制御した固定効果モデルによる
分析の結果，新型コロナパンデミックが直後の年
度の医療保険財政に与えた影響はほとんどないこ
とが分かった。ただし，この結果は公的医療保険
財政の制度的な仕組みに起因するものであり，公
的医療保険財政上にパンデミックの影響が表れる
のは2021年度以降の財政状況であると考えられる。
本稿の構成は以下の通りである。次節では公的
医療保険財政に関する経済学的な先行研究を概観
する。Ⅲ節では，本稿の分析に用いるデータと分
析方法について解説し，Ⅳ節では分析結果を報告
する。Ⅴ節は本稿のまとめである。

Ⅱ 先行研究

本節では，我が国の公的医療保険財政に関する
経済学的な研究を概観する。前節で述べたよう
に，本稿に関連する先行研究は，国民健康保険制
度の財政に関する研究と高齢者医療制度に対する
拠出金に関する研究に大別される。
前者の研究について，小椋・入船（1990）では，
各公的医療保険制度の加入者数とその医療需要の
推移を予測し，それに伴う各保険の医療コストと
必要になる各種負担をシミュレーションによって
定量化することを試みている。その結果，当時の
社会・医療構造と施策レベルを前提とすれば，高
齢化のピークとなる2021年において国民医療費は
実質で分析時点に比べ5割ほど増加し，その増加
の5割は政府支出によって，残りの5割は保険料に
よって賄われることを示した。また，この試算で
は患者負担がほとんど変化しないが，その分，被
用者保険の保険料率は現在よりも5割高い12％程
度が，そして国民健康保険の保険料は2倍の水準
が，それぞれ必要になることを示した。林（1995）
は，当時の国民健康保険財政の現状と課題を概観
し，しかるべき改革の方向性を探っている。真の
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ニーズに合った医療機会を国民に均等かつ安定的
に供給していくためには，給付と負担の在り方等
に関して長期的に安定した医療保険制度を構築す
ることが必要であること，そしてその際には，医
療だけではなく社会保障システム全体で議論する
ことが重要であることを主張している。岩本・竹
下・別所（1997）は，当時の医療保険制度の機能
を財政面からとらえて，制度間の医療費格差と保
険料負担格差の実態と原因，そして公費負担と財
政調整の機能について分析を行っている。その結
果，医療費の制度間格差のほとんどは各保険制度
の加入者の年齢構成の違いによって生じているこ
と，加入者1人当たり保険料の負担格差は被保険
者の所得格差によって生じていること，そして，
医療費と保険料の制度間格差を相殺しているの
が，制度間財政調整と公費負担であることを示し
ている。その一方で，保険制度別に適用されてい
る公的負担は，適切に弱者に照準を合わせた補助
とはなっていない可能性もありえることも指摘し
ている。田近・油井（1999）は，1997年度の5都道
県（北海道・23区を除く東京都・神奈川県・長野
県・広島県）における495の国民健康保険と老人保
健制度の保険者別データを使って，保険者の費用
構造の実態を分析している。最小二乗法による分
析の結果，保険料収入のシェア増加は医療給付費
の総額に負で有意な影響を与えることと，中央・
地方政府からの補助金が保険料収納率の低下によ
る国民健康保険の財政赤字を穴埋めしているとい
うソフトな予算制約の問題の存在を示唆する結果
を確認している。これらの結果は，保険者に対す
る手厚い財政支援が，医療費の高騰を招いたこと
を示す証左となりうるとしている。鈴木（2001）
は，田近・油井（1999）の問題意識をさらに詳細
に検討するために，1994年度から1996年度にわた
る『大阪府国民健康保険事業年報』に収載されて
いる大阪府内の44の国民健康保険の保険者別パネ
ルデータを使って，各種補助金が国民健康保険財
政に与える影響を検証している。一人当たりの補
助金総額と保険料収入額および保険事業費を諸要
因に回帰した分析によれば，国民健康保険では補
助金が保険者の責に帰すべき格差をも調整してい

ること，そしてその格差が大きいほど補助金が拡
大していることを明らかにしている。Yoshida and
Kawakura（2008）は，国民健康保険と介護保険の
財政について，予算制度の違いがモラルハザード
の程度に与える影響を検証している。自治体レベ
ルのデータを確率的費用フロンティアモデルで分
析した結果，国民健康保険では，被保険者の過剰
な医療利用のために介護保険よりもソフトな予算
制約の問題が顕著であることを明らかにしてい
る。湯田ほか（2012）は，2007年4月から2009年9
月にわたる福井県下全17市町の国民健康保険加入
者のレセプトデータを集計して，2015・2020・
2025年度の医療費と1人当たり保険料を推計し，
かつ市町村間の高齢化の進展の違いが将来の医療
費と保険料の格差の違いをもたらすかどうかを検
討している。推計の結果，人口構成の変化によっ
て自治体間で将来の医療費や保険料水準が異なる
ことを示している。これは，後期高齢者医療制度
の改革に合わせて検討されている国民健康保険の
都道府県単位の統合が，上記格差を縮小させるこ
とに貢献する可能性を示唆するものであるとして
いる。足立・上村（2013a）は，2008～2010年度の
国民健康保険の保険者別パネルデータを使って，
財政調整制度が保険料収納率に与える影響を検証
している。固定効果モデルによる分析の結果，都
道府県による特別調整交付金と滞納繰越収納率の
向上が現年分収納率の改善に有意に寄与している
ことを明らかにしている。Yuda（2016a）は，2005
年と2010年の国民健康保険の保険者別パネルデー
タを使って，確率的フロンティアモデルにより同
制度の費用非効率性と生産非効率性を推計してい
る。費用フロンティアの推定では，保険者規模の
拡大は保険財政の効率化に寄与するものの，被保
険者の高齢化や補助金によるソフトな予算制約の
問題，高齢者医療制度に対する拠出金，そして介
護事業者密度の上昇が，保険財政の効率性に悪影
響を与えていることを示している。生産フロン
ティアの推定結果からは，費用非効率性が2005年
から2010年にかけておよそ15％減少しているもの
の，それは配分的非効率性と強い正の相関がある
ことを示している。Yuda（2016b）は，同じデータ
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を使って，包絡分析法によって保険者ごとの効率
性スコアを推計し，それを地域要因に回帰するこ
とによって，効率性スコアに対する制度的・地域
的特性の影響を推定した。効率性スコアの推計結
果では，多くの国民健康保険が深刻な財政的な非
効率性を抱えていることや，費用効率性は配分効
率性と強い正の相関があることを示している。ま
た，Tobitモデルによる回帰分析の結果からは，
2008年に施行された高齢者医療制度改革が，国民
健康保険財政の改善に大きく寄与したことや，都
道府県からの補助金は効率性を改善させる一方
で，国や市町村からの補助金は非効率性を増長さ
せることも示している。さらに，高齢者医療制度
への拠出が，依然として国民健康保険財政の重荷
となっていることも明らかにしている。
後者のテーマに関する研究では，安部（2000）
が，1995年度の『健康保険組合事業年報』の保険
者別の財政データを使って，老人一人当たり医療
費の決定要因と，それが健康保険料率に与える影
響を分析している。最小二乗法による分析の結
果，老人1人当たり医療費は保険者間で大きな差
があり，また，それが高い組合では健康保険料率
が高く設定される場合があることを明らかにして
いる。Abe（2007）は，1999年度の『健康保険組合
事業年報』と『国民健康保険事業状況報告』の保
険者別データを使って，老人保健制度拠出金が老
人一人当たり医療費に与える影響を分析してい
る。回帰分析の結果，保険者が高齢者の医療費を
抑制するインセンティブが強い保険者ほど外来患
者への支出が少ないという兆候が確認されたもの
の，経済的なインセンティブの強さが医療費の削
減につながることを示唆する結果は得られなかっ

た。これは，保険者に課される非常に強い経済的
インセンティブでさえ，高齢者の医療費を抑制す
ることは困難であることを示唆している。
Yoshida and Tsuruta（2013）は，1998～2006年度の
『健康保険組合事業年報』の保険者別データを
使って，老人保健制度への拠出金の変化から生じ
る費用をどうファイナンスしているかを検証して
いる。固定効果モデルによる分析の結果，変化の
7分の6以上が積立金に拠っており，保険料や付加
給付もこれに用いられていることが分かった。な
お，保険料の増加はほとんど従業員に転嫁されて
いることも明らかにしている2)。

Ⅲ データと実証モデル

1 データ
本稿で使用するデータは，厚生労働省が公表し
ている公的医療保険の保険者レベルの財政データ
である。具体的には，健康保険組合のデータは
『組合管掌健康保険事業状況報告』と『収入支出決
算概要表3)』から，国民健康保険と国民健康保険組
合のデータは『国民健康保険事業年報4)』から，そ
して後期高齢者医療制度のデータは『後期高齢者
医療事業状況報告』から得ている5)。これらの統
計は，各公的医療保険の事業状況の把握を通し
て，それらの健全な運営をはかるための基礎資料
として実施・収集されている。本分析では，新型
コロナパンデミックが公的医療保険財政の変化に
与えた短期的な影響を確認するために，2019・
2020年度の2年度間にわたって存続している保険
者からなるbalancedパネルを用いるが，それぞれ
の公的医療保険に加入している被保険者の属性は

2) 社会保険料の上昇が賃金や雇用に与える帰着の議論については，Komamura and Yamada（2004），岩本・濱秋
（2006），酒井・風神（2007），Tachibanaki and Yokoyama（2008），Hamaaki and Iwamoto（2010），Kobayashi et al.
（2013），Kodama and Yokoyama（2018）でも詳細に分析されており，わが国では企業負担分の一部が労働者に転嫁
されているとする研究が多い。
3) 2020（令和2）年度は『収入支出決算見込表』を用いている。
4) 国民健康保険制度は，2018年度より都道府県も保険者としての役割を担っているが，本稿では都道府県が関与
している事業の情報は一切使用していない。
5) 全国健康保険協会が保険者となっている協会けんぽ・船員保険・健康保険法第3条第2項被保険者および各種共
済組合については，本稿では分析の対象としていない。その理由は，事業年報の書式が統一されていないために
情報の整理が極めて困難であったことや，2019（令和元）年度までの情報しか公開されていない統計があったた
めである。
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大きく異なるため，公的医療保険制度別にサンプ
ルを分けて分析する。なお，分析サンプルに含ま
れる保険者は，健康保険組合が1373保険者で，こ
れは2019年度における保険者総数の98.9％を占め
る（これを「カバー率」とする）。同様に，国民健
康保険は1715保険者（カバー率99.9％），国民健康
保険組合は161保険者（同99.4％），そして後期高
齢者医療制度は47保険者（同100.0％）であり，こ
れらの公的医療保険制度におけるほぼすべての保
険者が，本稿の分析サンプルに含まれている。

2 実証モデル
新型コロナパンデミックが公的医療保険財政の
変化に与えた短期的な影響を推定するための回帰
式は以下の（1）式である。

（1）

ただし，Yは保険者iのt年度における財政状況を
示す変数であり，収入総額を支出総額で除した収
支比率を用いる。これは であれば収支均
衡， は黒字， は赤字であることをそ
れぞれ示す。差額ではなく比率を用いる理由は，
例えばYuda（2016a）では，収支の差額を正値に調
整した変数を被説明変数に使用しているが，そう
した変換が結果に与える影響は不明瞭であるし，
差額そのものを使用した場合には，対数に変換す
ることができないことから，分析結果を容易に解
釈することが困難になるためである。また，前節
で挙げた先行研究が言及しているように，国民健
康保険制度や後期高齢者医療保険制度の加入者
は，所得水準が低く，平均年齢が高いことから，
これらの公的医療保険財政に対しては，自主財源
では賄いきれない費用を調整するためのさまざま
な法定・法定外の補助金が存在する。これらの公
的補助を含んだ収入と支出は，財政状況の適切な
代理変数とならない可能性があるため，本分析で
は，主としてそれらを含めない経常収入と経常支

出の比率である経常収支比率も被説明変数として
用いる6)。 は，パンデミック後の2020年度
の観測値に1を取るダミー変数である。その係数
が負に有意であれば，パンデミック後に財政状

況が悪化したことを意味する。なお，財政状況の
悪化は，収入減と支出増のいずれかもしくはその
双方によってもたらされる。パンデミック中にお
ける収入減には，緊急事態宣言などの発出時の企
業業績の悪化に伴う所得・賞与減による保険料収
入の減少が考えられ，支出増には，多くの若年被
保険者を抱える保険者にとって大きな割合を占め
る高齢者医療への拠出金の増加や，医療費の発生
に対する保険給付費など増加などが考えられる。
xは保険者属性であり，加入者属性と財政変数
から構成されている。ただし，我が国の医療保険
制度は若年層の公的医療保険から後期高齢者医療
制度への資金移転が行われているため，後期高齢
者医療制度サンプルとそれ以外の公的医療保険サ
ンプルでは，xに含まれる変数が異なる。すべて
の保険者に共通しているものは，加入者属性の被
保険者数と財政変数の保険料収入割合，総務費割
合，保険給付割合，そして保険事業費割合である。
被保険者数は，国民健康保険財政の規模の経済性
に関する一連の先行研究〔山田（1998），岸田
（2002），泉田（2003），湯田（2010，2018：2章），
足立・上村（2013b）〕で用いられてきた保険者の
規模を表す変数であり，対数値の2乗項もxに含ま
れている。保険料収入割合は，収入総額に占める
保険料収納額の割合であり，保険者の自主財源の
程度を表す。また，支出総額に占める総務費，保
険給付費，保険事業費は，それぞれ，事務的な費
用，医療利用に関する費用，健康増進などに関す
る費用の程度を表す。後期高齢者医療制度以外の
サンプルでは，被保険者の年齢構成の影響を考慮
するために，被保険者総数に占める40歳以上被保
険者の割合と被保険者総数に対する後期高齢者の
比率を加入者属性に加える。また，財政上の大き
な負担になっていると言われている支出総額に占

6) 経常収入と経常支出の定義は健康保険組合の『収入支出決算概要表』による。国民健康保険，国民健康保険組合
および後期高齢者医療制度では，これらは具体的に定義されてないが，健康保険組合の定義を適用して算出した
ものを各制度の経常収入・経常支出として使用している。詳細は補論1を参照のこと。
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める前期高齢者と後期高齢者の各制度に対する拠
出金の割合も説明変数群に加えている。後期高齢
者医療制度については，保険者間の財政調整の性
格を有さない収入に占める各種交付金（後期高齢
者，市町村および都道府県）の収入に占める割合
を加えている。 は保険者の観察されない異質
性を考慮する個別効果（固定効果）であり， は
誤差項である。
なお，保険給付費は，入院・外来・歯科・調剤・
高額療養費などといった具体的な項目ごとに把握
することも可能である。特に緊急事態宣言発出後
には，外来受診の自粛や，緊急性がない疾患や重
症でない疾患の手術が延期されるなど，医療需給
双方で行動変容があったことが報じられた。本分
析では，追加的な分析として，保険給付費をこれ
らの一人当たり医療費に差し替えた式の推定も行
い，これらが公的医療保険財政に与えた影響も確
認する。さらに，医療需要の代理変数として用い
られる一人当たり医療費は，受診選択（extensive
margin）と実際の医療利用（intensive margin）に
分割することができ，特に前者は患者などの需要
側，後者は医師などの供給側の意思決定が支配的
であることが知られている。この点については，
レセプト（診療報酬明細書）件数（Claim）を用い

ることによって，一人当たり医療費（ ）を，

（3）

の2つに分割する7)。ただし，HCEは医療費，Pop
は人口数である。レセプトが，医療機関が患者に
提供した保険診療の費用の一部を保険者に請求す
るための書類であることをふまえると，年間のレ
セプト件数は医療機関を利用した患者の延べ人数
に近い変数となる。したがって，大雑把な設定で
はあるが，第一項の人口数に対するレセプト件数
の比率は受診率（つまり，extensive margin）を表
し，第二項のレセプト件数あたりの医療費は患者

一人当たり医療費（つまり，intensive margin）を
表すものとみなせる。こうした分割は，パンデ
ミック時における医療利用に関する行動変容を理
解する一助になりうる重要な分類であると考えら
れる。

3 記述統計
表1には，実証分析に使用する変数の記述統計
と2年度間の増加率をまとめている。また，増加
率の列には2期間の平均の差の検定結果（有意差
のみ）も付している。被説明変数の収支比率の平
均は，いずれのサンプルにおいても1を超えてい
るため黒字であり，2019年度から2020年度にかけ
て若干の有意な改善が見られる。参考のために，
収入総額と支出総額の記述統計も報告している
が，収入総額は不変か減少，支出総額がいずれも
減少しており，後者の減少分がより大きいが，い
ずれも統計的な有意差は確認されない。なお，後
期高齢者医療制度の金額がほかに比べると非常に
大きいが，これは県（広域連合）単位で保険事業
を行っているためである。一方で，財政調整など
の補助金を除いた経常収支比率については，国民
健康保険と後期高齢者医療制度は平均が1未満
（赤字）である一方で，健康保険組合・国民健康保
険組合は1を超えている。内訳については，合計
額とほぼ同様に，経常収入総額は微増か減少して
いる一方で，経常支出総額はそれらを上回る規模
で減少している。
加入者属性については，被保険者規模は国民健
康保険ではこの2年度間で4.8％減少しているが有
意ではなく，ほかの公的医療保険ではほとんど変
化がない。40歳以上割合と後期高齢者比率に関し
ては，国民健康保険で，前者1.0％増で正に有意で
あり，後者は有意ではないが13.4％も増加してい
る。財政変数については，保険料収入割合は，比
率が高い健康保険組合で1.4％ほど有意に減少し
ているが，これはパンデミック宣言後の緊急事態
宣言下などにおける業績悪化に伴う所得（特に賞
与）の落ち込みが反映されたものであると考えら

7) こうした分割は，医療需要のTwo-PartモデルもしくはHurdleモデルなどと呼ばれている。湯田（2023）は，日本
のデータを使った研究のサーベイを含めた簡単な解説を行っている。
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れる。国民健康保険・国民健康保険組合では微
増，後期高齢者医療制度では6.9％増で正に有意
となっている。また，保険給付費割合は，2020年
度に健康保険組合と国民健康保険がそれぞれ
3.7％，0.4％ほど有意に減少しており，国民健康
保険組合は有意ではないものの1.7％減少してい
る。これらは受診自粛の影響が反映されているも
のと考えられる。一方で，後期高齢者医療制度で
は比率が大きく増加率も正であるが有意ではな
い。総務費割合は，国民健康保険で7.5％上昇し
ている一方で，ほかのサンプルでは有意な変化は
確認されない。保険事業費割合は，後期高齢者医
療制度以外のサンプルでは減少しており，特に国
民健康保険のみが3.8％減で有意となっている。
高齢者医療制度への拠出金については，前期高齢
者に対する拠出は，健康保険組合が7.2％ほど有
意に増加している一方で，国民健康保険では
25.8％も有意に減少している。後期高齢者に対す
る拠出についてはすべてのサンプルにおいて
1.8％～2.5％ほど有意に増加しており，若者が高
齢者を支える構図は変わらないことと，高齢化に
伴う定性的な負担が増えている様子の双方が確認
できる。その一方で，後期高齢者医療制度への交
付金と市町村交付金はそれぞれ0.8％，2.2％ほど
有意に減少しているが，都道府県交付金はほとん
ど変化していない。
表1の下方には，医療種別ごとの一人当たり医
療費の記述統計と増加率も報告している。入院外
については，すべてのサンプルで0.2％～6.9％ほ
ど減少しており，国民健康保険以外では有意であ
る。これは，月次データを使って分析を行った
Kumagai（2021）の結果とも整合的であり，感染リ
スクに対する受診自粛の影響が反映されたものと
考えられる。しかし，入院は変動が一定ではな
く，健康保険組合で5.3％有意に減少している一

方で，国民健康保険では1.9％の有意な増加，国民
健康保険組合と後期高齢者医療制度については，
有意ではないもののパンデミック後に減少してい
ることが分かる。さらに，国民健康保険では，歯
科が1.1％，調剤が3.3％，高額療養費が4.9％ほど
それぞれ有意に増加している。入院外以外のこれ
らの変化がサンプル間で異なる点については，
もっともらしい説明が困難であるため，一人当た
り医療費を受診率と一件当たり医療費に分けて同
様の変化を確認する。すべてのサンプルにおい
て，入院・入院外・歯科・調剤の受診率の増加率
は減少しており，そのほとんどが有意であること
が確認できる。これは，感染を回避するために受
診自粛が広範に行われたことを示すものと考えら
れる。その一方で，一件当たり費用は，すべての
サンプルで増加しており，後期高齢者医療制度の
入院外と調剤を除いて統計的に有意である。緊急
事態宣言以降，不要不急の外出の自粛要請が出さ
れていたことを踏まえれば，受診を自粛した患者
層は医療サービスのライトユーザー，つまりそれ
ほど重症ではなく医療費が総じて低い集団であっ
たと推察される。逆に言えば，パンデミック渦中
でも通院を続ける個人は，常時治療が必要な慢性
疾患を抱えている患者など，医療へのニーズが高
く平均的な高い医療費が高い集団であると考えら
れる。この一件当たり医療費の有意で大きな増加
は，異なる特性を持つ患者の集団が混在していた
パンデミック以前の低い平均医療費に起因するも
のであると考えられる8)。

Ⅳ 推定結果

1 新型コロナパンデミックが医療保険財政に
与えた影響
表2には，（1）式を固定効果モデルで推定した結

8) この推察は，医療利用のintensive marginに関する分析を行う際には，異なる特性を持つ集団を明示的に分けて
分析できるfinite-mixtureモデルによる分析が望ましいことを示唆する。医療利用の分析にfinite-mixtureモデルを
使った代表的な研究にはDeb and Trivedi（2002）があり，邦語論文では増原（2004）が詳しい。もう一つの可能性
は，医師による誘発需要も解釈の候補として挙げられるかもしれない。しかしながら，コロナ禍の混乱期に健康
の改善に貢献しない医療を，受診率の落ち込みをカバーするだけ提供する余裕が当時の医療機関側にあったとは
考えにくい。いずれにしても，本小節の議論は，厳密な検証を行った結果ではなく，記述統計の推移に基づく推
論である点には留意されたい。

新型コロナウイルス感染症パンデミックと公的医療保険財政 269



0107_社会保障研究_【鈴木】_PK.smd  Page 9 22/12/12 10:50  v4.00

果がまとめられている。ダミー変数以外の説明変
数は対数化しているため，上段の推定値は弾力値
を表す。下段の括弧内は，系列相関などの保険者
間の誤差項の相関を許した頑健な標準誤差
（clustering robust standard error）である。
新型コロナパンデミックが医療保険財政に与え
た影響をとらえる の係数 は，収支比率
に対してはすべてのサンプルで正に有意であり，
経常収支比率に対しては，国民健康保険と後期高
齢者医療制度において正で有意に推定されてい
る。ただし，有意に推定されている係数は
0.006～0.023と総じて低く，これは新型コロナパ
ンデミックが直後の年度の医療保険財政に与えた
影響はほとんどないことを示している。実際に，
各公的医療保険財政における拠出金額や交付金額
の算定は前年度の実績に基づくため，この結果は
そうした制度上の仕組みと整合的である。別な言
い方をすれば，受診自粛の行動変容を含めた新型
コロナパンデミックが公的医療保険財政に与えた
影響が表れるのは2021（令和3）年度以降の財政状
況であると考えられる。
以下，保険者属性Xの推定結果についてまとめ
る。加入者属性については，被保険者数の一次項
が健康保険組合の双方の収支比率に対して正に有
意であり，二次項が国民健康保険の経常収支比率
に対して負で有意に推定されている。また，国民
健康保険の双方の収支比率に対しては後期高齢者
比率が負で有意に推定されているが，これは相対
的に保険料を拠出している若者が少ないことが，
財政面に負の影響を与えていることを反映してい
るものと考えられる。加えて，健康保険組合の経
常収支比率に対して，40歳以上割合が正で有意に
推定されており，有意ではないが収支比率にも同
程度の影響を与えていることが確認できる。これ
は，40未満と40以上の所得差，つまり，収入が高
い層が多いことが保険料収入の増加につながり，
それが経常収支にプラスの影響を与えていること
を反映した結果であると考えられる。財政変数の
影響については，保険料収入割合が健康保険組合
と後期高齢者医療制度の経常収支比率に対して正
で有意に推定されている。これは，自主財源の

シェア増加が財政を安定させることを示唆してい
る。その一方で，健康保険組合と国民健康保険の
収支比率と国民健康保険組合の経常収支比率に対
しては負で有意に推定されている。保険給付費割
合については健康保険組合における双方の収支比
率と国民健康保険組合の経常収支比率に対して負
で有意な影響を与えていることが確認できる。こ
れは，支出に占める保険給付の上昇が，これら公
的医療保険の財政圧迫要因となっていることを示
唆している。しかしながら，国民健康保険におい
てはこれが正で有意に推定されている。総務費割
合については，推定結果に正負が混在している
が，推定値自体は総じてそれほど大きくはないた
め，双方の収支比率に対する影響は微小であると
考えられる。保険事業費割合は，健康保険組合で
のみ双方の収支比率に対して正で有意であること
が確認できるが，この係数も0.046～0.059と小さ
いため，財政状況に与える影響はほとんどないと
考えられる。高齢者医療に対する拠出金割合につ
いては，健康保険組合・国民健康保険・国民健康
保険組合からの資金流出であるため，収支比率に
対して負で有意な影響があると予想されるが，そ
れが観察されたのは前期高齢者拠出金割合のみで
あった。逆に，後期高齢者拠出金割合について
は，いずれも正で有意に推定されている。多くの
先行研究でその影響の大きさに警鐘が鳴らされて
いることを踏まえれば，この正の関係は，良好な
財政を有する保険者ほど後期高齢者医療制度に対
する拠出金が高いという逆因果をとらえているの
かもしれない。また，後期高齢者医療制度におけ
る交付金についても正負が混在して推定されてい
る。
このように，本分析の結果には，有意な係数が
比較的多く確認できるが，保険料収入割合のよう
に同一要因でも収支比率と経常収支比率に対する
影響が真逆にそれぞれ有意であるものが存在して
いたり，同じ高齢者に対する拠出金であっても，
前期高齢者と後期高齢者に対する影響が真逆にそ
れぞれ有意であるものがあったりと，結果の解釈
に困惑するものが散見される。これは，推定式自
体が経済理論に従ったものではなくアドホックに
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定式化されたものであるために，因果ではなく単
なる相関を見ているにすぎないということや，医
療資源などの地域要因を推定式に含めていないこ
とによる欠落変数バイアスによる影響のためなど
と考えられる。なお，新型コロナパンデミックの
影響をより詳細に勘案するのであれば，各説明変
数と の交差項を含めた回帰式を推定し，
それらの係数に注目することが考えられる。紙幅
の都合で結果の詳細な報告は割愛するが，交差項
を含めたモデルにおいても各説明変数の結果はほ
とんど変わらず，交差項の係数も有意でないもの
が多かった。

2 医療利用の分解
表3は，保険給付費を一人当たり医療費に差し
替えた式の推定結果をまとめたものである。医療
利用以外の変数の結果は表2とほとんど変わらな
いが，一人当たり医療費の推定結果については下
記が確認できる。入院と入院外の一人当たり医療
費は，健康保険組合と国民健康保険組合の収支比
率と経常収支比率の双方に負で有意な影響を与え
ており，特に国民健康保険組合における影響が大
きいことが確認できる。また，後期高齢者医療制
度においては，経常収支比率のみに対して負に有
意であり，こちらも－0.284と影響が大きいこと
が確認できる。その一方で，国民健康保険におい
ては，一人当たり入院医療費と同入院外医療費の
双方が経常収支に対して正で有意な影響が確認さ
れている。一人当たり高額療養費については，健
康保険組合では双方の収支に負で有意な影響を与
えているが，国民健康保険組合では双方に正で有
意な影響を与えている。さらに，国民健康保険と
後期高齢者医療制度では調剤が経常収支比率に正
で有意な影響を与えていることが確認できる。
表4には，一人当たり医療費を受診率と一件当
たり費用にさらに分解した式を推定した結果がま
とめられている。入院については，受診率と一件
当たり費用の双方が健康保険組合と国民健康保険
組合の収支比率と経常収支比率の双方に負で有意
な影響を与えており，その影響はともに表3の推
定値と大きな違いはない。その一方で，入院外で

は，一件当たり費用のみが双方の収支比率に負で
有意かつ表3の値を上回る影響を与えていること
が確認できる。また，国民健康保険組合では，調
剤の受診率および一件当たり費用が経常収支比率
に負で有意な影響を与えており，後期高齢者医療
制度では，経常収支比率に対して受診率の影響が
支配的であることが確認できる。なお，国民健康
保険については，表3と同様に入院の受診率と一
件当たり費用，入院外の一件当たり費用，調剤の
受診率がそれぞれ正で有意に推定されていること
が確認できる。また，国民健康保険では，高額療
養費の受診率および一件当たり費用が双方の収支
比率に正で有意な影響を与えていることが確認で
きる。

Ⅴ 結論

本稿では，健康保険組合・国民健康保険・国民
健康保険組合・後期高齢者医療制度の保険者別パ
ネルデータを使って，新型コロナウイルス感染症
のパンデミックが公的医療保険財政に与えた影響
について予備的な検証を試みた。固定効果モデル
による分析の結果，このパンデミックが直後の年
度の医療保険財政に与えた影響はほとんどないこ
とが分かった。しかしながら，公的医療保険財政
における他制度への拠出金額や交付金額は前年度
の実績に基づいて算定されるため，この結果はそ
うした制度的な背景を反映したもの考えられる。
つまり，受診自粛の行動変容を含めた新型コロナ
パンデミックが公的医療保険財政に与えた影響が
表れるのは2021年度以降の財政状況となるため，
これらの結果は，公的医療保険財政の動向には引
き続き慎重な観察が必要であることを示唆してい
る。特に，パンデミック以前より，我が国の人口
構成や中央・地方政府の財政状況への懸念から国
民皆保険制度の持続可能性についてはさまざまな
懸念が示されているため，今後の制度の在り方を
も含めた包括的な議論が今後も重要であると言え
る。
最後に，本分析の課題についてまとめたい。第
一は，本稿で推定した回帰式は，Yuda（2016a，b）
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（
0.
06
0）

（
0.
07
6）

（
0.
02
8）

（
0.
04
6）

（
0.
01
9）

総
務
費
割
合

0.
05
8*
**

0.
00
8*
**

－
0.
05
7*
**

－
0.
00
2

0.
07
7*
**

－
0.
00
5*

－
0.
05
8*
**

0.
00
6

（
0.
01
5）

（
0.
00
3）

（
0.
01
8）

（
0.
03
3）

（
0.
01
5）

（
0.
00
3）

（
0.
01
7）

（
0.
02
3）

保
険
事
業
費
割
合

0.
04
5*
**

－
0.
00
2

－
0.
01
0

0.
00
4

0.
05
6*
**

－
0.
00
5

－
0.
00
2

－
0.
01
2

（
0.
01
5）

（
0.
00
3）

（
0.
02
4）

（
0.
00
8）

（
0.
01
6）

（
0.
00
4）

（
0.
02
1）

（
0.
00
8）

前
期
高
齢
者
拠
出
金
割
合

－
0.
03
0*
**

－
0.
01
0*
**

－
0.
01
9*
**

－
0.
02
7*
**

－
0.
01
0*
**

－
0.
01
4*
**

（
0.
00
4）

（
0.
00
2）

（
0.
00
7）

（
0.
00
3）

（
0.
00
2）

（
0.
00
5）

後
期
高
齢
者
拠
出
金
割
合

0.
15
1*
*

0.
06
0*
*

0.
27
7*
**

0.
29
6*
**

0.
06
7*
**

0.
22
8*
**

（
0.
07
4）

（
0.
02
4）

（
0.
09
1）

（
0.
05
1）

（
0.
02
1）

（
0.
07
4）

後
期
高
齢
者
交
付
金
割
合

－
0.
52
3*
**

－
0.
24
5*
**

（
0.
16
4）

（
0.
09
2）

市
町
村
交
付
金
割
合

0.
07
1

－
0.
00
7

（
0.
04
9）

（
0.
04
2）

都
道
府
県
交
付
金
割
合

0.
17
9*
**

0.
27
1*
**

（
0.
04
8）

（
0.
03
2）

一
人
当
た
り
入
院
医
療
費

－
0.
05
0*
**

0.
01
1

－
0.
12
0*
**

－
0.
17
5

－
0.
04
9*
**

0.
05
4*
**

－
0.
12
3*
**

－
0.
28
4*

（
0.
01
0）

（
0.
01
6）

（
0.
03
3）

（
0.
14
6）

（
0.
00
9）

（
0.
01
6）

（
0.
02
9）

（
0.
15
0）

一
人
当
た
り
入
院
外
医
療
費

－
0.
08
4*
**

0.
00
3

－
0.
13
5*
*

－
0.
00
4

－
0.
05
4*

0.
05
8*
*

－
0.
12
2*
*

0.
06
0

（
0.
03
0）

（
0.
02
1）

（
0.
05
4）

（
0.
18
5）

（
0.
03
1）

（
0.
02
5）

（
0.
05
2）

（
0.
12
3）

一
人
当
た
り
歯
科
医
療
費

0.
05
5

0.
01
9

－
0.
00
1

－
0.
04
0

0.
07
0*

0.
01
2

0.
01
8

0.
03
0

（
0.
03
5）

（
0.
01
9）

（
0.
01
6）

（
0.
08
9）

（
0.
03
6）

（
0.
01
7）

（
0.
01
5）

（
0.
03
2）

一
人
当
た
り
調
剤
医
療
費

0.
02
2

0.
02
5

－
0.
03
0

0.
08
4

0.
01
7

0.
03
5*

－
0.
08
2

0.
12
7*

（
0.
01
9）

（
0.
01
9）

（
0.
06
1）

（
0.
07
3）

（
0.
02
1）

（
0.
02
0）

（
0.
05
0）

（
0.
06
8）

一
人
当
た
り
高
額
療
養
費

－
0.
00
4*
*

0.
00
0

0.
11
9*
**

0.
11
5

－
0.
00
5*
*

－
0.
00
2

0.
08
1*
*

0.
15
0

（
0.
00
2）

（
0.
01
0）

（
0.
03
2）

（
0.
12
6）

（
0.
00
2）

（
0.
01
5）

（
0.
03
1）

（
0.
16
1）

定
数
項

1.
00
0*
**

－
0.
28
5

1.
26
4*
**

3.
27
7

1.
09
5*
**

－
1.
11
9*
**

1.
93
0*
**

2.
99
5

（
0.
21
7）

（
0.
21
3）

（
0.
45
0）

（
3.
93
4）

（
0.
22
1）

（
0.
23
8）

（
0.
39
0）

（
2.
46
5）

決
定
係
数

0.
24
2

0.
00
2

0.
00
0

0.
02
9

0.
40
1

0.
23
0

0.
01
0

0.
22
9

観
測
値
数

27
46

34
30

32
2

94
27
46

34
30

32
2

94
保
険
者
数

13
73

17
15

16
1

47
13
73

17
15

16
1

47

注
：
推
定
方
法
は
固
定
効
果
モ
デ
ル
。
対
数
化
し
た
変
数
を
使
用
し
て
い
る
た
め
，
ダ
ミ
ー
変
数
以
外
の
上
段
の
推
定
値
は
弾
力
値
を
表
す
。
下
段
の
括
弧
内
は
保
険
者
間
の
誤
差
項
の
相
関
を
許
し
た
頑
健
な
標
準

誤
差
で
あ
る
。
**
*，
**
，
*は
，
そ
れ
ぞ
れ
1％
，
5％
，
10
％
の
有
意
水
準
で
有
意
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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表
4
新
型
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
医
療
保
険
財
政
に
与
え
た
影
響
：
医
療
利
用
の
分
解
（
2）

被
説
明
変
数

収
支
比
率

経
常
収
支
比
率

サ
ン
プ
ル

健
康
保
険
組
合

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

組
合

後
期
高
齢
者
医
療

制
度

健
康
保
険
組
合

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

組
合

後
期
高
齢
者
医
療

制
度

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ダ
ミ
ー
（
）

0.
03
5*
**

0.
01
2*
**

0.
03
1*
*

－
0.
01
5

0.
02
8*
**

0.
01
5*
**

0.
01
0

0.
01
1

（
0.
01
0）

（
0.
00
4）

（
0.
01
4）

（
0.
01
3）

（
0.
00
9）

（
0.
00
5）

（
0.
01
2）

（
0.
01
0）

被
保
険
者
数

0.
03
8

－
0.
02
2

－
0.
10
7

－
1.
09
9

0.
11
4*

0.
09
8

－
0.
29
2*
**

－
1.
17
9

（
0.
06
9）

（
0.
07
8）

（
0.
10
5）

（
0.
95
1）

（
0.
06
0）

（
0.
07
0）

（
0.
08
7）

（
0.
79
8）

被
保
険
者
数
2乗

－
0.
00
6

－
0.
00
8

0.
01
2

0.
09
0

－
0.
01
5

－
0.
01
2*

0.
03
9

0.
10
2

（
0.
01
4）

（
0.
00
6）

（
0.
03
1）

（
0.
08
3）

（
0.
01
1）

（
0.
00
7）

（
0.
03
0）

（
0.
07
5）

40
歳
以
上
割
合

0.
00
5

－
0.
01
6

0.
08
8

0.
00
6

－
0.
03
7

0.
14
0

（
0.
00
5）

（
0.
04
9）

（
0.
24
7）

（
0.
00
4）

（
0.
05
7）

（
0.
23
9）

後
期
高
齢
者
比
率

0.
00
1

－
0.
12
2*
**

－
0.
01
8

0.
01
2

－
0.
11
5*
**

0.
00
9

（
0.
01
4）

（
0.
03
3）

（
0.
05
2）

（
0.
01
4）

（
0.
03
1）

（
0.
04
3）

保
険
料
収
入
割
合

－
0.
16
2*
**

－
0.
00
9

0.
01
1

0.
06
5

0.
52
6*
**

0.
01
3

－
0.
14
1*
**

0.
10
7*
**

（
0.
05
6）

（
0.
00
6）

（
0.
04
9）

（
0.
05
7）

（
0.
07
5）

（
0.
02
8）

（
0.
04
6）

（
0.
02
5）

総
務
費
割
合

0.
05
8*
**

0.
00
8*
**

－
0.
06
0*
**

0.
00
7

0.
07
8*
**

－
0.
00
6*
*

－
0.
06
2*
**

0.
01
0

（
0.
01
4）

（
0.
00
3）

（
0.
01
9）

（
0.
03
8）

（
0.
01
5）

（
0.
00
3）

（
0.
01
8）

（
0.
02
3）

保
険
事
業
費
割
合

0.
04
1*
**

－
0.
00
1

－
0.
02
2

0.
00
9

0.
05
3*
**

－
0.
00
3

－
0.
00
6

－
0.
01
1

（
0.
01
5）

（
0.
00
3）

（
0.
02
3）

（
0.
00
8）

（
0.
01
6）

（
0.
00
4）

（
0.
02
2）

（
0.
00
7）

前
期
高
齢
者
拠
出
金
割
合

－
0.
03
0*
**

－
0.
01
0*
**

－
0.
02
1*
**

－
0.
02
7*
**

－
0.
01
0*
**

－
0.
01
6*
**

（
0.
00
4）

（
0.
00
2）

（
0.
00
7）

（
0.
00
3）

（
0.
00
2）

（
0.
00
5）

後
期
高
齢
者
拠
出
金
割
合

0.
15
2*
*

0.
06
0*
*

0.
27
0*
**

0.
29
8*
**

0.
06
8*
**

0.
19
5*
*

（
0.
06
5）

（
0.
02
4）

（
0.
08
6）

（
0.
04
6）

（
0.
02
1）

（
0.
07
5）

後
期
高
齢
者
交
付
金
割
合

－
0.
57
8*
**

－
0.
19
9*
**

（
0.
17
6）

（
0.
09
9）

市
町
村
交
付
金
割
合

0.
02
5

－
0.
01
2

（
0.
06
3）

（
0.
04
8）

都
道
府
県
交
付
金
割
合

0.
23
4*
**

0.
29
5*
**

（
0.
05
6）

（
0.
03
7）

受
診
率
（
入
院
）

－
0.
05
2*
**

0.
01
5

－
0.
12
5*
**

－
0.
16
5

－
0.
05
6*
**

0.
06
2*
**

－
0.
12
5*
**

－
0.
30
0*
*

（
0.
01
8）

（
0.
01
4）

（
0.
03
9）

（
0.
19
0）

（
0.
01
6）

（
0.
01
7）

（
0.
03
4）

（
0.
13
8）

受
診
率
（
入
院
外
）

0.
11
7

－
0.
05
0

0.
10
0

－
0.
25
7

0.
07
2

－
0.
01
9

0.
17
7

－
0.
03
7

（
0.
10
5）

（
0.
04
4）

（
0.
24
1）

（
0.
30
3）

（
0.
10
3）

（
0.
05
1）

（
0.
20
3）

（
0.
14
0）

受
診
率
（
歯
科
）

－
0.
02
8

－
0.
00
4

－
0.
00
6

－
0.
19
4

0.
01
7

－
0.
02
5

0.
01
8

－
0.
00
1

（
0.
04
8）

（
0.
02
1）

（
0.
01
6）

（
0.
17
8）

（
0.
05
0）

（
0.
02
9）

（
0.
01
6）

（
0.
06
6）

受
診
率
（
調
剤
）

－
0.
00
6

0.
08
1

－
0.
06
5

0.
43
9

0.
02
7

0.
13
2*
**

－
0.
28
4*

0.
25
4*
*

（
0.
09
7）

（
0.
05
4）

（
0.
19
9）

（
0.
26
7）

（
0.
09
7）

（
0.
04
0）

（
0.
16
7）

（
0.
11
5）
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受
診
率
（
高
額
療
養
費
）

－
0.
01
4*
*

0.
00
2

0.
09
1*
*

0.
24
0

－
0.
00
9

－
0.
01
2

0.
07
0*

0.
12
3

（
0.
00
6）

（
0.
01
2）

（
0.
04
4）

（
0.
17
2）

（
0.
00
5）

（
0.
01
9）

（
0.
03
9）

（
0.
13
5）

一
件
当
た
り
入
院
医
療
費

－
0.
05
2*
**

0.
00
7

－
0.
13
9*
**

－
0.
07
9

－
0.
04
8*
**

0.
04
1*
*

－
0.
15
1*
**

－
0.
03
2

（
0.
01
5）

（
0.
02
0）

（
0.
04
8）

（
0.
25
8）

（
0.
01
3）

（
0.
01
7）

（
0.
04
5）

（
0.
16
0）

一
件
当
た
り
入
院
外
医
療
費

－
0.
16
8*
**

0.
00
7

－
0.
14
8*
*

0.
16
4

－
0.
12
6*
**

0.
06
6*
**

－
0.
14
2*
*

0.
18
9

（
0.
03
8）

（
0.
02
2）

（
0.
06
2）

（
0.
28
6）

（
0.
03
5）

（
0.
02
5）

（
0.
05
6）

（
0.
15
0）

一
件
当
た
り
歯
科
医
療
費

0.
02
5

0.
03
1

－
0.
08
4

－
0.
04
3

0.
01
0

0.
03
1

－
0.
04
6

0.
03
6

（
0.
06
8）

（
0.
02
2）

（
0.
07
1）

（
0.
10
2）

（
0.
05
7）

（
0.
02
4）

（
0.
06
8）

（
0.
07
4）

一
件
当
た
り
調
剤
医
療
費

0.
00
8

0.
01
5

－
0.
05
6

－
0.
11
4

0.
00
2

0.
01
9

－
0.
09
3*

0.
04
6

（
0.
01
4）

（
0.
02
1）

（
0.
06
1）

（
0.
11
2）

（
0.
01
5）

（
0.
01
9）

（
0.
05
1）

（
0.
09
2）

一
件
当
た
り
高
額
療
養
費

－
0.
00
3

－
0.
00
1

0.
15
1*
**

0.
17
4

－
0.
00
4

0.
00
7

0.
09
8*
**

0.
10
7

（
0.
00
3）

（
0.
01
1）

（
0.
03
6）

（
0.
16
2）

（
0.
00
3）

（
0.
01
3）

（
0.
03
5）

（
0.
13
3）

定
数
項

0.
86
6*
**

－
0.
21
4

0.
93
8

3.
27
5

1.
08
0*
**

－
1.
05
1*
**

1.
79
4*
**

2.
43
4

（
0.
26
4）

（
0.
22
6）

（
0.
68
3）

（
4.
61
7）

（
0.
25
0）

（
0.
25
4）

（
0.
56
8）

（
2.
69
2）

決
定
係
数

0.
26
7

0.
00
3

0.
04
2

0.
04
1

0.
43
0

0.
19
7

0.
00
9

0.
18
2

観
測
値
数

27
44

34
30

32
2

94
27
44

34
30

32
2

94

保
険
者
数

13
72

17
15

16
1

47
13
72

17
15

16
1

47

注
：
推
定
方
法
は
固
定
効
果
モ
デ
ル
。
対
数
化
し
た
変
数
を
使
用
し
て
い
る
た
め
，
ダ
ミ
ー
変
数
以
外
の
上
段
の
推
定
値
は
弾
力
値
を
表
す
。
下
段
の
括
弧
内
は
保
険
者
間
の
誤
差
項
の
相
関
を
許
し
た
頑
健
な
標
準

誤
差
で
あ
る
。
**
*，
**
，
*は
，
そ
れ
ぞ
れ
1％
，
5％
，
10
％
の
有
意
水
準
で
有
意
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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のように経済モデルに基づくものではなく，アド
ホックに設定した回帰式であるため，経済学的な
解釈を当てはめることができないことである。
Yuda（2016a，b）では，国民健康保険財政の生産
物の代理変数に平均寿命を用いているが，本稿の
作成時点における最新の市町村別・都道府県別平
均寿命はパンデミック前の2015年度版であったた
め，適切な指標が利用可能ではなかったことが，
経済モデルに基づく式を用いなかった理由であ
る。したがって，本稿で推定された結果は因果関
係を表しているのではなく，変数間の相関を確認
していることに過ぎない点には注意が必要であ
る。第二は，医療資源や地域特有のトレンドなど
の地域要因を考慮していない点である。連続する
二年度のサンプルを使っていることから，多くの
地域要因は大きな変化がないと考えられるので，
この影響の大部分は推定式の固定効果 で考慮
されているかもしれない。しかしながら，それは
欠落変数バイアスによる影響を除去していること
とは同値ではない。これらの課題を克服しつつ，
新型コロナパンデミックの影響が医療保険財政上
に本格的に表れる2021年度以降のデータを使って
真の因果効果を推定することは，ポストコロナ時
代に本格的な超高齢社会の到来を迎える我が国に
おける皆保険制度の持続可能性についても非常に
重要な今後の研究課題の一つであると言える。
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補 論1 経常収支と経常支出の定義

脚注5で述べたように，国民健康保険，国民健康
保険組合および後期高齢者医療制度の経常収支と
経常支出は，健康保険組合の『収入支出決算概要
表』における定義を適用して算出したものを使用
している。経常収入は，収入総額から「調整保険
料収入」・「繰越金」・「繰入金（退職積立金繰入，
保証を除く）」・「組合債」・「寄付金」・「国庫補助金
収入（特定健康診査・保指導補助金を除く）」・「財
政調整事業交付金」・「雑収入・不用財産等売払
代・補助金等追加収入」・「介護勘定受入」を除い
て算出した額である。また，経常支出は，支出総
額から「調整保険料還付金」・「営繕費」・「財政調
整事業拠出金」・「積立金・その他（経常外分）」・
「財政運営安定資金」・「雑支出・補助金等返還支
出」・「介護勘定繰入」を除いて算出した額である。
なお拠出金の未済分は，前期高齢者納付で調整さ
れている。

（すずき・りんや）
（ゆだ・みちお）
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COVID-19 Pandemic and Public Health Insurance Finances
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Abstract

The global COVID-19 pandemic of 2020 has drastically changed our daily lives and socioeconomic

activities. This paper preliminarily examines the impact of the COVID-19 pandemic on the Japanese public

health insurance finances using insurer-level panel data from the Health Insurance Societies, municipal

National Health Insurances, National Health Insurance Associations, and the medical care system for the

elderly aged 75 and over. The results of the fixed-effects model show that the pandemic has little impact on

public health insurance finances in FY2020. In addition, descriptive statistics show that the pandemic

significantly decreases per-capita outpatient healthcare expenditures for those of all public health insurances

and per-capita inpatient expenditures for those of Health Insurance Societies. Conversely, there are

insignificant and positively significant changes in the most of other medical expenditures. However, this trend

is the result of an offsetting significant decrease in consultation rates and a significantly large increase in per-

patient medical expenditures for all public health insurances.

Keywords：COVID-19 Pandemic, Public Health Insurance Finances, Refraining from Healthcare Utilization
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動向

令和2（2020）年度 社会保障費用統計
――概要と解説――

国立社会保障・人口問題研究所 社会保障費用統計プロジェクト＊

抄 録

国立社会保障・人口問題研究所は2022年8月30日に「令和2年度社会保障費用統計」を公表した。2020
年度「社会支出」総額は136兆3,600億円，対前年度増加額は8兆4,817億円で過去最高となり，対国内総生
産比は2.52％ポイント上昇した。「社会保障給付費」総額は132兆2,211億円で，対国内総生産比は2.45％
ポイント上昇した。
社会支出を政策分野別にみると，最も大きいのは「保健」55兆9,026億円，次いで「高齢」48兆7,975億
円であり，この2分野で総額の約77％を占めている。
社会保障給付費を部門別にみると，「医療」は42兆7,193億円で総額に占める割合は32.3％，「年金」は
55兆6,336億円で同42.1％，「福祉その他」は33兆8,682億円で同25.6％であった。社会保障給付費に対応
する「社会保障財源」は総額184兆8,160億円で，前年度に比べ52兆4,629億円の増加となった。項目別構
成割合をみると，「社会保険料」39.8％，「公費負担」31.9％，「資産収入」23.8％，「その他」4.5％であっ
た。
2020年は，新型コロナウイルスの国内での感染拡大が始まった年であり，新型コロナウイルス感染症
対策に係る費用が，社会支出，社会保障給付費の大幅な伸びにつながった。

キーワード：社会支出，社会保障給付費，社会保障財源，OECD，ILO

社会保障研究 2022, vol. 7, no. 3, pp. 279-290.

Ⅰ 社会保障費用統計

社会保障費用とは，社会支出（OECD基準）と
社会保障給付費（ILO基準）の総称である。社会
支出は，社会保障給付費に加え，直接個人に帰着
しない支出も集計範囲に含む。社会支出のデータ
はOECDにおいて定期的に更新・公表されてお
り，国際比較の観点から重要な指標となっている

（なお，国際比較では2019年度のものを公表して
いる（後述））。他方，社会保障給付費は1950年以
降について利用可能で，長期時系列推移をみるに
適しており，国内の政策議論の基礎として長年利
用されている。
国立社会保障・人口問題研究所（以下「研究所」
という。）は，毎年，社会保障費用を取りまとめた
統計として「社会保障費用統計」を公表している。
公表時期については，近年は，公表年度の8月に

＊矢野正枝（企画部長），竹沢純子（企画部 第3室長），横山真紀（同 研究員），黒田有志弥（社会保障応用分析
研究部 室長）
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前々年度の「社会保障費用統計」を公表しており，
2022年度は8月30日に「令和2年度社会保障費用統
計」を公表した1)。本稿は，「令和2年度社会保障費
用統計」についてその集計結果の概要を示し，解
説することを目的とするものである。

Ⅱ 「令和2年度社会保障費用統計」の概要と解説

本節では，まず社会支出及び社会保障給付費の
総額の動向，次に政策分野別社会支出，部門別社
会保障給付費，最後に社会保障財源の動向につい
て解説する。なお，2020年は国内で新型コロナウ
イルスの感染拡大が始まった年であり，社会保障
費用統計にもその影響が大きく表れている。本稿
では新型コロナウイルス感染症に係る費用に関し
てⅢに詳細を記載する。

1 社会保障費用（社会支出，社会保障給付費）
の総額―過去最高額を更新

（1） 社会支出（表1）
2020年度の社会支出の総額は136兆3,600億円，
対前年度伸び率は6.6％（2019年度は1.9％），対国
内総生産比は25.46％（2019年度は22.95％）で

あった。また，2020年度の国民1人当たりの社会
支出は108万1,000円であった。社会支出の総額は
1980年の集計開始以来最高額であり，対国内総生
産比は2.52％ポイント上昇した。

（2） 社会保障給付費（表1）
2020年度の社会保障給付費の総額は132兆2,211
億円，対前年度伸び率は 6.7％（2019年度は
2.1％），対国内総生産比は24.69％（2019年度は
22.24％）であった。また，2020年度の国民1人当
たりの社会保障給付費は104万8,200円であった。
社会保障給付費の総額は1950年の集計開始以来最
高額であり，対国内総生産比は2.45％ポイント上
昇した。

2 政策分野別社会支出―「保健」と「高齢」で
約77％を占める（表2）

（1） 社会支出の動向
2020年度の社会支出を政策分野別にみると，

「保健」が最も多く（構成割合は41.0％。以下同
じ。），次いで「高齢」（35.8％），「家族」（7.9％），
「障害，業務災害，傷病」（4.8％），「遺族」（4.7％），
「積極的労働市場政策」（2.9％），「他の政策分野」

1) 国立社会保障・人口問題研究所（2022）参照。同内容は研究所ホームページおよび政府統計の総合窓口（e-Stat）
に全文掲載している。なお，社会保障費用統計では，集計範囲や集計項目の分類の妥当性を随時検証し，変更の
必要があれば毎年の公表時にそれらを反映させている。その際には過去の数値についても適切な時点までḪ及修
正している。「令和2年度社会保障費用統計」においても細かな変更を行い，それに伴いḪ及修正も行っているた
め，時系列表などを参照する際には最新のもの（2023年度公表予定の「令和3年度社会保障費用統計」までは「令
和2年度社会保障費用統計」）を参照されたい。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3280

表1 社会保障費用の推移

社会保障費用 2019年度 2020年度
対前年度比

増加額（分） 伸び率（％）
社会支出（億円） 1,278,783 1,363,600 84,817 6.6

1人当たり（千円） 1,013.6 1,081.0 67.4 6.7

対国内総生産比（％） 22.95 25.46 2.52 －
社会保障給付費（億円） 1,239,244 1,322,211 82,967 6.7

1人当たり（千円） 982.2 1,048.2 65.9 6.7

対国内総生産比（％） 22.24 24.69 2.45 －
参考：国内総生産（億円） 5,573,065 5,355,099 △217,966 △3.9

注：社会支出には，社会保障給付費に加えて，施設整備費等の個人に帰着しない支出も集計範囲に含む。詳しくは国立社会保障・人口問
題研究所（2022）53-62頁参照。

資料：人口は，総務省統計局「人口推計-2020年10月1日現在」，国内総生産は，内閣府「2020年度（令和2年度）国民経済計算年次推計」に
よる。
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（1.5％），「失業」（0.9％），「住宅」（0.4％）の順と
なっている。「保健」と「高齢」の2分野で総額の
76.8％を占めている。
2020年度の政策分野別社会支出を対前年度伸び
率でみると，「積極的労働市場政策」「失業」「他の
政策分野」「家族」「障害，業務災害，傷病」「保健」
「高齢」「住宅」（伸び率の大きい順）が増加してい
る一方で，「遺族」は減少している。「積極的労働
市場政策」の増加は，雇用調整助成金（新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響を受けた事業主に対
する特例措置として拡大）が増加したことが大き
く影響している。「家族」の増加は，2019年10月1
日から開始された保育無償化に係る子どものため
の教育・保育給付交付金が2020度に満年度化した
ため増額となったこと，新型コロナウイルス感染
拡大を受け，ひとり親世帯臨時特別給付金，子育
て世帯臨時特別給付金などの事業が実施されたこ
となどが影響している。「家族」関係支出は初め
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表2 政策分野別社会支出

社会支出 2019年度 2020年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

合 計 1,278,783 1,363,600 84,817 6.6

（100.0） （100.0）
高齢 483,903 487,975 4,071 0.8

（37.8） （35.8）
遺族 64,600 64,199 △401 △0.6

（5.1） （4.7）
障害，業務災害，傷病 62,392 66,020 3,627 5.8

（4.9） （4.8）
保健 530,524 559,026 28,502 5.4

（41.5） （41.0）
家族 96,730 107,536 10,805 11.2

（7.6） （7.9）
積極的労働市場政策 8,294 40,202 31,908 384.7

（0.6） （2.9）
失業 8,964 12,717 3,753 41.9

（0.7） （0.9）
住宅 6,028 6,048 20 0.3

（0.5） （0.4）
他の政策分野 17,347 19,878 2,531 14.6

（1.4） （1.5）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：政策分野別社会支出の項目説明は，国立社会保障・人口問題研究所（2022）53-62頁を参照。

表3 社会支出の国際比較（2019年度）

社会支出 日本
（2020年度） 日本 イギリス

（2018年度）
アメリカ
（2018年度） スウェーデン ドイツ フランス

社会支出
対国内総生産比 25.46％ 22.95％ 20.51％ 24.13％ 25.47％ 27.63％ 31.51％

（参考）対国民所得比 36.30％ 31.92％ 28.48％ 30.42％ 38.77％ 36.82％ 45.08％

注：アメリカについては，2014年にいわゆるオバマケア（Patient Protection and Affordable Care Act）が施行され，個人に対し医療保険への
加入が原則義務化されたことに伴い，それまで任意私的支出（Voluntary Private Expenditure）とされてきた民間の医療保険支出が，義
務的私的支出（Mandatory Private Expenditure）として社会支出に計上されることになった。

資料：諸外国の社会支出は，OECD Social Expenditure Database（2022年6月23日時点の暫定値），国内総生産・国民所得については，日本
は内閣府「2020年度（令和2年度）国民経済計算年次推計」，諸外国はOECD Annual National Accounts Database（2022年5月10日時点）
による。

出所：上記資料より国立社会保障・人口問題研究所が作成。
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て国内総生産の2％を超えた（図1）。その要因と
して，家族関係費が上述の理由により増加したこ
とが挙げられるが，一方で分母となる国内総生産
が新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受け
縮小していることに留意が必要である。

（2） 社会支出の国際比較（表3，図1）
表3及び図1は日本を含めた主要6か国の政策分
野別の社会支出の対国内総生産比である。社会支
出の対国内総生産比を諸外国と比較すると，2019
年度時点で日本はイギリス（2018年度）よりも大
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災害、傷病

保健 家族 積極的労働
市場政策

失業 住宅 他の
政策分野

注：表3注参照。
資料：諸外国の社会支出は，OECD Social Expenditure Database（2022年6月23日時点の暫定値），国内総生産については，日本は内閣府

「2020年度（令和2年度）国民経済計算年次推計」，諸外国はOECD Annual National Accounts Database（2022年5月10日時点）による。
出所：上記資料より国立社会保障・人口問題研究所が作成。

図1 政策分野別社会支出の国際比較（2019年度）
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きく，フランス，ドイツ，スウェーデン，アメリ
カ（2018年度）と比較すると小さくなっている2)。

3 部門別社会保障給付費―「医療」と「福祉そ
の他」が昨年度より高い伸び率（表4）
部門別社会保障給付費は，社会保障給付費を

「医療」「年金」「福祉その他」に分けているもので
ある。これはILO第18次調査の社会保障給付費収
支表を基礎にしているが，分類は日本独自であ
る。
2020年度の社会保障給付費を部門別にみると，

「医療」が42兆7,193億円（構成割合は32.3％。以
下同じ。），「年金」が55兆6,336億円（42.1％），「福
祉その他」が33兆8,682億円（25.6％）であった。
対前年度伸び率でみると，「医療」は4.9％増，「年
金」は0.3％増，「福祉その他」は22.1％増であっ
た。雇用調整助成金が増加したことなどにより，
「福祉その他」の伸び率が高かった。近年，「福祉
その他」の構成割合が徐々に増加する傾向にあっ
たが，2020年度は新型コロナウイルス感染症対策

に係る支出の増加によって大幅な伸びを見せてい
る。

（1） 医療
2020年度の「医療」は全体として1兆9,951億円
増加し，2019年度における伸び（2.5％増）と比較
して高い伸び（4.9％増）となった。公的医療保険
で減少したものの，新型コロナウイルス感染症対
策に係る公衆衛生分野での支出が伸びたことによ
る。
制度別にみると，「医療」の増加に最も寄与した
のは，公衆衛生（3兆3,455億円）である。一方で，
後期高齢者医療制度（4,156億円減），国民健康保
険（3,654億円減），組合管掌健康保険（2,401億円
減），全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会
けんぽ」という。）（2,154億円減）と公的医療保険
は軒並み減少している。
公的医療保険の減少は，新型コロナウイルス感
染拡大に伴う受診控えや，マスク着用等による基
本的な感染対策，新しい生活様式の浸透による呼

2) 5カ国の社会支出値の出所であるOECD社会支出データベースは，原則として2年おきにt-3年度（tとは，OECD
データベースの更新作業が行われた年度を表す。）まで更新され，2022年秋頃に2019年度まで更新予定となってい
る。そのため，「令和2年度社会保障費用統計」集計時点においては，OECD事務局より提供を受けた暫定値（2018
または2019年度）を利用した。2020年度の各国の社会支出が明らかになるのは，OECD社会支出データベースの
次回更新が行われる2024年度である。2020年度は世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により，2019年度
までの数値とは大きく変化する可能性がある。
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表4 部門別社会保障給付費

社会保障給付費 2019年度 2020年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

計 1,239,244 1,322,211 82,967 6.7

（100.0） （100.0）
医療 407,242 427,193 19,951 4.9

（32.9） （32.3）
年金 554,520 556,336 1,815 0.3

（44.7） （42.1）
福祉その他 277,481 338,682 61,201 22.1

（22.4） （25.6）
介護対策（再掲） 107,347 114,169 6,822 6.4

（8.7） （8.6）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：部門別社会保障給付費の項目説明は，国立社会保障・人口問題研究所（2022）25頁，48頁を参照。
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吸器系疾患等の減少などの影響と考えられる3)。
「医療」の伸びに最も寄与した公衆衛生は，対前
年度比で732.9％の増加となった。新型コロナウ
イルス感染症対策に係る事業のうち，医療として
集計すべき事業等の支出の増加による。主たるも
のとしては，新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援交付金（医療分）（2兆4,677億円），医療機関
への医療用物資の確保・配布事業（3,570億円）等
が挙げられる。

（2） 年金
2020年度の「年金」は全体で1,815億円増加し，
対前年度比0.3％増となった。近年の年金の伸び
率はおおむね1.0％未満で推移しており，「年金」
の伸びは低い。制度ごとにみると，国民年金で
4,109億円の増加，厚生年金保険で941億円減少と
なっている。
国民年金については，受給者数・平均年金月額
ともに2019年度に引き続き前年度より増加してお
り，その結果，年金総額も増加している4)。

（3） 福祉その他
2020年度の「福祉その他」は，雇用保険，社会
福祉，雇用対策，介護保険等で増加したため，全
体として6兆1,201億円増（対前年度比22.1％増）
となった。
雇用保険は，全体で3兆3,941億円の増加（対前
年度比174.6％増）となった。これは主として，雇
用調整助成金（2兆9,798億円）の増加による。
社会福祉は，全体で1兆8,488億円の増加（対前
年度比27.5％増）となった。子どものための教
育・保育給付交付金（3,915億円増），年金生活者
支援給付金給付費（2,565億円増），介護給付費・
訓練等給付費（1,227億円増），等が増加した一方

で，児童扶養手当給付費負担金が1,329億円減少
している。
介護保険については，「令和2年度 介護給付費
等実態統計」（厚生労働省）によると，1人当たり
給付費が増加しており，その結果，全体の給付費
も増加したものと考えられる。なお，2020年度
は，介護予防サービス（要支援1～2）については
前年度と同程度の支出があったが，介護サービス
（要介護1～5）については通所，短期入所は減少
し，訪問，施設サービスが増加している。感染予
防のため，自宅で生活している要介護者が，サー
ビスを受けるために施設等に通うことを控え，自
宅でのサービス給付を増やした影響と考えられ
る。
増加のうち，子どものための教育・保育給付交
付金は，いわゆる「保育無償化」に係る交付金で
あり，2019年10月から無償化が開始され，2020年
度は満年度化されたため，増額となった。減少し
た児童扶養手当給付費負担金は，2018年から2019
年にかけて，支払い回数が年3回から年6回に見直
されたこと等により，移行期間を含む2019年度に
一時的に負担金の支出額が高くなったことによ
る。
「福祉その他」の中で再掲している「介護対策」5)

は，昨年度の対前年度比（3.3％増）より高い伸び
（6.4％増）となった。「介護対策」の増加は，その
うち94.4％（2020年度）を占める介護保険が増加
したことである（2,544億円増，対前年度比2.4％
増）。

4 社会保障財源―「国庫負担」「資産収入」が
増加（表5）
社会保障財源の概念は，社会保障給付費と同じ
ようにILO基準に対応するもので，その総額には，

3) 第145回厚生労働省社会保障審議会医療保険部会議事録（2021年9月22日）によれば，2021年8月31日に公表され
た「令和2年度 医療費の動向－MEDIAS－」において医療費が減少した理由として，受診控えのほかに，基本的
な感染対策としてのマスクの着用の徹底，手洗いうがいの励行，社会的距離の確保など，新しい生活様式の浸透
による呼吸器系疾患を中心とする疾病の減少などの影響が指摘されている。
4) 国民年金について，受給者数は対前年度比で0.9％の増加，老齢年金平均月額は同0.6％の増加となっており，年
金総額は1.4％の増加となっている（厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」）。
5)「介護対策」には，介護保険給付のほか，生活保護の介護扶助，原爆被爆者に対する介護保険の一部負担金の助
成及び介護休業給付が含まれる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3284
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給付費に加えて管理費及び施設整備費等の財源も
含まれる。
2020年度の社会保障財源は，総額で184兆8,160
億円となり，前年度に比べて52兆4,629億円増加
した（対前年度比39.6％増）。社会保障財源の総
額は，資産収入の変動に大きく影響を受けている
が，2020年度は，2019年度と比較して資産収入が
大幅に増加し，国庫負担も増加したため，総額，
伸び率ともに集計開始以降最高値となった。
社会保障財源の大項目別構成割合をみると，

「社会保険料」が39.8％，「公費負担」が31.9％，
「資産収入」が23.8％，「その他」が4.5％であった。
また，社会保障財源の小項目別構成割合は，「資産
収入」が最も多く（23.8％），次いで「国庫負担」
（22.2％），「被保険者拠出」（20.9％），「事業主拠
出」（18.9％），「他の公費負担」（9.7％），「その他」
（4.5％）の順となっている。前年度と比較して資

産収入の割合が大きく増加したため，資産収入を
除いた各項目については，「その他」以外，総額に
占める割合は減少している。
社会保障財源を小項目別にみると，前述のよう
に「資産収入」が大きく増加し（対前年度比
2,658.4％増），公費負担である「国庫負担」（同
19.2％増），「他の公費負担」（同2.5％増），「その
他」も増加したが（同72.5％増），社会保険料につ
いては，「被保険者拠出」，「事業主拠出」ともに
2019年度より減少した。

（1） 社会保険料
① 被保険者拠出
「被保険者拠出」は，主として厚生年金保険
（2,792億円減），国民健康保険（521億円減），協会
けんぽ（506億円減）等で減少したことにより，全
体として4,672億円の減少，対前年度比0.6％減と
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表5 項目別社会保障財源

社会保障財源 2019年度 2020年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

計 1,323,531 1,848,160 524,629 39.6

（100.0） （100.0）
社会保険料 740,082 735,410 △4,672 △0.6

（55.9） （39.8）
被保険者拠出 389,665 387,032 △2,633 △0.7

（29.4） （20.9）
事業主拠出 350,417 348,378 △2,039 △0.6

（26.5） （18.9）
公費負担 518,937 589,527 70,590 13.6

（39.2） （31.9）
国庫負担 343,867 410,026 66,158 19.2

（26.0） （22.2）
他の公費負担 175,070 179,502 4,431 2.5

（13.2） （9.7）
資産収入 15,929 439,400 423,471 2,658.4

（1.2） （23.8）
その他 48,582 83,823 35,241 72.5

（3.7） （4.5）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：公費負担とは，「国庫負担」と「他の公費負担」の合計である。「他の公費負担」とは，①国の制度等に基づいて地方公共団体が負担
しているもの，②地方公共団体の義務的経費に付随して，地方公共団体が独自に負担をしているもの，である。ただし，国の制度等
に基づかず地方公共団体が独自に行っている事業については，認可外保育所等の一部の就学前教育・保育に係る事業及び公費負担医
療給付分が含まれている。

3：「資産収入」については，公的年金制度等における運用実績により変動することに留意する必要がある。また，「その他」は積立金か
らの受入等を含む。
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なった。
「被保険者拠出」の減少要因について制度別に
みると，最も減少額が大きかった厚生年金保険に
おける被保険者拠出は，被保険者数は増加したも
のの，1人当たり標準報酬額の減少やそれ以外の
要因により減少した。それ以外の要因とは，新型
コロナウイルス感染症拡大への対応として実施し
た納付猶予特例制度の影響等である。
② 事業主拠出
「事業主拠出」は，厚生年金保険（2,792億円
減），協会けんぽ（510億円減），国家公務員共済
（146億円減）等で減少し，増加したものもあるが，
全体として2,039億円の減少，対前年度比0.6％減
となった。厚生年金保険，協会けんぽの保険料は
労使折半であるため，「事業主拠出」の減少要因
は，「被保険者拠出」の減少の要因と同じである。

（2） 公費負担
公費負担とは，「国庫負担」と「他の公費負担」
の合計である。
① 国庫負担
「国庫負担」は，公衆衛生，社会福祉，雇用保険，
雇用対策などで増加し，全体として6兆6,158億円
の増加となった。
公衆衛生の「国庫負担」の増加（3兆2,940億円
増，対前年度比578.9％増）は，新型コロナウイル
ス感染症緊急包括支援交付金（医療分）（2兆4,677
億円（新規）），医療機関等への医療用物資の確
保・配布事業（3,570億円（新規）），新型コロナウ
イルス感染症医療提供体制確保支援補助金
（2,677億円（新規））等による。
社会福祉の「国庫負担」の増加（1兆5,790億円
増，対前年度比39.9％増）は，新型コロナウイル
ス感染症緊急包括支援交付金（介護分）（4,153億
円（新規）），年金生活者支援給付金給付費（2,565

億円増），子どものための教育・保育給付交付金
（国庫負担分）（1,957億円増），ひとり親世帯臨時
特別給付金（1,802億円（新規）），子育て世帯臨時
特別給付金（1,495億円（新規）），新型コロナウイ
ルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）（1,271
億円（新規））等による。
雇用保険の「国庫負担」の増加（1兆844億円増，
対前年度比4,323.2％増）は，雇用安定事業費（1兆
762億円（新規））等が要因である。
② 他の公費負担
「他の公費負担」とは，①国の制度等に基づいて
地方公共団体が負担しているもの，②地方公共団
体の義務的経費に付随して，地方公共団体が独自
に負担をしているもの，である6)。
2020年度の「他の公費負担」は，社会福祉

（2,931億円増），介護保険（1,732億円増）等で増加
した結果，全体で4,431億円の増加（対前年度比
2.5％増）となった。
社会福祉の「他の公費負担」の増加は，子ども
のための教育・保育給付交付金（地方負担分）
（1,957億円増），介護給付費・訓練等給付費（地方
負担分）（613億円増），子育てのための施設等利用
給付交付金（地方負担分）（509億円増）等による。

（3） 資産収入
「資産収入」は，2020年度の年金積立金の運用収
益額及び運用収益率が2019年度と比較して大幅に
増加した7)影響で，全体として42兆3,471億円の増
加（対前年度比2,658.4％増）となった。

（4） その他
「その他」は，後期高齢者医療制度，国民健康保
険で減少したものの，雇用保険（3兆77億円増），
国民年金（5,238億円増）等で増加したこと等によ
り，全体として3兆5,241億円の増加（対前年度比

6) ILO基準社会保障財源の「他の公費負担」では，原則として①と②の事業を計上しているが，認可外保育所等の
一部の就学前教育・保育に係る事業及び公費負担医療給付分については，従来から法令の義務づけを問わず計上
してきた経緯を踏まえ，例外として計上している。
7) 年金積立金の運用実績について，2016年度から2020年度の収益率は，厚生年金保険では，5.47％，6.51％，
1.43％，△5.00％，23.96％，国民年金では，5.63％，6.70％，1.46％，△5.07％，24.39％と推移している（厚生労働
省「年金積立金の運用状況について」）。
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72.5％増）となった。雇用保険における増加は，
積立金からの受入と雇用安定資金からの受入が増
加したこと，国民年金における増加は積立金から
の受入が増加したことによるものである。

Ⅲ 「令和2年度社会保障費用統計」と新型コロ
ナウイルス感染症対策

1 「令和2年度社会保障費用統計」に含まれる
新型コロナウイルス感染症対策にかかわる主
な事業
Ⅱの冒頭で述べた通り，2020年は日本国内で新
型コロナウイルスの感染拡大が始まった年であ
る。
2020年度の社会保障費用統計においては，社会
支出（OECD基準）及び社会保障給付費（ILO基
準）のそれぞれについて，新型コロナウイルス感
染症対策に係る事業等の費用のうち，国際基準に
沿って集計対象となるものを計上している。集計
対象とした主な施策・事業等と費用を表6に示し
ている。
最も金額が多いのは「雇用調整助成金」であり，

2兆9,798億円となっている。この増加が政策分野
別社会支出における「積極的労働市場政策」，部門

別社会保障給付費における「福祉その他」の大幅
な増加につながった。「雇用調整助成金」は，経済
上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主に対して，雇用の維持を図るための休業手
当に要した費用を助成する制度である。2020年4
月から感染拡大に対する特例措置として，新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対し
て，助成率，日額上限額の引き上げ等が実施され
た。2019年度の社会保障費用統計に計上された
「雇用調整助成金」は，約43億円であったことか
ら，2020年度における「雇用調整助成金」の伸び
がいかに大きかったかが分かる。
次に金額が大きかったのは「新型コロナウイル
ス感染症緊急包括支援交付金（医療分）」であり，
同交付金が政策分野別社会支出における「保健」，
部門別社会保障給付費における「医療」の増加に
影響した。同交付金には感染者のための病床確
保，医療機関や薬局等における感染拡大防止等の
措置や，医療従事者に対する慰労金等が含まれ
る。
以下，「新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援交付金（介護分）」（介護施設・事業所等におけ
る感染拡大防止措置や，勤務する職員に対する慰
労金，感染拡大により休止されたサービスの再開
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表6 新型コロナウイルス感染症対策にかかわる主な施策・事業
主な施策・事業 額（億円） 社会支出の区分 社会保障給付費の区分

雇用調整助成金（特例措置の拡大を含む）＊1 29,798 積極的労働市場政策 福祉その他
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分） 24,677 保健 医療
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分） 4,153 保健 福祉その他（介護対策）
医療機関への医療用物資の確保・配布事業 3,570 保健 医療
緊急雇用安定助成金 2,107 積極的労働市場政策 福祉その他
ひとり親世帯臨時特別給付金 1,802 家族 福祉その他
子育て世帯臨時特別給付金 1,495 家族 福祉その他
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分） 1,271 障害，業務災害，傷病 福祉その他
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 885 失業 福祉その他
生活困窮者自立相談支援事業費（住居確保給付金の支給を含む）＊1 686 他の政策分野 福祉その他
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金 575 家族 福祉その他
感染症予防事業費等負担金（感染症発生動向調査事業）＊1 514＊2 保健 医療
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（児童福祉施設等分） 464 家族 福祉その他
検疫所における検疫・検査体制の強化 439 保健 医療
新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費等の公費負担 ＊1 166＊2 保健 医療

＊1：新型コロナウイルス感染症以外の感染症に係る費用，または，新型コロナウイルス感染症対策以外の施策に係る費用を含む。
＊2：本表においては国庫負担のみの額。
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等のための交付金），「医療機関への医療用物資の
確保・配布事業」（医療用マスクやガウン，手袋等
の備蓄体制強化・医療機関への提供等）と続く。
なお，表6の施策・事業は，主なものを記載してい
るものであり，新型コロナウイルス感染症対策に
かかわる費用がすべて記載されているものではな
いことに注意が必要である。このほかにも，既存
の施策・事業の中で実施されている新型コロナウ
イルス感染症対策に関する費用や，より少額の施
策・事業等があり，表6の費用を足し上げた額が新
型コロナウイルス対策費用の総額となるものでは
ない。

2 「令和2年度社会保障費用統計」に含まれな
い新型コロナウイルス感染症対策にかかわる
主な事業
社会保障費用統計には含まれない新型コロナウ
イルス感染症対策に係る施策・事業についても，
ここで触れておきたい。特別定額給付金給付事業
費補助金（約12兆7千億円8)），持続化給付金（約5
兆6千億円9)），新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金（約2兆6千億円10)），個人向け緊
急小口資金等の特例貸付の実施（約1兆円），家賃
支援給付金（約1兆円9）），介護施設等への布マス
ク配布事業（約280億円），全世帯への布製マスク
の配布事業（約260億円）は，社会保障費用統計に
は含まれない。
以下にその理由について簡単に説明する。
「特別定額給付金給付事業費補助金」（1人当た
り10万円の給付）は，社会支出（OECD基準）が準
拠するEUのESSPROS基準COVID-19ガイドライ
ン（EUROSTAT, 2021）において，生活に必須で
ない消費や，対象等が特定されない消費支出に対
する支援については集計対象外とされていること
から11)，社会支出に計上していない。なお，「ひと

り親世帯臨時特別給付金」や「子育て世帯臨時特
別給付金」は，特定の世帯を対象としていること
から，計上している。
「全世帯への布製マスクの配布事業」について
は，社会支出（OECD基準）の「保健」が準拠する
SHA基準の COVID-19ガイドライン（OECD,
Eurostat and WHO, 2021）において布製マスクは
医療用品に該当せず集計対象外とされているた
め12)，社会支出に計上していない。布製ではない
医療用マスクは社会支出の費用として計上されて
いる。
これらの取扱いについてはOECD事務局にも確
認を行い，妥当である旨の回答を得ているところ
である。
なお，社会保障給付費（ILO基準）においては

COVID-19の費用に関するガイドラインが示され
ていないため，OECD基準の集計対象に準じて整
理した。

3 新型コロナウイルスワクチン費用の推計方法
2020年度の社会保障費用統計には，新型コロナ
ウイルスワクチンに係る費用として，ワクチン購
入・流通費用（2020年度接種済み相当分），及びワ
クチン接種体制確保事業が計上されている。ワク
チンの費用については，SHA基準のCOVID-19ガ
イドラインにおいて，当該年度に接種済みの分を
計上することとされている。そのため，ワクチン
購入・流通費用の予算措置額（726,990百万円）
と，それに対応する接種回数（3億1,400万回）か
ら単価を算出し，2020年度の接種回数（1,002,739
件）に乗じた金額（2,322百万円）を計上してい
る13)。

参考文献
Adema, W., Fron, P. and Ladaique, M.（2011）“Is the

8) 金額は行政事業レビューシートに記載の市区町村に対する補助金交付額。
9) 金額は行政事業レビューシートに記載の2020年度執行額。
10) 金額は行政事業レビューシートに記載の地方公共団体に対する2020年度交付額。
11) “support for non-essential consumption and for non-specified consumption expenditure should be excluded from
ESSPROS social benefits.”（p.11）（EUROSTAT, 2021）.
12) “ ‘community masks’，encompassing all kinds of textile-based products, are generally not considered as health
products”（p.3）（OECD, Eurostat and WHO, 2021）.
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13) 予算措置額とそれに対応する接種回数については財務省財政制度等審議会財政制度分科会（2022年4月13日）の
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Abstract

The total amount of Social Expenditure in FY 2020 was 136,360 billion yen and the highest ever. The

percentage share of the Gross Domestic Product (GDP) increased by 2.52 percentage points from the

previous fiscal year. The total amount of Social Benefit was 132,221.1billion yen. It was also recorded highest

ever and the share of GDP also increased by 2.45 percentage points.

Among the nine policy areas of Social Expenditure in FY 2020, Health was the largest amount

(55,902.6 billion yen), followed by Old age (48,797.5 billion yen). These two areas accounted for 76.8% of the
total amount of Social Expenditure in FY 2020.

Among the three categories of Social Benefit in FY 2020, expenditure (and its share in the total
amount) in Medical Care was 42,719.3 billion yen (32.3％），in Pensions was 55,633.6 billion yen (42.1％），
and in Welfare and Others was 33,868.2 billion yen (25.6％）。

Social Security Revenue in FY 2020 amounted to 184,816 billion yen, which was 52,462.9 billion yen

increase from the previous fiscal year. The sources of revenue are 39.8% from contribution,31.9% from tax,

23.8% from investment income and 4.5% from others.

Since 2020 was the year in which the spread of COVID-19 began in Japan, expenses related to

against the infection led to a significant increase in Social Expenditure and Social Benefits in FY2020.

Keywords：Social Expenditure, Social Benefit, Social Security Revenue, OECD, ILO
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（各国の動向）情報

香港における新型コロナの現状
――第5波の衝撃と規制緩和への転換――

澤田 ゆかり＊

香港は2021年までは，新型コロナへの対応に成
功した事例として評価されてきた。しかし21年末
から始まった第5波1)においては，高齢者のコロナ
による死亡率が跳ね上がり，医療現場と隔離施設
を圧迫した。特に重症化した白髪の患者たちが病
院の外にまで横たわる姿は，香港社会に大きな衝
撃を与えた。22年9月30日現在，香港のコロナ規
制は急速に緩和に向かっており，入境制限も撤廃
されつつある。本稿では，第1波から第4波までの
対応と第5波における状況の変化を通じて，香港
の現況を紹介する。

Ⅰ 第4波までの対応と効果

香港は，新型コロナの発祥地とされる中国大陸
に隣接し日常的に盛んな往来があることや，世界
有数の長寿社会で高齢者比率が高く2)，かつ超過
密都市であるといった特徴から，コロナ禍に対し
て脆弱性を抱えるとみられていた。また2019年に
は香港史上でも稀に見る激しい抗議運動が起きて
おり，社会的な行動制限の実施にも不利な状況に
あった。
しかし香港には有利な材料もあった。2003年の

SARS（重症急性呼吸器疾患症候群）で蓄積された
経験である。香港はSARS禍により死亡者数300人

と中国大陸の次に多い犠牲者を出した。その記憶
に突き動かされるように，武漢での新型ウィルス
流行の報に接した政府の対応は迅速であった。
WHOは2020年1月4日に感染症蔓延を公表したが，
香港では1月時点で政府が中国大陸との高速鉄道
の営業を停止，境界での体温検査および大陸から
の帰還者に対する14日間の自主隔離を求めてお
り，公務員の在宅勤務にも踏み切った。日本の緊
急事態宣言の発令は20年4月7日であったが，その
時点で香港では強制検疫，営業規制，集合規制の
法令も施行済みであった（松井，2021：58）。
さらに公共の場での2名以上の集会を禁止する
とともに，レストランやバーなど飲食業やスポー
ツ施設の営業時間と使用人数の制限，学校の休校
措置および公共の場でのマスク着用の義務化を実
施した。違反者にはその場で定額の罰金が課され
た（金額は2000香港ドルから5000香港ドル）（松
井，2021：58）。住民の側も抗議運動の弾圧と社会
的混乱のさなかにあって政府に対する不信感は高
かったが，逆にだからこそ政府の指示を待たずに
マスクを率先して着用し，手洗い，対人距離を維
持するなど自衛に努めた。
結果的に21年末の第5波の到来まで，香港域内
での感染者数も死亡者数も低水準で推移し，国際
的にも高い評価を得た。3)1日の新規感染者数は最

＊東京外国語大学総合国際学研究院 教授
1) 本稿での第5波の期間は香港政府の定義にもとづいて，2022年12月31日から現在（同年9月30日）も進行中とす
る。ただし図1に示したように，7月から9月にかけての新規感染の増加は第1波から第4波のピークを上回ってお
り，第6波と見ることもできる。
2) 2021年に政府が実施した人口センサスによれば，香港の65歳以上人口の比率は19.6％であった。（香港政府統計
署，2022）。
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大を記録した20年7月30日でも149人にすぎず，第
4波が収束した21年5月から10月下旬までは1日平
均3名に収まった。しかもその99％が海外からの
渡航者であり，市中感染はゼロといえる期間が11
月まで続いた。
この状況を同じくアジアの国際貿易金融セン
ターであるシンガポールと比べると，第1波から
第4波までの人口100万人あたりの累計で，香港の
感染者数はシンガポールの約17分の1，死亡者数
でもシンガポールの3分の2にとどまった（21年10
月22日現在）。また同時点で優等生とされた台湾
との比較でも，人口100万人あたりの死亡者数（累
計）では香港はわずか28人であり台湾の35人をも
下回っていた。4)（澤田，2022）。

Ⅱ 第5波の衝撃とワクチン問題

しかしオミクロン変異株による第5波は，香港
のコロナ状況を一変させた。新規感染者数の7日
間平均の推移をグラフにして，第1波から第4波ま
でと第5波を含む現在までの変化を比べてみると，
第5波の規模がいかに大きかったかが分かる（図
1）。とりわけピーク時期の2022年3月12日には，
人口10万人あたりの死亡者数が3.73人と世界最高
レベルに達した5)。同時期の台湾・シンガポール
と人口100万人あたりで比べると，新規感染者数
でも死亡者数でも，香港の山は突出している（図
2）。
最大の要因は，高齢者のワクチン接種率が低
かったためである。オミクロン変異株が香港で最
初に報告されたのは2021年11月末であったが，同
時期の香港のワクチン接種率（1回接種済み）は人
口全体でも62.9％とアジアNIEsで最低水準であっ
た。シンガポールは11月5日の時点ですでに

93.0％を記録しており，中国大陸（84.8％）や台湾
（76.4％）にも遅れをとっていた。同時期のワク
チン接種率を年齢別に見ると，最も高いのが働き
盛りの40代（85.1％）と50代（79.4％）で，60代に
なると64.0％にまで下がる。これが70代になると
45.7％と半数を割り込み，80代以上にいたっては
わずか18.3％であった。
こうしたワクチン未接種の後期高齢者が，第5
波でオミクロン変異株の犠牲の大半を占めること
となった。第5波の累計（2022年10月5日現在）で
死亡者全体に占める70歳以上の比率は87.4％に
上っている。21年末の人口統計によれば，70歳以
上の人口比率は13.4％にすぎないため，偏りの大
きさは明白である（衛生署衛生防護中心：医院管
理局，2022）。ワクチン接種証明書がなければ公
共機関に入場できない「ワクチンパスポート制
度」導入するとともに，高齢者へのワクチン接種
強化キャンペーンを行いアウトリーチも始めた香
港だが，3回目のワクチン接種を済ませた者の比
率では台湾・シンガポールの後塵を拝している。
（図3）。
いうまでもなくワクチン接種以外の要因も第5
波の上昇に作用しているが，水際対策や営業規
制，集会・外出の規制は，基本的には第4波以降も
維持されていた。感染者の動向によって集会可能
な人数を徐々に増やすといった強度の調整はあっ
たが，香港ではコロナとの共存よりも排除の対策
に重点が置かれており，スマートフォンのアプリ
による隔離の徹底や入境規制の厳格化が続いてい
た。倉田によれば，2021年1月に習近平国家主席
と林Ṅ月娥行政長官がリモート会談を行った際
に，習近平が香港の感染状況に対して関心と懸念
を表明したのをきっかけに，香港政府は感染者が
出たビルの封鎖や住民の強制検査を本格的に導入

3) 例えば，イギリスの新聞『ガーディアン』は香港大学のカウリング教授の調査結果を紹介し，自国のロックダウ
ンと比べて香港のやり方には学ぶところが多いと論評した（Bosely, 2021）。また日本貿易振興機構も，香港の官
民にみる防疫意識の高さを指摘し，法制度および日常生活での新型コロナ対策を迅速に導入できた地域と評価し
ている（松井，2021）。
4) ただし人口100万人あたりの累計感染者数では，香港は台湾を大幅に上回っていた。2021年10月22日時点で台湾
の685人に対して，香港は1625人と台湾2.4倍に達していた。
5) 同時期の10万人あたりの死亡者数でみると，シンガポールが0.17人，多くの犠牲者を出したアメリカでも0.38人
であった（Cheung, Chan, Jin, 2022: 1072）。

社 会 保 障 研 究 Vol. 7 No. 3292
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した（倉田2022：134）。
また同年11月から12月にかけては，香港版「健
康コード」アプリによる公共施設への入場記録を
義務付けたうえに，11月12日にはそれまで隔離を
免除されてきた外交官，金融関係者，高級管理職
などを対象から外すという，優遇措置の撤廃をお
こなった。この結果，隔離免除の対象は「香港社

会と市民生活の維持に必要な職」（越境ドライ
バー，旅客機のクルーなど）に限定された。2021
年9月以降は感染者の死亡がゼロになっていたに
もかかわらず，香港政府がなおも規制を強化した
のは，中国大陸との人の往来の再開を香港政府が
最重要課題としたためであり，その背景には中国
が極めて厳格なゼロコロナ政策を実施しているこ

香港における新型コロナの現状――第5波の衝撃と規制緩和への転換―― 293
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とが影響したと考えられる（倉田2022：134）。
またワクチン接種の普及が遅れた要因について
は，住民の強い忌避感が作用した可能性がある。
中国大陸の科興（シノバック）社のワクチンの認
可手続きが簡略化されたことへの不信感や高齢者
の間では漢方志向が高いことなどさまざまな言説
が飛び交っているが，その信憑性については不確
実というしかない。
またワクチン接種の強力な推進は，その抜け道
を模索するインテンティブにもなった。2022年9
月には7名の医師がワクチン免除証明書を不適切
に発行したとして警察の捜査を受け，6名が逮捕，
1名が指名手配となった。香港政府は10月2日に容
疑者が発行した証明書2万枚を10月12日から無効
とした。しかしこの対応については，ワクチン免
除証明の発行を躊躇させるとして医療関係者から
抗議の声が上がっている。
最後に，コロナ対応がもたらした負の遺産につ
いて触れておく。政治的にみると，2020年に予定

されていた香港立法会（日本の国会に相当）の選
挙を延期する際にコロナ感染防止が理由とされ，
集会の人数制限を根拠として抗議デモを取り締ま
るなど，社会運動を抑圧する強力な手段としてコ
ロナ対策が利用された面がある。また厳しい移動
制限は，国際的な投資と貿易のハブでありかつ観
光都市としての香港経済を損ねることとなった。
経済界は行動制限の緩和を訴えたが，香港政府の
動きは鈍かった。2022年9月下旬からは，隔離期
間の短縮化に続き事実上の撤廃が公表され，入境
制限も緩和されつつあるが，コロナの代償が明確
になるのはこれからであろう。
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書評

広瀬巌 著
『パンデミックの倫理学』

（勁草書房，2021年）

山村 英司＊

著者の広瀬巌は倫理学を対象とする分析哲学者
で，現在カナダのマッギル大学教授である。広瀬
は2006年にWHOにパンデミック対策について倫
理指針を作成するためのワーキンググループに参
加した。広瀬によれば，このときすでに2020年か
ら始まる新型コロナウィルス（COVID-19）のパン
デミックで議論されていることの多くは検討され
ていたという。本書ではこの内容に加えて，当時
は想定していなかった論点を追加して分析してい
る。哲学者の書籍といえば，抽象概念に埋め尽く
された曖昧模糊とした内容を思い浮かべる読者も
多かろう。本書に登場するのはごく限られた哲学
概念しか登場しないし，すべての文章は意味が一
意に定まるように簡単明瞭に書かれている。一部
の人文系，社会科学系の専門家は，自身の専門と
は無関係な持論を展開する。しかし，本書にはこ
のような「空中戦」も一切ない。広瀬は倫理学の
専門的知見に基づき，救命措置を受ける人の優先
順を決めるトリアージ，ワクチンを接種する人の
優先順，外出などの自由の制限など現実に起きて
いる喫緊の問題を正面から取り上げているのだ。

Ⅰ 本書の概要

本書は5章から構成されている。1，2章は哲学
の前提知識がない読者にも分かりやすくパンデ
ミックに対する倫理学の基本的な枠組みを紹介し
ている。3，4章はより具体的な状況のおけるパン
デミック対策を選択するための倫理学的指針が示
される。5章はCOVID-19パンデミックの2020年9

月末時点までの日本の状況を対象にしている。全
体として，厳しい制約の下で意思決定に迫られた
ときの指針を具体的に論じている。以下各章を概
観していこう。
1章はパンデミック時の有限で稀少な医療資源
の配分において倫理学が必要になる理由を論じ，
基本的な配分の目的を明示する。医療資源への需
要が供給を大きく上回る場合，市場メカニズムに
まかせると貧困層は医療サービスを受けることが
出来ない。それは倫理的に許容されないので，意
図的に医療資源を配分する選択的分配が求められ
る。さらに感染拡大の抑制のために外出などに関
する自由の制限も求められる。選択的分配の方法
も，行動制限のやり方も数多くあるだろう。で
は，現実に即していずれの方法を選べばよいの
か？この問いに答えるために倫理学が必要にな
る。とりわけ，緊急事態が発生すると冷静かつ公
正な判断が難しくなるので，大まかな方針でも良
いのでパンデミックの対応策とその倫理的基礎は
パンデミックになる前に作成されておく必要があ
ることが強調される。
競合する倫理理論が一致して支持する命題は，
より多くの人の命を救うことは正しい行為である
という「救命数最大化の原則」である。ただし，
そのためには「公平性」と「透明性」が損なわれ
ない範囲でなされなければならい。
2章では「公平性」と「透明性」を定義し，具体
的な仮想状況を設定しながら，倫理的に望ましい
選択的分配の方法を示す。本書で採用する「公平
性」の定義は，「複数の個人がある善を得る同じ理

＊西南学院大学経済学部 教授
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由を有している場合，すべての個人が同じ量の善
を得るときに公平である。また，個人Aが個人B
より善を得るより強い理由を有している場合，A
がBより多くの善を得るときに公平である」
（p.37）。驚くべきことに「公平性」の観点からは，
すべての人命は等しい価値を持つとは限らない。
救命措置が二人分必要な状況で，一人しか救命
措置を受けることが出来ないとする。二人は次の
一点を除けばすべて同じ特徴を持つとする。Aは
70歳，Bは20歳である。このとき，Bに対して救命
措置をとることが倫理的に支持される。Aはすで
に人生から得られるさまざまな幸福を味わってい
る，Bはまだその幸福を味わうだけの時間を生き
ていないからだ。ただし必要とされる医療資源の
種類によって，優先すべき年齢層が変化する。例
えば，予防のための医療資源は若年層よりも高齢
層優先させることも倫理学的に妥当である。ここ
から「救命数最大化」ではなく，もう一つの有力
な命題「生存年数最大化」が支持される可能性が
出てくる。さまざまな可能性を考慮した後で，広
瀬は次のように結論付ける「生存年数最大化を適
用する領域をなるべく少なくし，救命数最大を基
本原則とすべきである」（pp.53-54）。
行為や判断が公平であっても，それが公平とみ
なされない場合は，医療や政府への不信や不満，
怒りが高まり適切な医療資源の分配が実現できな
くなる可能性もある。実際に米国では黒人がワク
チン接種を拒否する傾向があるという（朝日新聞
2021）。経済学の実証研究では，過去に黒人に対
する不適切な医療行為があったために，現代の黒
人の医療に対する不信が高まったことが明らかに
された（Alsan & Wanamaker, 2018）。広瀬によれ
ば，この状況を回避するためには「透明性」をと
もなうことが不可欠である。具体的な方法として
は，次の4点が重要である。（1）実際に何が行われ
ているかを情報公開し，（2）公聴会などを通じて
意思決定の疫学的，倫理的な妥当性を示し，（3）
エヴィデンスに基づく状況に応じた改訂手続き，
（4）措置，基準，手続きにおいて公平性が遵守さ
れていることを監督する責任者を明確に指定す
る。

3章では医療現場の資源配分についてさらに踏
み込んだ議論が展開される。
例えば，限られた数の人工呼吸器を上回る数の
重篤な状態の患者がいた場合，どのように人工呼
吸器を配分すればよいか？より具体的には，ある
患者から人工呼吸器を外し，ほかの重傷者に人工
呼吸器を装着すべきか？患者の優先順を決める手
続きであるトリアージの問題である。倫理学的に
は，患者間の回復可能性の比較によって優先順を
決めることが出来る。「救命数最大化によれば，
見込みがないとはいえまだ死んでいない患者から
人工呼吸器を外して命を失わせることは，ほかに
見込みがある患者が人工呼吸器を必要としている
という理由だけによって，正しい行為なのであ
る」（p.82）。
4章では，次の問への倫理学的な答えを示す。
パンデミックに対応するために，基本的な権利が
抑制されるとしたら，どのような条件が満たされ
なければならないだろうか？これは，外出や移動
の抑制，飲食店の営業，マスクの着用義務など議
論が多い種々の個別問題にかかわる。広瀬によれ
ば，J.S.ミルが提唱した「危害原理」が伴となる。
「ある個人の自由への制限を可能にするのは，そ
の個人が他人に対して危害を加えることを防ぐこ
とだけである。この危害原理は，パンデミック下
での基本的権利と自由の制限を倫理的に正当化す
る」（p.110）。意図的に他人にウィルスを感染さ
せるつもりがなくても，危害を加えようとしてい
なくても，パンデミック下で移動の自由を制約す
ることでほかの人に危害を加えることを防ぐこと
が出来る。したがって，外出等の自由の制限は倫
理学的な根拠をもつことになる。一方で，飲食店
の営業制限に関しては，より抑制的であることが
論じられている。
自由の制限の倫理的基盤となる五つの基準が次
のように示されている。（1）公衆衛生上の必要
性，（2）手段が合理的かつ効率的であること，（3）
制限による弊害と便益を比較すること，（4）分配
的正義のためリスク，利益，負担などは公平に分
配する，（5）信頼性と公平性を損なわないこと。
いずれも，常識の範囲内に収まる基準に思われ
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る。重要なのはこれらの基準が倫理学的な根拠に
よって基づいて示されていることであろう。
5章では，2020年9月までの段階でパンデミック
下の日本を対象にしている。そして次の問いをた
てる。新型コロナ感染症について，これほどまで
に大騒ぎする必要があったのだろうか？これは，
マスメディアなどでさまざまな論客が持論を展開
してきた問でもある。そして，この問いに関連し
た4つのテーマについて検討がなされている。そ
れは，（1）PCR検査の大規模全員検査の問題，（2）
パンデミック対応策の有効性の評価，（3）超過死
亡の概念，（4）数理モデルに基づく感染予測の批
判の方法である。
（1）については，条件付確率による推論から，
大規模全員検査が望ましくないことが示される。
ただし，これが検査数を少なくすることが望まし
いことを意味するわけでもない。本書では明示さ
れてないが，最適なPCR受診率は0％と100％の間
に存在することになる。（2）や（3）は反事実的条
件法による検討がなされている。（2）で取り上げ
た例としては，行動制限の実施がある。日本では
強制力を伴う行動制限は法的根拠がないために実
施されなかった。もしも，これが可能であったな
らば，どの程度現実の世界よりもパンデミックに
よる死亡者数が減少したかを検討している。公開
されている基礎的な情報から，強制力を伴う行動
制限がとられても，効果はそれほど大きくはな
かったと推論される。
（4）では2020年4月に数理モデルに基づいて提
案された，人と人の間の接触「八割」削減の是非
について考察している。この試算の中では，何も
対策をとらない場合は，死者が40万人に達するこ
とが示され，日本社会に衝撃を与えた。現実には
2020年9月末で死者は約1500人であった。現実の
死者数が試算とかけ離れていることから，数理モ
デルや試算した研究者が激しく批判された。ただ
し，これらの批判は的外れである。批判が正当化
されるのは，「事実に反して行動制限を何も取ら
なかった場合の死亡者数が40万人からかけ離れて
いた場合」，あるいは「実際に行動を取ったにもか
かわらず死亡者数が40万人になった場合」であ

る。実際には，いずれにも該当しないことは明ら
かである。
上記の検討から，5章冒頭の問いにたいして，さ
まざまな対策をとる必要はあったことが明らかに
なる。なぜならば「現在から振り返れば，死亡者
数は恐れられていたほど大きくはならなかった，
しかし，もし事実に反して何も対策をとらなかっ
たら，遥かに大きな死亡者数が出ると予測されて
いたからである」（p.151）。

Ⅱ 本書の評価と課題

ここまで紹介してきた通り，本書は必要最小限
の哲学的概念を縦横無尽に駆使し，現実のパンデ
ミック対策の方向性を具体的に示している。「救
命数最大化の原則」は誰もが納得し，直感的に思
いつく。しかし，本書を読めば具体的な状況にそ
の原則を適応することは予想よりも困難であるこ
とが分かる。本書ではさまざまな状況を想定し，
それぞれについて倫理学的に根拠ある対応が提示
されている。予備知識がない読者に意図が明快に
伝わるように工夫されている。さらに約150ペー
ジのコンパクトにまとめられているうえに，すべ
てが明快なので読了するための読者の負担は小さ
い。本書を読むコストに比べて得られる便益はは
るかに大きい。一部の限られた人間ではなく，日
本でパンデミックに直面するすべて人が共有する
前提知識とすべき内容である。そして倫理学を応
用することで，ほかの分野の専門家には判断がつ
かないような問題について，明確な方向性を考え
る助けにもなるだろう。
本書は現代哲学の重要な分析方法である「思考
実験」を中心に具体例を分析している。「ある特
定の状況で妥当と信じられる仮説を，ほかの想像
上の状況でも妥当かどうかを試すこと，これが思
考実験である。その想像上の状況は極度に単純化
された架空の例で，一つの変数を除いてすべての
変数が一定と仮定される。こうすることによって
ある特定の変数に注目することが出来，当該仮説
の射程が明らかになってくるのである」（p.11）。
データを使うことを除いて，経済学の実証分析ア
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プローチと非常に類似した科学的な方法である。
したがって，筆者にとっても非常に読みやすい。
データも数式も登場しないので，一般の読者も状
況を思い浮かべながら思考することが出来る。
本書で提起された「思考実験」のいくつかは，
経済学者がデータを使って統計的に検証できるよ
うな仮説とみなすことが出来る。経済学の実証研
究を専門とする筆者の経験からすると，実際に
データを使った分析では，論理的予想に反する結
果を観察することも多い。そこに哲学的「思考実
験」の限界がある。実現可能な範囲であれば，哲
学者が検証仮説を考え，それを社会科学の実証研
究者が検証することが望ましい。それが，「思考
実験」にフィードバックされることもあるだろ
う。
本書はいくつかの重要な論点について触れられ
ていない。本書の設定では，ワクチン接種は多く
の人に便益をもたらし，人々もその便益を享受す
ることを望んでいる。この場合ワクチン供給が十
分あり接種費用がゼロならば，すべての人はワク
チンを接種する。しかし，現実にはワクチンを無
料でも受けたくない人が存在する。本書での「公
平性」からすると，望まない人に対しては接種す
る必要はない。この点について，倫理学はどのよ
うに考えるのだろうか？
一歩思考を深めてみよう。ワクチンを受けない
人の割合が高くなるほどパンデミックの収束は困
難になる。つまり経済学的には負の外部性が発生
する。本書で登場する「危害原理」および自由制
限について「五つの基準」からするとワクチン接
種を強制することが可能なのだろうか？
経済学的に考えると，ワクチン接種したくない
人に対して接種を促すために金銭的対価を与える
ことが正当化できる。経済学でいうピグ―補助金
である。最近の実証研究では，ワクチン接種を促
進するために金銭的なインセンティブを与えるこ

とが効果的であることも示されている（Campos-
Mercade et al., 2021）。しかし，それは倫理学から
すると正当化されるのか？さらに，補助金をもら
わずに接種した人は，高額補助金を受けて接種し
た人が存在することに不満や怒りを持つとしたら
どうなるのか？政府への信頼が棄損されるなら
ば，望ましくないと考えるのか？
現代哲学の最前線で活躍する広瀬は数多くの哲
学論文，そして5冊の本をすべて英語で執筆して
いる。広瀬自身が初めて母語の日本語で執筆した
のが本書である。COVID-19は広瀬に日本の一般
読者，政策担当者に対して自身の考えを発信させ
る強い動機を与えたように思われる。広瀬は筆者
の大学院時代の学友であった。当時，広瀬は厚生
経済学を研究していたが，現実社会の問題に強い
関心を持ち，健康や医療なども話題にしていた。
広瀬が日本を離れてから約四半世紀が経過した。
その間，広瀬は哲学世界に沈潜しながら，日本の
現実問題に関心を持ち続けていたことだろう。本
書は現代哲学が日本で現実の政策を策定する上で
も有用であることを示した。それは，広瀬巌が望
んできたことである気がしてならない。

参考文献
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新刊紹介

ハワード・スティーヴン・フリードマン 著 南沢篤花 訳
『命に＜価格＞をつけられるのか』
（慶応義塾大学出版会，2021年）

盖 若琰＊

本書は「命の価格」という意味深い課題に関す
るものである。哲学的な視点から，人間の命に価
格をつけるそのものが問題視されるが，命に対す
る値付けは現実の生活では避けられなく，人々は
意識しないうちに命の価値の計算あるいは評価の
影響を受けている。著者は，命におく価値で私た
ちは何を意味しているのか，命の価値はどのよう
に評価するのか，それぞれの方法の限界は何なの
か，命につけられた「値札」はどのような影響が
あるのか，意思決定でどのように公平と正義を守
るのかという，日常生活から政策までの意思決定
にかかわる肝心な問いを多くの具体例を挙げて詳
しく説明し，命の値付けにかかわる考え方，価値
観，問題点等を議論した。
第1章「お金か命か」は総説である。著者は冒頭
において，高額な費用のため最新の薬物治療を拒
否した患者がノーベル賞受賞者か殺人犯か，ある
いは金持ちのCEOか高校中退の落ちこぼれかに
よって問題意識が異なりがちであるなどの事例か
ら，「命の価格」の課題を提起し，（1）命には日常
的に値札がつけられていること，（2）こうした値
札が私たちの命に予期せぬ重大な結果をもたらす
こと，（3）こうした値札のおおくは透明で公平で
もないこと，（4）過小評価された命は保護されな
いまま，高く評価された命よりリスクに晒されや
すくなるため，公平性の欠如が問題である，と本
書の論点を明らかにした。要するに，この命の値
札は，単に金銭的な意味よりも広い意味を持って
いて，その解釈は金銭で表現される値打ちのほか

に，有用度や重要度の意味合いもあるため，価値
判断と意思決定の尺度となる。時間やお金をどの
ように使うかという日常の決断，戦争に突入する
か，平和的解決を模索するかなどの政治的判断，
刑罰や民事訴訟における賠償最低額の決定，生命
保険の支出，さらに教育投資や中絶の決断など，
個人レベルの行動と社会が行う決定を左右する。
したがって，本書の目的は，命の価値評価のさま
ざまな方法をわかりやすく紹介し，関連議論と意
思決定の風土をより広く醸成するために知識を共
有することである。
第2章～第9章では，さまざまな事例から命の価
値の評価方法とそれぞれの問題点を紹介した。
9.11同時多発テロ事件の補償金の公平性の問題
（第2章），司法・裁判における命の価値の決まり方
（第3章），環境，労働，安全などにかかわる規制政
策に応用された費用便益分析の限界（第4章），企
業の意思決定に用いた費用便益分析と報酬の決ま
り方（第5章），生命保険（第6章）と医療保険（第
7章）における健康と命の価格の決まり方，出産と
子育て支援にかかわる費用と便益，また妊娠中絶
や男女産み分けから生じた問題点（第8章），さら
に，命にかかわる価値判断を及ぼす不合理な決断
がしばしばあるという人間の本質（第9章）をめぐ
る著者の議論と識見から，人々に大きな影響を及
ぼす意思決定が必ずしも公平であると限らなく，
命に異なる値札をつけていると示された。統計的
生命価値など既存の命の値段を推計する方法はい
ずれも限界があるため，結果の解釈では推計の不

＊国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部室長
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確実性と限界を考慮しなければならなく，また意
思決定の際に医療経済評価を単一の材料でなく，
複数の検討材料の1つとして利用する方法もある。
最後に，命の価値の推計には不公平があるもの
の，人権と正義を守ってできる限り不公平を減ら
す努力をしていかなければならなく，このプロセ
スに科学的な批判が不可欠である（第10章）。
著者に示されたように，命の値付けは人々の健
康，権利，安全，経済力，寿命に大きな影響を及

ぼす意思決定に不可欠な課題である。そういう意
味では，医療経済の考え方と命の価値にかかわる
議論を小さな専門家会議に限らなく，一般の国民
に共有しなければならない。また，国民の価値観
は評価手法と意思決定に十分に反映するものであ
る。本書は日本の医療と社会保障政策にも参考す
る価値が大きく，お薦めの一冊である。

（がい・じゃくえん）
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「社会保障研究」への投稿論文の査読状況について
『社会保障研究』に投稿された投稿論文受付数，一回目の査読結果が投稿者に通知されるまでの期間（査読期
間），採択率はそれぞれ下記のとおりでした。

引き続き，皆様の論文の投稿をお待ちしております。
『社会保障研究』編集委員会

期間 投稿論文
受付数（本）

査読期間
（日；平均値） 採択率（％） 採択率に関する

備考

2021年10月～2022年3月 8 － － 2022年3月31日までの
受付分

2021年4月～2021年9月 2 265.5 0.0
2021年9月30日までの

決定分

2020年10月～2021年3月 8 133.9 25.0
2021年3月31日までの

決定分

2020年4月～2020年9月 4 77.3 50.0
2020年9月30日までの

決定分

2019年10月～2020年3月 12 91.4 58.3
2020年3月31日までの

決定分
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『社会保障研究』執筆要領
1．原稿の書式
原稿はA4版用紙に横書き（40字×36行）とし，各ページに通し番号をふってください。

2．原稿の分量
原稿の分量は，本文・図表・注釈・参考文献を含めて，それぞれ以下を上限とします。なお，図表については，1つに
つき，A4サイズ原稿の1/ 2までの大きさのものは400字とし，1/ 2以上のものは800字に換算するものとします。
(1）論文：20,000字 （4）社会保障判例研究：12,000字
(2）動向・資料：12,000字 （5）書評：6,000字
(3）情報：3,000字
3．原稿の構成
1）表題
和文表題とともに英文表題を記載してください。

2）見出し等
本文は，必要に応じて節，小見出しなどに分けてください。その場合，ⅠⅡⅢ … →123… →（1）（2）（3）…→ ①
②③ …の順に区分し，見出しを付けてください。なお，本文中に語や箇条書きの文などを列挙する場合は，見出しと
重複しないよう，（a)(b)(c）または・などを使用してください。

3）抄録・キーワード
「論文」，「動向・資料」については，和文400字程度，英文250語程度で抄録を作成してください。また，和文，英文
各5語以内でキーワードを設定してください。
なお，編集委員会では，英文のネイティブ・チェックは行いませんので，執筆者ご自身の責任でご確認をお願いい
たします。

4）注釈
注釈は脚注とし，注釈を付す箇所に上付きで1）2）…の注釈番号を挿入してください。注釈番号は論文末までの通
し番号としてください。

5）参考文献
参考文献は，論文の末尾に列挙してください。表記の方法は下記を参考にしてください。
金子能宏・川越雅弘・西村周三（2013）「地域包括ケアの将来展望」，西村周三監修，国立社会保障・人口問題研

究所編『地域包括ケアシステム―「住み慣れた地域で老いる」社会をめざして』，慶應義塾大学出版会，
pp.311-318。

泉田信行・黒田有志弥（2014）「壮年期から高齢期の個人の健康診断受診に影響を与える要因について―生活と支
え合いに関する調査を用いて―」，『季刊社会保障研究』，Vol.49，No.4，pp.408-420。

森田朗（2014）『会議の政治学Ⅱ』，慈学社出版。
Finkelstein, Amy and Kathleen McGarry (2006) “Multiple Dimensions of Private Information: Evidence from the Long-

Term Care Insurance Market,” American Economic Review, Vol.96, No.4, pp.938-958.
Poterba, James M., Steven F. Venti, and David A.Wise (2014) “The Nexus of Social Security Benefits, Health, and

Wealth at Death,” In David A. Wise ed., Discoveries in the Economics of Aging, University of Chicago Press.
Le Grand, Julian (2003), Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens, Oxford

University Press.

インターネットのサイトを引用する場合は，そのページのタイトル，URL，および最終確認日を明記してください。
United Nations Development Programme（2010）Human Development Report 2010, http: / / hdr.undp.org/ en/ re-

ports/ globa1/ hdr2010/（2010年10月5日最終確認）
4．引用方法
本文または注釈において，ほかの文献の記述を引用する，または，参照する場合は，その出典を以下のように引用文
の末尾に亀甲括弧で明記してください。この場合，当該引用文献を論文末尾に参考文献として必ず挙げてください。
（例1）…〔森田（2014），p.45〕 …〔Le Grand (2003), p.3〕

…〔森田（2014），pp.45-46〕 …〔Le Grand (2003), pp.3-4〕
（例2）著者が2人の場合

…〔泉田・黒田（2014），p.408〕 …〔Finkelstein and McGarry (2006), p.938〕
（例3）著者が3人以上の場合

…〔金子他（2013），p.311〕 …〔Poterba et al. (2014), p.159〕
ただし，本文中における，ほかの文献の引用または参照について，その出典を注釈で示す場合は，亀甲括弧は必要あ
りません。
（例）1）森田（2014），p.45
また，注釈などで，参考文献として列挙しない文献を挙げる場合は，上記の参考文献の表記に準じてその著者名，著
書・論文名，頁などを記載してください。
（例）1）森田朗（2014）『会議の政治学Ⅱ』慈学社出版，p.45。

5．表記
1）年号
原則として西暦を用いてください。元号が必要な場合は西暦の後に括弧書きで挿入してください。ただし，元号を
用いることが慣例となっている場合はその限りではありません。

2）敬称
敬称は略してください。
（例）西村周三教授は→西村は 京極氏は→京極は
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6．図表
図表にはそれぞれ通し番号および表題を付け（例参照），出所がある場合は必ず明記してください。図表を別ファイ
ルで作成した場合などは，論文中に各図表の挿入箇所を指定してください。なお，他の出版物から図表を転載する場合
には，執筆者自身が著作権者から許諾を得てください。
（例）＜表1＞受給者数の変化 ＜図1＞社会保障支出の変化

7．倫理的配慮
原稿に利用したデータや事例等について，研究倫理上必要な手続きを経ていることを本文または注に明記してくださ
い。また，記述においてプライバシー侵害がなされないように細心の注意をはらってください。
8．利益相反
利益相反の可能性がある場合は書面で報告してください。なお，利益相反に関しては厚生労働省指針（「厚生労働科
学研究における利益相反の管理に関する指針」）を参照してください。
9．原稿の提出方法など
1）原稿の提出方法
投稿論文を除き，本誌掲載用の原稿は原則としてデータファイルを電子メールに添付する方法で提出してくださ
い。ファイル容量などの理由により，電子メールに添付する方法での提出が困難な場合は，CD-Rなどの媒体に記録の
上，郵送で提出してください。また，当方で受信したファイルの読み込みができない，あるいは，特殊文字の認識が
できないなどの場合には，紙媒体による原稿の提出をお願いすることがありますので，その際にはご協力ください。
原稿のデータファイルが存在しない場合は，紙媒体の原稿を郵送にて提出してください。

2）図表について
図表を別ファイルで作成している場合は，当該図表ファイルも提出してください。提出方法は，原稿の提出方法と
同様です。データファイルが無い場合は，図表を記載した紙媒体の資料を郵送してください。

3）投稿論文の提出方法
投稿論文の提出については，『社会保障研究』投稿規程に従ってください。審査を経て採用が決定した場合には，前

2項に従って当該論文のデータファイルを提出していただくことになります。

『社会保障研究』投稿規程
1. 本誌は，国内外の社会保障およびその関連領域に関する理論的・実証的研究，国内外の社会保障制度改革の
動向などを迅速かつ的確に収録することを目的とします。
2. 投稿は，「論文」，「動向・資料」および「社会保障判例研究」の3種類とし，いずれかを選択してください。な
お，「論文」，「動向・資料」はおおむね以下のようなものとします。
「論文」：独創的かつ政策的有用性に優れた社会保障に関する研究論文
「動向・資料」：政策的有用性に優れた社会保障に関する研究論文，資料（独創性は問わない）であり，おおむね
以下のようなものとします。
1）独創性や政策的有用性は「論文」に及ばないが，今後の発展が期待できる研究論文
2）政策的有用性に優れた社会保障に関する調査・分析に関する報告
3）国内外における社会保障の政策動向に関する考察
投稿者の学問分野は問いませんが，本誌に投稿する論文等は，いずれも未投稿・未発表のものに限ります。
3. 投稿者は，投稿申込書とともに審査用原稿（PDFファイル）を電子メールにて送付してください。投稿申込書
は研究所ウェブサイトよりダウンロードし，各欄に必要事項を記入してください。なお，投稿論文の審査は執
筆者名を伏せて行いますので，審査用原稿には執筆者が特定できる情報を記入しないでください。電子メール
による送付が難しい場合には，投稿申込書1部，審査用原稿4部を，郵送してください。
4. 採否については，編集委員会が指名したレフェリーの意見に基づき，編集委員会において決定します。ただ
し，研究テーマが本誌の趣旨に合致しない，あるいは学術論文としての体裁が整っていない場合など，審査の
対象外とする場合もあります。採用するものについては，レフェリーのコメントに基づき，投稿者に一部修正
を求めることがあります。なお，原稿は採否に関わらず返却いたしません。また，本誌において一度不採用と
された論文等の再投稿は受付をしません。再投稿に当たるかどうかの判断は編集委員会が行います。
5. 原稿執筆の様式は『社会保障研究』執筆要領に従ってください。
6. 掲載された論文等は，他の雑誌もしくは書籍または電子媒体等に収録する場合には，国立社会保障・人口問
題研究所の許諾を受けることを必要とします。なお，掲載号の刊行後に，国立社会保障・人口問題研究所ホー
ムページで論文等の全文を公開します。
7. 原稿の送り先・連絡先
電子メールによる提出：e-mail: kikanshi@ipss.go.jp
郵送による提出 ：〒100-0011

東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル6階
国立社会保障・人口問題研究所 総務課業務係
電話03-3595-2984 Fax: 03-3591-4816
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